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「不意を衝く」地方自治法改正ヘの疑問 
 

今 井   照 
 

 異例の土曜日審議と喧伝された昨年12月10日の国会会期最終日、話題となっていた旧統一

教会の被害者救済法案と同時に、議員提案の地方自治法改正案が可決成立した。地方自治動

向をウォッチしている私たちにとっても「不意を衝かれた」感じだ。 

 12月６日、衆議院総務委員会の終了間際に動議が出され、委員会提出の法律素案として地

方自治法改正案が提案される。その後４分間の趣旨説明（あかま二郎議員・自民）があり、

13分間の質疑があって動議が可決される。そこから衆議院に上程されるが、「審査省略」で

委員会付託はなく、８日の本会議では共産党を除く会派の賛成で可決。さらに参議院では９

日の総務委員会で趣旨説明（浮島智子議員・公明）が４分間ほどあり、その後10分間の質

疑、３分間の討論があって可決。10日の本会議で可決成立となったものである。経過におい

ても内容においても、今回の改正にはいくつかの大きな疑問符がつく。 

 改正の最大のポイントは地方自治法92条の二における「請負」について、「業として行う

工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公

共団体が対価の支払をすべきもの」と定義し、かつ「請負をする者」については「各会計年

度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確

保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を除く」としたことであ

る。これらの請負禁止規制の緩和は議員のなり手不足解消を理由としている。 

 本誌の読者であればご存じのように、自治体議会の議員はここでいう「請負をする者」に

はなれない。「請負」について改正法ではあえて「業として」と挿入した。素直に読むと、

「業」ではない場合を除くことになるが、「業として」の趣旨やその境目は質疑においても

説明されていない。さらに「業として」営んでいるものであっても、「政令で定める額を超

えない者」であれば請負ができるとされた。 

 経過や内容について疑問点を連ねると１本の論文になってしまいそうなので、それは後

日、整理したうえで本誌に掲載したいと思うが、根本的な疑問は、これが議員のなり手不足

を解消する手段になるのか、むしろ議員個人の私益を高めることで、市民の自治体議会離れ

を促す危険性はないかという点にある。質疑においても提案者は、癒着リスクは確かにある

が、それより議員の担い手不足の解消が喫緊の課題だ、というロジックを用いている。 

 百歩譲って、仮にこの改正が議員のなり不足解消に必要だとしても、その基準を政令に委

ねるのであれば、あらかじめその内容について審議し、議事録に残しておくことが議員立法

の務めではないか。たとえば、「業」の定義をどうするのか。あるいは、都道府県議会議員

と町村議会議員とが同じレベルの規制でよいのか。質疑の中で提案者は請負額の上限につい

て、「年間売上高の全国平均の２割程度の水準である300万円と規定することがひとまず適

当」としているが、財政や事業の規模に大きな違いのある全国の自治体を十把一絡げに扱っ

てよいものか。 

 おまけに附帯決議の内容がひどい。国に対して自治体に助言せよと実質的な行政統制を促

している。もはや分権改革の「ぶ」の字も国会には残っていないのかもしれない。老婆心な

がら、この程度の法律文と審議を基に、「あとは政令で」と任されたら国（総務省）も困惑

するのではないか（あるいは、「してやったり」なのかもしれないが）。国会の現状にまた

一つ不安を抱かされる。 

 

 

地方自治への視点

（いまい あきら 公益財団法人地方自治総合研究所主任研究員）
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中国における再生可能エネルギー政策の実態 
― 地域差別価格を組み込んだＦＩＴ ― (１) 

 

 

佐 藤 一 光 

徐   一 睿 

吉 弘 憲 介 

 

 

 1. はじめに 
 

 本稿は世界で も再生可能エネルギー(２)（再エネ）の導入が進んでいる中国における

再エネ促進政策である再エネの固定価格買取制度（Feed-in Tariff、ＦＩＴ）の制度構造を

明らかにし、ＦＩＴを通じて地域間再分配が行われていることを明らかにするものである。

気候変動問題やエネルギーの安全保障を背景として、世界では急速に化石燃料からの脱却

が進んでいる。日本においては再エネ導入によるトラブルの事例や再エネに焦点を当てた

地方独自課税(３)といった、再エネ導入のバックラッシュが話題となっている。再エネ促

進はグローバルな脱炭素化やナショナルなエネルギー安全保障といった文脈のほかに、地

 

(１) ＜本研究はＪＳＰＳ科研費 19Ｈ04332の助成を受けたものです。＞ 

(２) 国際エネルギー機関（ International Energy Agency）によると再生可能エネルギー源

（renewable energy resources）とは「自然の中から得られ」、「それらが消費されるより早い比

率で補充される」ものである（ＩＥＡ 2002）。日本では、「非化石エネルギー源のうち、エ

ネルギー源として永続的に利用できると認められるものとして政令で定めるもの」（「エネル

ギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用および化石エネルギー原料の有効な利用の促

進に関する法律」平成21年８月施行）と定義され、具体的には１）太陽光、２）風力、３）水

力、４）地熱、５）太陽熱、６）大気中の熱その他の自然界に存在する熱、７）バイオマスの

７種類が挙げられている（「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石

エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令」平成二十一年政令第二百二十二号）。

本稿の分析対象である中国においては、１）太陽エネルギー、２）水力、３）バイオマス、４）

地熱エネルギー、５）海洋エネルギーなどの非化石エネルギー源と定義されている（「中華人

民共和国可再生能源法」2006年１月１日施行）。 

(３) 例えば岡山県美作市では「事業用発電太陽光パネル税」が、宮城県では「林地開発を伴う再

エネに課税する税制度」が検討されている。 
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域における産業としての期待も強い。飯田・金子（2020）は地域分散ネットワーク型の経

済発展を実現するための鍵として再エネ産業を把握しており、諸富編（2019）は再エネ促

進が中間投入や租税負担を除いた付加価値創造を地域にもたらすことを明らかにしている。

宮﨑（2021）は基盤産業が失われて衰退する地域における再エネ産業の重要性を指摘して

いる。 

 再エネ促進が地域経済に与える効果について佐藤・吉弘（2021）はＦＩＴが地域間のマ

ネーフローを調整する効果があることを明らかにしている。ＦＩＴとは再エネを変動する

市場価格ではなく政策的に決定した固定価格で一定期間買い取ることを保証する制度であ

り、市場価格と固定価格との差を埋める変動型の補助金と、その財源を電力料金に上乗せ

する公課(４)との組み合わせで構成されている。ＦＩＴの地域経済政策的効果を考えると、

補助金による産業の促進と賦課金による負担・消費の抑制という組み合わせであり、前者

の効果が大きい地域と後者の効果が大きい地域との間で地域間の再分配が行われている。

ＦＩＴには政府間財政関係を通じていないものの、ある地域で徴収した賦課金を別の地域

に補助金として支給する財政調整に似た機能があることになる。もっとも佐藤・吉弘

（2021）では再エネ導入が進んでいる地域とそうではない地域があるためにＦＩＴの地域

間再分配効果は、必ずしも経済格差を是正するパターンには限られないことについても指

摘している。 

 このような地域間の再分配の効果は、世界 大の再エネ導入国である中国ではより大き

いものになることが予想される。中国の再エネ発電量は2021年時点で1,152.5TWhであり世

界シェア31.5％を占めている。これは北米の714.4TWhや欧州全体の946.5TWhを凌ぎ、日本

の130.3TWhの約９倍となっている。2011－21年の10年間平均増加率でみても、北米が

11.9％、欧州9.6％、日本15.4％に対して、中国は27.2％と高い伸び率を示している。

2006年の時点では、中国の再エネ発電量は10.9TWhに過ぎず、当時世界で も再エネ導入

が進んでいたアメリカの100.8TWh、欧州で も進んでいたドイツの52.5TWhには遠く及ば

ず、日本の26.2TWhの半分にも及ばなかった。中国の再エネ発電量はその後２年で日本を

追い抜いて５年で10倍に増加してドイツに追いついた。2016年にはアメリカを追い越して

世界 大の再エネ大国になり、その後も他を凌駕し続けている。 

 このように中国が2010年代に急速な再エネ導入を実現したのはＦＩＴの導入によるとこ

 

(４) 「再生可能エネルギー発電促進賦課金」は電力使用料に対する従量税のような負担構造であ

るが、政府機関の予算に計上される租税ではない。負担水準が自動的に変動する性質は社会保

険料に類似しているが、反対給付の請求権が付与されているわけではない。 
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ろが大きい（王2017、Dong and Shi2019）。他方で、Yan et al.（2016）とZhang et al.（2018）

はＦＩＴだけでなく、再エネ利用割合基準制度（Renewables Portfolio Standard、ＲＰＳ）

による再エネ利用の義務づけとの補完関係が重要であったとする。もっとも、これらの研

究では中国のＦＩＴやＲＰＳといった再エネ普及政策がＥＵやその他地域で導入されてい

るものと同一的に扱われており、中国における両制度の独自性への言及が少ない。一般的

にＦＩＴは政府機関の予算外で機能するが、中国では中央政府の特別会計予算を通じて機

能する。しかも後述するように賦課金と補助金で構成される特別会計予算は中国ＦＩＴの

ごく一部の機能を担っているに過ぎず、各地域で再エネの固定価格買取を実現するための

原資は中国の電力会社である国家電網が徴収する総括原価方式・地域別差別価格に基づく

電気料金制度にある。 

 総括原価方式に基づく電力料金は、市場における需給バランスで実現する価格とは異な

り、事実上の公課の性質を持っている。特に中国においては地域ごとの経済力に基づいて、

経済力の強い地域には高い電気料金を、経済力の弱い地域には低い電気料金を政策的に設

定してきた。再エネ賦課金については全国一律の従量税として設計されているが、地域別

差別価格を通じて経済力に応じて電力１単位あたりに異なる負担水準が設定されている。

しかも、中国ではＦＩＴにおける再エネ買取価格についても地域別に異なる水準が設定さ

れる地域別買取価格制度を採用しており、この地域別買取価格は中国国内の地域ごとに再

エネ発電開発のアドバンテージとディスアドバンテージを生じさせている。補助面につい

ても負担面についても地域間の再分配が強く意識されているといえよう。 

 こうした中国国内のＦＩＴの制度的特徴、特に地域間価格差の詳細とその効果について

の研究は日本語だけでなく中国語や英語においても皆無である。中国の再エネ発電消費の

実態を明らかにすることで、同国の再エネ政策の構造的特徴を明らかにすることは、他国

との比較、ひいては日本の再エネ政策を分析する上で重要な意義を持つものと考えられる。 

 本稿は、次の構成で進めていく。第１に中国におけるエネルギー消費と、そこにおける

再エネの量的規模の概要を説明する。続いて、中国における再エネ普及政策の実態を、中

国政府及び地方政府における独自政策に分けて説明を加える。 後に、中国におけるＦＩ

Ｔで採用される地域差別価格の実態と効果について量的分析から明らかにする。 
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 2. 中国における再生可能エネルギーへの転換 
 

 改革開放以降、中国の経済成長と共にエネルギー消費量は急増してきた。ＢＰの統計に

よると、1980年一次エネルギー消費量は17.5EJであったが、2000年には42.5EJに達し、20

年間で倍以上に増加した。2000年代に入ると一次エネルギーの消費量の増加スピードが早

まり、2010年には104.3EJと10年間で2.5倍の成長を見せた。その後、増加率はやや鈍化し

2019年には141.7EJとなっている（図１）。 

 表１に2019年の主要各国・地域の一次エネルギー消費量及び、その世界シェアと一人当

たりエネルギー消費量を整理した。中国は一次エネルギー消費量急増に伴い世界シェアも

上昇し、2009年にはアメリカやＥＵを追い越し世界 大の一次エネルギー消費国となり、

2019年には世界エネルギー消費の24.3％を占めるに至っている。1999年から20年間に世界

の一次エネルギー消費量は約200EJ増加したが、実にその半分が中国の消費増によっても

たらされた。しかし、中国の一人当たり消費量を見ると世界平均は上回ってはいるものの、

依然としてアメリカの半分未満、ＥＵや日本の３分の２程度の水準に留まっている。 

 中国で も利用されている一次エネルギーは石炭である。石炭の利用は大気汚染をもた

らすと同時に、大量のＣＯ２を排出する。この結果、中国は世界 大のＣＯ２排出国と

なっている。ＩＥＡ（2019）によると、2018年時点の中国のエネルギー由来ＣＯ２排出量

は9.5Gt-co2となっているが、これは日本の排出量の約９倍、世界２位のアメリカの排出

量の約２倍に相当する。確かに一人当たりＣＯ２の排出量を見れば、他の主要国と比べて

中国は依然低い水準である。しかしながら、大気の汚染と環境の悪化は一人当たり消費量

が少ないからといって緩和されることはない。中国は世界の工場と呼ばれる一方、世界

大規模の環境汚染問題を抱えている。 

 しかし、経済至上主義のもとで環境を犠牲にしつつ経済発展を優先してきた中国におい

ても、近年の中国国民の生活水準の向上に伴い、環境汚染や大気汚染の改善が政策的に重

視されるようになっている。このため、石炭中心の化石燃料への依存度を下げ、エネル

ギー転換政策が国家主導で進められている。 

 中国では５年ごとに「エネルギー発展５カ年計画」が定められているが、王（2020）は

2006年以降のエネルギー発展５カ年計画の主要目標とその実現状況を表２のようにまとめ

ている。「第十一次エネルギー発展５カ年計画（能源発展「十一五」規劃）」では、計画

期間内（2006年～2010年）の一次エネルギー消費量を92.1EJ未満に抑え、再エネ等の非化 
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図１ 中国のエネルギー消費量の推移（2000年〜2019年） 

出所：BP “Statistical Review of World Energy – all data, 1965-2019”により筆者作成。 

 

表１ エネルギー消費量の国際比較 

 
  1989 1999 2009 2019 

中 国 

消費量（EJ） 28.3 41.0 97.5 141.7 

世界に占める比率 8.4％ 10.7％ 20.2％ 24.3％ 

一人当たり消費量（GJ per capita） 24.5 32.0 71.6 98.8 

アメリカ 

消費量（EJ） 80.8 93.0 89.9 94.6 

世界に占める比率 23.9％ 24.2％ 18.6％ 16.2％ 

一人当たり消費量（GJ per capita） 323.6 334.0 293.6 287.6 

ＥＵ（注 

消費量（EJ） 71.9 73.4 71.6 68.8 

世界に占める比率 21.2％ 19.1％ 14.8％ 11.8％ 

一人当たり消費量（GJ per capita） 153.4 151.3 142.8 134.3 

日 本 

消費量（EJ） 18.0 21.8 19.8 18.7 

世界に占める比率 5.3％ 5.7％ 4.1％ 3.2％ 

一人当たり消費量（GJ per capita） 145.2 171.4 154.3 147.2 

世界全体 
消費量（EJ） 338.3 384.9 482.8 583.9 

一人当たり消費量（GJ per capita） 64.6 63.4 70.2 75.7 
 
注）2013年のラトビア加入時、2020年のイギリス離脱前のＥＵ28の数字で、1989年にはスロベニア

のデータが含まれていない。 

出所：ＢＰ（2020）により筆者作成。  
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石エネルギー消費量を8.1％超に拡大し、エネルギー消費の経済効率向上(５)を2005年比で

19％超とし、火力発電の発電効率を34.6％超とするといった目標が設定された。2010年の

実績値を見ると、一次エネルギー消費量の目標値は達成されなかったものの、その他の主

要目標は全て達成されていることが分かる。 

 2011年から2015年を計画期間とする「第十二次エネルギー発展５カ年計画」（能源発展

「十二五」規劃）では、新たにＧＤＰ原単位のＣＯ２排出削減(６)目標が盛り込まれ、非化

石エネルギー消費量の比率、エネルギー消費の経済効率向上、火力発電のエネルギー消費

原単位にもより高い数値目標が設定された。実績値では第十一次計画と同様に、一次エネ

ルギー消費量の抑制目標は実現できなかったものの、その他の目標は全て達成された。

2016年から2020年の「第十三次エネルギー発展５カ年計画」（能源発展「十三五」規劃）

では、一次エネルギー消費量を170.6EJ未満、非化石エネルギーの比率を15％超、エネル

ギー消費の経済効率向上15％超（2015年比）、ＧＤＰ原単位のＣＯ２排出量18％超削減

（2015年比）などの主要目標値を引き続き設定し、低炭素社会の構築、気候変動対策の 

 

表２ エネルギー発展５カ年計画の主要目標値と実績値 

 

計 画 
第十一次 

(2006～2010) 

第十二次 

(2011～2015) 

第十三次 

(2016～2020) 

指 標 2010年目標値 2010年実績値 2015年目標値 2015年実績値 2020年目標値 

一次エネルギー 

消費量（EJ） 
92.1未満 110.9 136.5未満 146.7 170.6未満 

非化石エネルギー 

消費量の比率 
8.1％超 8.6％ 11.4％超 12.0％ 15％超 

エネルギー消費の 

経済効率向上 

19％超 

(2005年比)
19.1％ 

16％超 

(2010年比)
18.4％ 

15％超 

(2015年比) 

ＧＤＰ原単位ＣＯ２

排出量削減率 
－ － 

17％超 

(2010年比)
20.0％ 

18％超 

(2015年比) 

火力発電の発電効率 34.6％超 36.8％ 38％超 38.6％ 39.6％超 
 
注）引用元のエネルギー単位は石炭換算トン（tce）で示されているが、本稿ではEJに統一してい

る。火力発電の発電効率に関しては原単位（tce/kWh）で示されていたところ、単位をEJに変換

し、逆数にすることで発電効率とした。 

出所：王（2020）、p.８より筆者作成。 

 

  

 

(５) 一次エネルギー消費の価格の指標で、例えばtce/万元という単位のこと（王2020、p.５）。 

(６) ＣＯ２排出量をＧＤＰで除したもの。 
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強化、スマートグリッド推進などが強調されている（王2020、p.７）。 

 このようなエネルギー発展５カ年計画による化石燃料の抑制方針によって、2000年代前

半に急速に増加してきた石炭消費量は、2013年の84.2EJでピークに達し、その後は増加が

抑制され続けている（図１）。全エネルギー消費量に占める石炭消費の割合から見れば、

2000年代から2011年までエネルギー全体消費量の７割を占めていたが、その割合は減少傾

向に入っている。 

 次に、図２から中国における発電の状況について確認しよう。総発電量のうち火力発電

の割合は高く、2009年まで８割以上を火力発電が占めてきた。2011年以降は再エネの発電

量が急速に増加したため、再エネ発電の比率は2011年の18％から2019年には31％まで増加

し、同じ時期に火力発電の比率は82％から69％へと減少している。再エネ発電の増加が電

力部門の脱炭素化に非常に重要な役割を果たしていることが看取されよう。 

 

図２ 中国の総発電量と火力発電・再エネ発電の割合 

 

 
注）引用元では太陽光・風力等の再エネと全ての水力発電を合わせた「自然エネルギー」という表

記が使われているが、本稿では「再エネ」という表記に統一している。 

出所：2009年までは『中国統計年鑑』各年、2010年以降のデータは中国電力企業連合会の各年の年

報により筆者作成。  
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 3. 中国の再エネ普及政策の基本構造 
 

 中国においてこのような再エネの急速な普及を実現してきたのが、ＦＩＴやＲＰＳと

いった制度であるとされている(７)。ＦＩＴとは再エネによって発電された電力を電力会

社等に対して、一定期間、政策当局によって定められた固定価格で買い取ることを義務付

ける制度である。再エネ発電の事業リスクを軽減することで確実な普及効果を見込めるほ

か、中長期的には規模の経済性や技術開発によるコスト低減を期待できるとされる。再エ

ネ電力の買取費用は電力価格に賦課金という形で上乗せされ、電力消費者が負担すること

になる。したがって、電力会社等は再エネ電力の買取費用を直接負担することはない。Ｆ

ＩＴでは発電コストの低減は発電事業者の利潤を増加させるため、コスト低減のインセン

ティブは存在するが、コスト低減が直接的に買取負担の軽減に繋がらず、買取に必要な財

源の規模が大きくなり、電力消費者の負担が増大する側面があるとされている。 

 欧州諸国ではこのＦＩＴによって極めて高い再エネ電力の普及効果があったとされてい

るが、スペイン・ドイツ・イタリアのように買取価格の設定を高くしすぎて再エネバブル

を発生させ、賦課金負担の急上昇を招く場合もあるとされる。これらの諸国では、電力消

費者の負担を抑制するために買取価格の急激な引き下げを行った結果、市場が急速に縮小

し、産業が壊滅的な被害を被ることになったとされている。 

 ＲＰＳとは電力会社に対して販売電力量の一定割合以上を再エネ電力によって調達する

ことを義務付ける制度である。数量ベースの政策であるが、政策当局が定めるのは「割合」

であるため導入量自体を固定する政策とは異なり、再エネ発電の導入量とその価格が市場

を通して決まるという特徴があるとされている。2016年の時点でＦＩＴは110の国や地域

で、ＲＰＳは100の国や地域で採用されており、ＦＩＴは再エネ普及効果が高いが価格を

政策当局が決定するため適切な価格設定が難しく、ＲＰＳはＦＩＴのようなバブルや賦課

金負担の急増を引き起こす可能性が低いとされている。 

 後述するように中国におけるＦＩＴは、１）再エネ発電の買取価格がエネルギー源別や

発電所の規模によって設定されていること、２）買取期間が20年に設定されていること、

３）太陽光と風力については徐々に買取価格が引き下げられていることといった、他の諸

 

(７) 以下の説明は、『環境経済・政策学事典』における「再生可能エネルギー普及政策の理論」

（庫川幸秀、pp.386－387）および「再生可能エネルギー普及政策の実証・実践」（木村啓二、

pp.388－389）に基づいている。 
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国と同様の特徴を持つ一方で、４）買取価格が地域ごとに差をつけられていること、５）

再エネ電力の買取について電力への賦課金による収入はその一部を補助するに留まってい

ること、６）経済発展の度合いが低く火力発電の費用が低い地域に手厚く補助がなされて

いること、７）地域間での電力小売価格に差が設けられており電力会社による再エネ電力

の買取と合わせて地域間の再分配が行われていることといった他の国では見られない特徴

を有している。 

 これも後述するように中国では当初はＦＩＴで再エネの普及を図り、再エネ電力の買取

価格を徐々に引き下げ、太陽光や陸上風力では入札制度へと移行している。しかし、同時

にＲＰＳ制度を導入しており、他の諸国では電力会社等に課される再エネ比率が地域ごと

に設定され、しかも一般にＲＰＳではＦＩＴによって達成されるよりも緩やかな再エネ導

入比率が設定されるのに対して、中国ではＦＩＴによって再エネの導入が進んでいない地

域に対して厳しい再エネ比率が設定されるといった特徴を持っている。後述するように中

国ではＦＩＴのもとでも再エネ電力の買取費用の大部分は電力会社によって支払われてお

り、賦課金による補助が得られないという違いが小さな影響しかない。それゆえ、ＦＩＴ

とＲＰＳはよりシームレスな関係となっており、両制度は代替的であるというより補完的

な関係であると理解されよう（Yan et al.2016、Zhang et al.2018）。 

 それでは中国で導入されている再エネ普及政策について、個別具体的に確認して行こう。

本節では、１）再エネによる発電の固定価格買取制度（中国版ＦＩＴ）、２）電力料金に

上乗せされて徴収される「発電促進賦課金」、３）地域別に設定されたＲＰＳ（中国版Ｒ

ＰＳ）という順に、中国において急速な再エネ普及を実現した制度の概説とその特徴につ

いて整理を行う。 

 

3.１ 中国における再エネの固定価格買取制度（中国版ＦＩＴ） 

 中国における再エネ促進政策の根拠法となるのが、2006年から施行された「中華人民共

和国再生可能エネルギー法（中華人民共和国可再生能源法）」と「再生可能エネルギー発

電に関する管理規定（可再生能源発電有関管理規定）」である。また、その翌年には「再

生可能エネルギーの中長期発展に関する計画（可再生能源中長期発展規劃）」と「第十二

次再生可能エネルギー発展５カ年計画（可再生能源発展「十二五」規劃）」が発表された(８)。 

 先述の通り、中国におけるＦＩＴの一定期間（20年間）の固定価格買取期間の設定や、

 

(８) 中国における再エネ政策の導入についての詳細は王（2017、2020）に詳しい。 
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電源・発電量別固定価格の設定、太陽光及び風力の買取価格の低減傾向は他国の制度的特

徴と同様である。しかし、他の諸国とは異なる特徴として地域ごとの買取価格設定が挙げ

られる。表３に中国版ＦＩＴにおける再エネ電源別・地域別の買取価格の推移をまとめた。

太陽光発電の地域別買電価格では、ほとんどの地域で も買取価格の高い３類に分類され

ており、北京や天津といった経済力の強い地域や内蒙古赤峰といった太陽光発電の進んで

いる地域ではやや低い買取価格が設定されている（２類）。赤峰を除く内蒙古自治区や宁

夏回族自治区といった人口密度の低い地域ではさらに低い買取価格が設定されている（１

類）。 

 風力発電は陸上と海上（洋上）に分けられており、普及の進んでいない海上風力では相

対的に高い買取価格が設定されている。陸上風力においても地域別の買取価格が設定され

ているが、太陽光よりも細かい地域分類がされており、相対的に陸上風力発電に向いてい

る地域のうち、人口密度の低い地域ほど安い買取価格が設定されている。2019年には太陽

光と陸上風力はＦＩＴからＲＰＳへの移行期間に入っており、実際には制度はより複雑化

している。 

 以下、太陽光発電と陸上風力発電については大部分を占めるその他地域での買取価格に

ついて確認する。太陽光発電においてメガソーラーは550元/MWhとなっているが、一部の

貧困地域(９)に設置されたメガソーラーは850元/MWhと高い買取価格が設定されている。住

宅を除いた中小規模発電は100元/MWh、住宅向けは180元/MWhとなっており、発電効率の悪

い分散型の発電よりもメガソーラーが優遇されている。陸上風力発電では520元/MWhが設

定されている。これらの太陽光と陸上風力については発電コストが十分に下がってきたと

して、貧困地域のメガソーラーを除いて市場指導価格方式に変更されている。市場指導価

格方式とは再エネ発電の買取価格の決定に際して発電事業者による競争入札を行い、予め

設定された価格以下での買取契約が行われる制度である。太陽光発電では2020年に、陸上

風力発電では2021年に指導価格の設定も終了し、完全な市場化へ移行するとされている。 

 他方で、海上風力発電と農林バイオマス発電ではＦＩＴによる固定価格買取が継続して

おり、海上風力では750元/MWh、農林バイオマスでは750元/MWhの買取価格が設定されてい

る。農林バイオマス発電とは稲藁等の農業残渣(10)と間伐材等の林業残渣、建築廃材等に

よる廃棄物を利用した発電であり、農業残渣と林業残渣とではそれぞれ石炭換算で２億ト 

 

(９) 表３の2019年(２)の列。 

(10) 朱（2017）によると中国では毎年６億トンの食糧生産の副産物として約８億トンの農業残渣

が発生しているという。 
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表３ 中国における再エネ電力の固定価格買取金額 

 
単位：元/MWh    

太陽光発電 

基 準 １ ２ ３  

2016年まで 900 950 1000  

2016 800 880 980  

2017 650 750 850  

2018年１月－５月 550 650 750  

2018年６月－12月 500 600 700  

2019(１) 400 450 550  

2019(２) 650 750 850  

2019(３) 100  

2019(４) 180  

風力発電（陸上） 

基 準 １ ２ ３ ４ 

2014 510 540 580 610 

2015 490 520 560 610 

2016 470 500 540 600 

2017 400 450 490 570 

2018 440 470 510 580 

2019(５) 340 390 430 520 

2020(５) 290 340 380 470 

2021年１月１日 固定買取制度完全終了 

風力発電（海上） 

2017 850 

2019(６) 800 

2020(６) 750 

農林バイオマス発電 

2010年７月から 750 

 
太陽光発電の地域分類 

１ ２ ３ 

１類：宁夏，青海海西，甘肃嘉峪关、

武威、张掖、酒泉、敦煌、金昌，新疆

哈密、塔城、阿勒泰、克拉玛依，内蒙

古除赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔以

外地区 

２類：北京，天津，黑龙江，吉林，辽宁，四川，云

南，内蒙古赤峰、通宁、兴安盟、呼伦贝尔，河北承

德、张家口、唐山、秦皇岛，山西大同、朔州、忻

州、阳泉、陕西榆林、延安，青海、甘肃、新疆除Ⅰ 

类外其他地区 

３類：その他 

 
風力発電の地域分類 

１ ２ ３ ４ 

内蒙古自治区除赤峰市、通辽

市、兴安盟、呼伦贝尔市以外

其他地区；新疆维吾尔自治区

乌鲁木齐市、伊犁哈萨克族自

治州、克拉玛依市、石河子市

河北省张家口市、承德

市；内蒙古自治区赤峰

市、通辽市、兴安盟、

呼伦贝尔市；甘肃省嘉

峪关市、酒泉市；云南

省 

吉林省白城市、松原市；黑龙江省鸡西市、

双鸭山市、七台河市、绥化市、伊春市，大

兴安岭地区；甘肃省除嘉峪关市、酒泉市以

外其他地区；新疆维吾尔自治区除乌鲁木齐

市、伊犁哈萨克族自治州、克拉玛依市、石

河子市以外其他地区；宁夏回族自治区 

その他 

 
注）(１)と(２)は集中式発電、(３)と(４)は余剰買電の分散式発電。(１)は従前の地域分類、(２)

は、国家再エネ賦課資金補助目録に属する村レベル太陽光貧困扶助発電所に属した地域を指す。
(１)(３)(４)(５)(６)について、2019年に固定買取から市場指導価格に変更されているが、
(２)は従前通りの固定買取制度が実施されている。 

出所：国家発展改革委員会のＨＰにより筆者作成。 
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ン程度の資源が利用されている。農林バイオマスについては、バイオマス資源の収集・運

搬コストの効率化が難しいことから固定価格が据え置かれている。 

 

3.２ 再エネ電力の買取財源 ― 再エネ発電促進賦課金と地域別差別価格 

 次に、中国版ＦＩＴにおける再エネ電力の買取財源について確認する。ＦＩＴによる再

エネ電力の固定買取を実現するべく、2012年に「再生可能エネルギー発電促進賦課金（可

再生能源電価付加）」が導入された（財政部・発展改革委員会・能源局が発表した「可再

生能源発展基金徴収使用管理暫行弁法」2012年１月１日施行）。これは、新疆ウイグル自

治区とチベット自治区を除く各省・直轄市において農業生産に関わる電力以外の電力消費

に一定の賦課金を上乗せし徴収するものである。中国では電力料金に対する賦課金として、

同賦課金以外にも「全国重大水利事業建設基金（国家重大水利工程建設基金）」「ダム住

民移動後の扶助基金（水庫移民後期扶持基金）」「農村電力網改造用資金に関する返済資

金（農網還貸資金）」「都市公共事業課徴金（城市公用事業付加）（2017年に廃止）」が

全国的に課されているが、本稿では電力賦課金という場合は「再生可能エネルギー発電促

進賦課金」のことのみを指す。 

 電力賦課金は、中央政府の特別会計である「再生可能エネルギー発展基金（可再生能源

発展基金、以下再エネ基金）」の歳入となる。導入当初は８元/MWhの水準であった電力賦

課金は、2013年には15元/MWhに引き上げられ、240.3億元の歳入をもたらした。2016年に

は電力賦課金の水準を19元/MWhに引き上げ（「財政部国家発展改革委関于提高可再生能源

発展基金徴収標準等有関問題的通知」）、それによって賦課金総額は690.0億元となった。

2018年には賦課金総額は786.1億元となっている。 

 再エネ基金の支出は、再エネ電力の固定価格買取への支出と地方政府への補助で構成さ

れている。この内、前者の財源は電力賦課金であるが、後者の財源は一般会計からの繰り

入れによって賄われている。地方政府への補助は内蒙古自治区に対する再エネ普及補助金

が大部分を占めており、中央政府による直轄的な再エネ促進策と理解されよう。 

 本稿が分析対象とする再エネ電力の固定価格買取への支出は、電力会社(11)が発電企業

 

(11) 中国の電力会社は2002年に発送配電一貫企業であった国家電力会社（国家電力公司）が分割

され（国務院が発表した「電力体制改革法案」）、発電事業を営む５大発電会社と送配電事業

を営む国家電網（国家電網公司）と南方電網（中国南方電網有限責任公司）とが存在している。

さらに地域における送電網の管理、電力供給の確保、地域電力網に関する計画といった役割を

担う５大電網会社（華北・東北・西北・華東・華中電網会社）とその子会社となる省電網企業

へと分割されている。 
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から再エネ電力を買い取る際に発電企業に支払われる。他の諸国では、ＦＩＴにおける再

エネ電力の買取費用の全額が、電力への賦課金によって賄われている。しかし、中国版Ｆ

ＩＴにおいては、電力賦課金を財源とした再エネ基金からの支出は、再エネ電力の買取費

用の一部しか賄うことができていない。これが中国版ＦＩＴにおける電力賦課金・再エネ

基金の支出が補助金と呼ばれる所以である。 

 表４は2018年の電力賦課金を原資とした再エネ基金からの支出、各種再エネの発電量、

各種再エネへの補助単価（電源ごとの総発電量を各電源への補助金支払い総額で除した額）

と補助比率（再エネ電源ごとの固定価格に対する補助単価の比率）を示したものである。

補助単価は太陽光で160元/MWh、風力で90元/MWh、バイオマスで171元/MWhとなっている。

太陽光や風力に関しては毎年買取価格が引き下げられているためあくまでも平均的な補助

単価を示しているに過ぎないが、買取価格が変更されていないバイオマスに着目すると

750元/MWhの買取価格に対して補助金の割合は23％程度にとどまることとなる。堀井

（2019）は急速に普及する再エネ発電に対して低い電力賦課金水準が維持されてきたため、

買取費用の未払金が蓄積しており、2017年末には1,127億元という巨額に達していると指

摘する。中国版ＦＩＴを理解するためには、１）どのような基準で補助金が支給されてい

るのか、そして２）この不足分はどのようにファイナンスされているのか、ということが

重要となる。 

 補助金支給の仕組みは次の通りである。中国版ＦＩＴでは再エネ基金からの補助金額が

地域によって変化する。各地域の補助額水準は、当該地域の石炭発電の買電価格をベンチ

マークとして、ＦＩＴで設定された買電価格との差額を補助する形で行われる。2018年の

地域別・エネルギー源別の買電価格を表５にまとめた。ベンチマークとなる石炭発電の買

電価格は全国平均で371元/MWhであり、もっとも高い湖南省の459元/MWhから も安い新疆 

 

表４ 再エネ買取補助金と発電量からみる補助比率（2018年） 

 

 
再生可能エネルギー
発電促進賦課金支出

発電量 補助単価 買取価格 補助比率 

 
Ａ 

（億元） 
Ｂ 

（億MWh） 
Ｃ(＝Ａ/Ｂ)
（元/MWh） 

Ｄ 
（元/MWh） 

Ｃ/Ｄ 
（％） 

太陽光 284 1.775 160 750 21％ 
風力 330  3.66  90 580 16％ 

バイオマス 155 0.907 171 750 23％ 

合計・平均 769 6.341 121   

出所：財政部予算司及び再生可能エネルギー発展中心のデータより筆者作成。 
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ウイグル自治区の215元/MWhまで倍以上の差がある。ＦＩＴの対象になっている太陽光・

風力・バイオマスについても導入のタイミングや地域別価格によって買電価格の地域差が

生まれていることを確認できる。 

 補助金額の変化を簡単な計算例で示す。2018年（１－５月）の天津市の太陽光買電価格

は650元/MWhであり（表３）、石炭で発電した電力の買電価格は352元/MWhであるため（表

５）、差額の298元/MWhが再エネ基金によって補助されることになる。石炭で発電した電

力の買電価格が215元/MWhと安価である新疆ウイグル自治区であれば、補助単価は435元

/MWhとなる。経済発展の進んでいる地域ではベンチマークとなる石炭による発電費用が高

く、経済発展の進んでいない地域では低い傾向にあるため、前者への補助は小さく、後者

には大きい補助が行われることになる。いずれの地域においても、発電事業の開発者には

石炭発電よりも再エネ発電に投資をするインセンティブが存在するが、経済発展の進んで

いない地域ほど強いインセンティブが存在していることになる。全国一律の賦課金水準に

対して、地域別のベンチマーク価格を基準とした補助単価の設定により、単価としては経

済力の弱い地域に手厚く、総額としては再エネの進んでいる地域へと手厚く補助が行われ

ているといえよう。 

 再エネ基金によって補助されない部分の固定価格買取部分、すなわちベンチマークとな

る各地域の石炭発電費用に相当する再エネ電力の買取費用は、中国で送配電を担っている

国家電網・南方電網会社といった電力会社によって支払われることになる。電力会社に

よって支払われる再エネ電力の買取費用はどのように調達されているのか。そのヒントが

総括原価方式によって決定される地域別の電力価格にある。電力会社は再エネ電力の買取

に際して再エネ基金から補助を受けている一方で、ベンチマーク価格となる石炭発電価格

に相当する費用は電力の販売料金によって賄うこととなる(12)。中国の電力価格は、2005

年に制定された「小売電力価格管理の暫定規則（銷售電価管理暫行弁法）」によって規定

されている。同規則によると電力の販売価格は、電力料金収入が電力の買取に要した費

用・送電ロス費用・送配電費用から補助金を控除した金額となるよう、「総括原価方式」

によって決定されるという。具体的には次式のように電力の販売価格は決定される。 

 

 電力料金収入 ＝ 買電費用 ＋ 送電ロス費用 ＋ 送配電費用 － 補助金 

 

(12) 中国の電力市場は自由化が進んでおり、スポット市場などいわゆるＢtoＢの販売収入も存在

しているが、本稿のようにマクロで地域別に分析する場合は、 終消費段階の小売に着目する

必要がある。 
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表５ 地域別・エネルギー源別の平均買電価格（2018年） 

 
元/MWh 石 炭 天然ガス 水 力 風 力 原子力 太陽光 バイオマス 

全国平均 371 584 267 529   860 678 

北 京  489      

上 海 410 714  746  1198 644 

天 津 352 603  522    

江 蘇 392 476  691 405 1113 718 

浙 江 416 932 567 733 425 1136  

福 建 389 528 372 590   981  

広 東 441 634 280 603 414  979 746 

山 東 411   615 512  799 727 

内蒙古（東部) 293  304 494   831 729 

内蒙古（西部) 252   391   778  

湖 北 437 267 277 614  1012 567 

重 慶 413 742 317 545   396 527 

陝 西 327  323 559   679  

遼 寧 371  355 547 369  697 984 

吉 林 365  468 481   927 714 

寧 夏 249 719 264 505   832  

湖 南 459  346 622   978 746 

海 南 438 658 408 607 429  443  

河 南 356 589 315 610   858 750 

新 疆 215  245 458   875  

四 川 440 502 280 562   783 703 

河 北 321   464   863  

安 徽 383  403 606   934  

青 海 282  212 513   900  

江 西 418  348 674  1048  

山 西 322 693 343 612   922  

黒龍江 373  458 500   667 566 

広 西 399  258 607 379   

貴 州 332  292 534   948 750 

雲 南 413  199 456   734 609 

甘 粛 295  236 430   857 659 
 

注：ここでの買電価格は、電網企業の平均買電価格である。平均買電価格＝買電収入／送電容量× 

1.17であり、17％の増値税（ＶＡＴ）を含む。 

出所：中国電力網「2018年度全国電力価格監管情報」付表２より筆者作成。 

 

 同規則によって定められる電力料金収入（銷售電価）は、電力系統事業者が発電事業者

や他の電力系統から電力を購入するために支払われる買電費用（購電成本）、買電から小

売までの間に失われる電力に対する補填である送電ロス費用（輸配電損耗）、送電網や配
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電設備等の維持管理費用である送配電費用（輸配電価）から、本稿で扱う再エネ補助金な

ど（政府性基金）を控除したもので決定される。 

 例えば、電力価格は買電費用が高ければ高くなり、買取費用が低ければ安くなるが、こ

れらは地域別に計算されていることに特徴がある。表６に地域別の電力価格や、電力賦課

金等の賦課金水準、平均的な買電価格、電力消費量、発電量をまとめた。電力価格の全国

平均は570元/MWhであるが、地域別に見るともっとも安い雲南省の295元/MWhからもっとも

高い北京市・海南省の704元/MWhまで倍以上の開きがある。中国の電力料金は地域別の差

別価格が採用されている。 

 そして、それぞれの地域において発電量と電力消費量には差があり、消費量を発電量が

上回る地域から発電量を消費量が上回る地域へと、電力は販売される。これを地域間の財

（電気）の売買、すなわち移出と移入として把握すると、電力消費量の多い地域から、電

力消費量の少ない地域へと支払いが行われることになるが、地域別差別価格のもとではそ

の取引は強い資金移動を引き起こすことになる。 

 電力を他地域から購入している広東省（電力価格606元/MWh、移入量195GWh）、江蘇省

（電力価格635元/MWh、移入量119GWh）、浙江省（電力価格657元/MWh、移入量118GWh）、

上海市（電力価格692元/MWh、移入量74GWh）、北京市（電力価格704元/MWh、移入量71GWh）

では電力価格は高い傾向がある。それとは逆に、電力を他地域へ販売している内蒙古自治

区（電力価格407元/MWh、移出量147GWh）、雲南省（電力価格295元/MWh、移出量133GWh）、

四川省（電力価格453元/MWh、移出量104GWh）、新疆ウイグル自治区（電力価格398元/MWh、

移出量101GWh）では電力価格は低い傾向が見て取れる（表６）。 

 地域間の送配電を行う企業は国家電網と南方電網会社であるため、電力の融通はこれら

の企業の内部でのやり取りとなる。したがって、総括原価方式に基づく地域別の差別電力

価格と地域間の電力の移出入・融通は、経済的に豊かで、電力価格が高く、消費電力の多

い地域での電力料金収入によって、経済的に豊かではなく、電力価格が低く、発電量の多

い地域での買電を支えることになる。  
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表６ 地域別の電力価格・賦課金水準、買電価格（2018年） 

 
 電力価格 賦課金 買電価格 電力消費量 発電量 

 （元/MWh） （元/MWh） （元/MWh） （GWh） （GWh） 

全国平均 570 30 364   

北 京 704 24 466 114  44 

上 海 692 30 588 157  82 

天 津 661 27 445  86  70 

江 蘇 635 30 503 613 493 

浙 江 657 32 423 453 335 

福 建 557 26 344 231 236 

広 東 606 30 425 632 437 

山 東 619 26 421 592 561 

内蒙古 407 36 299 335 483 

湖 北 603 40 380 207 277 

重 慶 553 42 337 111  76 

陝 西 461 36 278 159 178 

遼 寧 557 25 408 230 190 

吉 林 552 35 447  75  82 

寧 夏 349 21 194 106 153 

湖 南 597 40 434 175 142 

海 南 704 22 621  33  30 

河 南 558 26 341 342 292 

新 疆 398  2 315 214 315 

四 川 453 38 251 246 350 

河 北 560 23 397 367 305 

安 徽 612 29 404 214 262 

青 海 328 19 190  74  72 

江 西 633 24 430 143 119 

山 西 420 40 214 216 304 

黒龍江 566 16 386  97 101 

広 西 480 49 281 170 159 

貴 州 459 21 303 148 195 

雲 南 295 66 145 168 301 

甘 粛 379 21 197 129 143 
 

出所：中国電力網「2018年度全国電力価格監管情報」付表４、付表５、付表６及び『中国統計年鑑』

より筆者作成。 
 

 

3.３ 地域ごとに設定される再エネ導入目標（中国版ＲＰＳ） 

 このように中国の再エネ普及政策は中国版ＦＩＴ、電力賦課金・再エネ基金による補助

と電力料金の地域差別価格によって構成されている。しかし、地方ごとの独自政策を考慮
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すると現実はさらに複雑である。中国では省・直轄市ごとに厳しい政策目標と強い権限が

与えられ独自の政策が展開されていることが知られているが（澤田・徐2014）、それぞれ

の地域で全国一律の賦課金の他に独自の賦課金が課されていること、地域独自の再エネ電

力価格への上乗せや独自施策(13)が行われていることが確認できる（表６）。 

 2018年11月に地域ごとの電力消費量に応じて一定の再エネで発電した電力、もしくは他

地域からの再エネで発電した電力の購入を義務付ける「再生可能エネルギーの電力割り当

て制度（可再生能源電力配額制）」が発表され（關於實行可再生能源電力配額制的通知）、

2019年よりＲＰＳの運用が開始された。再エネ導入目標は各地域（省政府・直轄市）に課

されている。ＦＩＴのもとで既に再エネの導入促進が進んでいる内蒙古自治区、新疆ウイ

グル自治区、雲南省、甘粛省、寧夏省では既に中国版ＲＰＳの目標値が達成されており、

ＦＩＴによって再エネの導入が進まなかった地域をターゲットとした制度設計となってい

る。すなわち、各地方政府には地域ごとの独自の政策によって、ＦＩＴ以上の結果を出す

ことが求められているのである。 

 一般的に価格統制による再エネ促進策であるＦＩＴと、数量統制による再エネ促進策で

あるＲＰＳはいずれかの政策を採用すれば良い。しかし、中国のように地域間の経済水準

や産業構造が大きく異なる国では、地域ごとの再エネ普及状況を統制するためにはＦＩＴ

によって基礎的な再エネ普及を行い、それに付け加える形でＲＰＳを行う必要があったと

考えられる。本稿の焦点は中国版ＦＩＴとその財源調達であるため、詳細に立ち入ること

はしないが、中国版ＲＰＳの採用によって、より地域ごとの独自政策の重要性が高まると

いえよう。 

 中国版ＦＩＴではエネルギー源別に再エネ電力の買取価格が設定されていることに加え、

地域別の価格も設定されていることが特徴であった。再エネ電力の固定価格買取のために

電力賦課金が課されており、再エネ基金を通じて買取財源となっている。電力の地域別ベ

ンチマーク価格と固定価格との差額を埋める補助方式は、地域間の再分配を促す効果を

持っている。しかし、電力賦課金は安価に設定されているため、再エネ買取財源としては

 

(13) 2018年の段階で、賦課金水準はもっとも安い新疆ウイグル自治区の２元/MWh、黒龍江省の16

元/MWh、青海省の19元/MWhからもっとも高い雲南省の66元/MWh、広西省の49元/MWh、重慶市の

42元/MWhと電力に対する賦課金の水準は地域間で大きな違いが生じている。地域別の賦課金水

準からは、１）一部の地域では全国一律の再エネ促進賦課金すら課されていないこと、２）新

疆ウイグル自治区、寧夏省、甘粛省のように独自の賦課金を設定せずに全国一律の賦課金によ

るＦＩＴで再エネを促進できている地域があること、３）それとは逆に雲南省のように高い独

自の賦課金を設定して再エネの普及促進を行っている地域があることが看取される。 
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極めて部分的な役割しか果たしていない。再エネの急速な普及につれて電力賦課金が急上

昇し、電力消費者の負担が問題となった欧州の経験とは根本的に異なる。中国版ＦＩＴを

支えているのは電力会社による電力の小売料金である。電力料金は地域別の総括原価方式

による電力の差別価格が採用されており、電力の移出入と合わせると、ここでも地域間の

再分配効果が働いていると考えられる。 

 以上のように、中国では地域間の経済的不均衡を是正する政策目標を、再生可能エネル

ギー促進政策の中に「埋め込んで」いる。このような地域間経済力不均衡の是正策を、そ

れを直接の目的としない政策の中に埋め込むことは、再生可能エネルギー政策以外の分野

でも実施されており、急速な経済成長を遂げた中国における地域間再分配政策の特徴の一

つといえる（徐2010）。次節において、このように再エネ市場の制度設計の中に埋め込ま

れた地域間における経済力調整の意味を、地域間再分配の観点から整理することとしよう。 

 

 

 4. 中国・再エネ普及政策の地域間再分配の側面 
 

 これまで確認したように中国の再エネ普及政策は、ＦＩＴと固定価格買取を支える電力

賦課金・再エネ基金補助金、総括原価方式による地域別の差別価格、地域別のＲＰＳや独

自政策によって構成されている。中国版ＦＩＴは、１）再エネ電力の地域別の買電価格、

２）買取価格とベンチマーク価格との差を補償する電力賦課金・再エネ基金補助金、３）

ベンチマーク価格相当の買取費用は地域別の差別価格に基づく電力料金収入によって捻出

される、という他国では見られない特徴を持っている。さらに、環境目標の実現を地方政

府の責任者に強く課す「選抜トーナメント・一票否決制度(14)」を背景として形成される

地域独自の政策・賦課金や地域別のＲＰＳなど、中国の再エネ政策は他国と比較して地域

ごとの多様な経済環境への配慮がなされている点がその特徴といえよう。そこでこれらの

制度のうち、特に地域別の差別電力価格と地域別の発電促進賦課金に焦点を当てて、地域

間再分配としての意義について考察を行う。 

 第一に、一部の地域を除いて全国一律に課されている電力賦課金は、再エネ基金を通じ

て地域再分配的に補助されている。経済発展の進んでいる地域では電力消費量が多いため

徴収される電力賦課金は多額にのぼるが、他方でベンチマーク価格である石炭発電の電力

 

(14) 制度の詳細については、澤田・徐（2014）を参照されたい。 
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価格は高いため補助率は低くなる。経済発展の進んでいない地域では電力消費は少ないた

め徴収される電力賦課金は少ないが、ベンチマーク価格は低いため補助率は高くなる。電

力賦課金・再エネ基金はこの制度構造を通じて財政調整機能を果たしているといえよう。

もっとも、電力賦課金は再エネ電力買取の財源の中では小さい役割しか果たしていない。 

 第二に、より重要なのは、ＦＩＴによる再エネ買取費用の大部分は、電力会社によって

負担されているということである。電力会社の収入は、地域別の差別電力価格による電力

料金収入である。表７に地域間の再分配効果を、１）地域別の差別電力価格と電力消費を

通じたもの、２）電力賦課金を通じたもの、３）地域ごとの発電構成と発電量を通じた買

電費用によるもの、４）地域別の資金収支を示した地域間の再分配効果を、一人当たりＧ

ＤＰによる降順に並べている。地域別の差別電力価格は平均電力価格との価格差に電力消

費量を乗じたもの、電力賦課金については電力賦課金の全国平均との差に電力消費量を乗

じたもの、買電費用は買電価格の全国平均との差に発電量を乗じたもの、資金収支はこの

三つの効果から送電ロスと送配電費用を控除した地域間再分配機能の合計で、プラスの場

合は支払い超過、マイナスの場合は受け取り超過となっている。 

 重要なことは第一に、電力賦課金を通じた地域間再分配よりも電力料金収入や買電費用

を通じた地域間の再分配効果が大きいということである。第二に、人口規模・経済規模で

評価していないため金額の大きさから地域間の比較についての解釈は単純には行えないが、

北京市・上海市・天津市などの経済的に豊かな地域から、貴州省・雲南省・甘粛省といっ

た貧しい地域への地域間再分配として機能していることが分かる。ただし、福建省や内蒙

古自治区のように豊かであっても再エネの普及が進んでいる地域は受け取り超過となって

いるし、黒龍江省や広西省といった貧しい地域では支払い超過となっている地域もある。

再エネ政策への地域間再分配機能の「埋め込み」ゆえに、電力の融通を通じた再エネ普及

と地域間再分配の入り混じった効果が観察される。しかも、全国で行われる地域間の電力

の売買に際して、地域別に大きく異なる電力価格が、地域間の経済力調整を強化している。 

 第三に、再エネ普及のインセンティブが発電企業と地方政府に与えられていることであ

る。相対的に石炭発電費用であるベンチマーク価格が安い地域は、経済的にも貧しい地域

が多い。一方、こうしたエリアの発電事業者にとっては、石炭火力を始めとした化石エネ

ルギー由来の発電方式よりも、再エネ発電による利益が他の高所得エリアよりも相対的に

多くなる。この結果、中国版ＦＩＴの中には、発電事業者にとって低所得エリアで再エネ

由来の発電所開発を積極的に行うインセンティブが組み込まれていることが読み取れる。 

 再エネ電力を買い取る電力会社にとっては、石炭火力発電による発電からの買取と、再 
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表７ 電力価格、賦課金、売電価格を通じた地域間再分配効果と資金収支（2018年） 

 
 電力料金収入 電力賦課金 売電価格 収 支 一人当たりＧＤＰ 

単 位  （百万元）  （元） 

北 京  10,780 -16   2,075  46,522 140,211 

上 海  13,218   3  10,868  54,734 134,982 

天 津   5,219  -7   2,529   9,585 120,711 

江 蘇  25,250   9  34,402 102,073 115,168 

浙 江  25,922  34   8,312 118,503  98,643 

福 建  -1,645 -24  -1,619   5,080  91,197 

広 東  13,998  -1  11,207 100,941  86,412 

山 東  18,193 -62  13,329  51,482  76,267 

内蒙古 -22,222  77  -9,449 -80,294  68,302 

湖 北   4,159  85   1,638 -23,643  66,616 

重 慶  -1,033  56    -699  21,852  65,933 

陝 西  -7,991  36  -4,260    -841  63,477 

遼 寧  -1,662 -28   3,350  33,857  58,008 

吉 林    -728  14   3,042  -4,460  55,611 

寧 夏  -8,206 -19  -5,039 -13,792  54,094 

湖 南   2,828  76   4,267  14,395  52,949 

海 南   3,101  -6   4,824      62  51,955 

河 南  -2,188 -34  -2,346  48,569  50,152 

新 疆 -14,612 -11  -4,847 -50,326  49,475 

四 川 -12,999  81  -9,961 -27,434  48,883 

河 北  -2,008 -57   3,901  20,295  47,772 

安 徽   5,566  -5   4,242 -24,783  47,712 

青 海  -5,853 -15  -2,375     743  47,689 

江 西   5,718 -19   3,346  14,132  47,434 

山 西 -13,556  93  -9,783 -17,137  45,328 

黒龍江    -194 -21     839   7,369  43,274 

広 西  -7,329 165  -3,727  15,543  41,489 

貴 州  -7,501 -27  -3,586 -13,652  41,244 

雲 南 -13,603 394  -9,552 -29,585  37,136 

甘 粛  -9,325 -23  -4,703  -1,298  31,336 
 
出所：中国電力網「2018年度全国電力価格監管情報」付表４、付表５、付表６及び『中国統計年鑑』

より筆者作成。 

 

エネ発電からの買取はその差額が補助金によって補填されるため事実上同額である。一方、

電力開発事業者にとっては、より利益を上げることを考えると低開発地域において再エネ

発電を行うことが合理的となる。この結果、低開発地域では地域内の自家消費を超える発

電が行われ、余剰電力は他地域に送電されることになる。 
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 一方、仮に安い価格で電力会社によって買い取られた電気であっても、その 終消費地

が総括原価方式で見積もられた高い発電コストが適用される地域であれば、高い電力小売

価格を適用できることになる。このように、再エネ発電の政策的インセンティブは、その

発電方式を量的に拡充するという政策目標と同時に、地域別の差別電力価格を梃子にした、

地域間再分配として機能しているといえる。つまり、高所得エリアは相対的に高い電力負

担を引き受ける代わりに域外からの電力供給を受け、同時に低所得エリアでは再エネ中心

の発電を増やし産業開発と雇用の恩恵を受けるという具合に、である。 

 このような地域間の再分配の関係を模式図で表したものが図３である。図の右側の低開

発地域においては発電量が電力消費量より多く、電力価格が安く電力消費量も少ないため

電力料金の総額は小さい。他方で、図の左側の先進地域では、発電量よりも電力消費量が

多く、電力価格は高く電力消費量が多いため電力料金の総額は大きく、その料金収入に

よって右側の低開発地域で発電された電力を購入することになる。もちろんこれらの取引

は、電力の販売と購入という対価の支払いという形式であり、電力会社の企業内での融通

でもある。しかし、その電力価格が市場において需要と供給を調整するように決定されて

いるわけではなく、単価の異なる電力の売買は、事実上の地域間再分配としての機能を有

することになる。 

 賦課金については別のメカニズムで地域間の再分配機能が働く。再エネ基金の賦課金負

担は概ね全国一律であるが、図３の右側の低開発地域では電力消費量が少ないため賦課金

総額は少なくなる。他方で、図３の左側の先進地域では電力消費量が多いため賦課金総額

は多くなる。再エネ基金の買取補助金は、ベンチマークの石炭発電買電価格との差額を補

償するため、低開発地域では補助単価が高く、発電量も多いため補助総額は多くなるが、

先進地域では補助単価が低く、発電量も少ないため補助総額は少なくなる。ここに、地域

ごとに独自に課される賦課金と独自の再エネで発電した電力の買電価格への上乗せや独自

施策が加わるが、地域ごとの賦課金と独自の上乗せ・施策は地域内で完結しているため直

接的には財政調整や地域間再分配に寄与しない。 

 中国版ＦＩＴに関する地域間の再分配機能を地理的に確認するために、地域別の一人当

たりＧＤＰを中央値（約53,000元/人）に挟んだ高低で分け、資金収支の支払い超過と受

け取り超過を評価したものを中国の地図上に示した（図４）。沿岸部の地域は一人当たり

ＧＤＰが高く、収支は支払い超過となっていることを鮮明に見てとることができる。内陸

部の工業地帯である重慶市は特徴的である。吉林省や内蒙古自治区から湖北省までは一人

当たりＧＤＰは中央値よりも高いが、電力消費地と距離的に近い発電を担う地域となって 
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図３ 中国におけるＦＩＴのマネーフロー 

出所：筆者作成。 

 

おり、受け取り超過となっていることがわかる。黒龍江省と河北省から海南省までのライ

ンには一人当たりＧＤＰは高くないものの工業的な発展が進んでおり、電力消費量が多い

ために支払い超過となっている地域が多いことが見て取れる。一人当たりＧＤＰが低く受

け取り超過となっている地域として、いわゆる内陸部の新疆ウイグル自治区から雲南省の

ラインが浮かび上がるが、山西省や安徽省が発電を担う地域として重要であることも看取

される。 

 電力賦課金と再エネ基金の補助金を通じて、再エネの普及という政策目標を達成しつつ、

地域間の再分配を行うことは、文字通り財政調整として機能する。他方で、その地域間再

分配の効果は必ずしも高くなく、むしろ地域間の電力の融通による資金移動を地域別の差

別電力価格によって強化することで実現する地域間の再分配効果の方が大きい。電力価格

は市場の需給バランスで決定されているのではなく、総括原価方式を通じて国家権力が統

制している。国家権力によって実現される電力料金を通じた地域間再分配は、税と政府間

財政関係を通じて行われていないとはいえ、財政調整と同様の意義を見出すことができる。

そこでは、地域間の再分配を主目的として政策的に意図されているわけではないが、経済

的に豊かな地域からそうではない貧困地域へと資金を移動することで、地域間の経済力を 
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図４ 一人当たりＧＤＰと地域別収支の図示 

出所：中国電力網「2018年度全国電力価格監管情報」付表４、付表５、付表６および『中国統計年

鑑』より筆者作成。 

 

調整しつつ産業を誘導するという中国の「和諧社会(15)」特有の政策構造が見て取れるの

である。 

 

 

 5. まとめ 
 

 本稿は中国を世界 大の再エネ大国とならしめた再エネ政策ＦＩＴの制度構造と、その

地域間の再分配という経済政策上の特徴から分析を行った。中国の再エネ促進政策の中心

がＦＩＴであることはよく知られているが、電力賦課金による再エネ基金の補助金が再エ

ネ発電の買電を支える財源としては一部に留まっており、石炭発電の費用をベンチマーク

とした電力会社による買取費用の負担が大きいことや、その買取原資が総括原価方式によ

る地域別差別電力料金であることは強調されてこなかった。 

 本稿の分析によって、国家権力によって統制された地域別の差別電力価格が事実上の地

域間再分配機能を持っており、経済発展の先行する豊かな地域の電力料金負担が、再エネ

 

(15) 中国における「和諧社会」論の展開について、徐（2014）pp.58－59を参照されたい。 
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普及政策財源となっていたことが明らかになった。負担能力に基づく公平な費用負担が、

政策の着実な遂行に必要となることは、租税論においては十分性の原則として知られてお

り、財政学などの公共政策論の発展の中で繰り返し強調されてきた。その意味では、中国

版ＦＩＴにおける再エネ買取のための財源が、あくまでも電力料金として徴収されたもの

であるにせよ、多くの財源を確保し急速に再エネ発電を普及させたことと強い関係性があ

ると評することができよう。 

 本稿のもう一つの着眼点が地域間の再分配・財政調整である。全国一律の賦課金と、地

域ごとのベンチマーク価格と再エネ電力の固定買取価格との差分を補填する再エネ基金補

助金には、特別会計を通じた財政調整機能があるといえる。しかし、それ以上に地域間の

電力の融通・移出入と地域別の差別電力価格とを通じた地域間の再分配効果が強いことが

示された。確かに、電力の買取量とその単価、電力の販売量とその価格を通じた地域の資

金移動は、電力会社という企業内での取引である。しかし、そこには明確に地域間の再分

配機能が働いており、政府間財政関係で生じる財政調整と同様の機能を有していると評価

することができる。土地財政といった予算以外の財政スキームを用いることの多い中国に

おいて、電力を通じた財政調整が行われていることは注目に値するといえよう。 

 さらに、地図上に経済力の水準と電力収支を示すことで中国のＦＩＴを通じたマネーフ

ローは、電力消費地域から再エネが普及した地域への資金移動と、沿岸部から内陸部への

地域間再分配とが混在した特徴を鮮明に表現することができた。中国版ＦＩＴを通じた地

域間の再分配は、再エネの普及促進という政策目標の中に埋め込まれ、経済発展の進んだ

地域から相対的に貧しい低開発地域へと資金移動を伴いつつ産業の移転を促進する。中国

における「和諧社会」の政策的特徴をデータに基づいて明らかにすることができた。 

 他方で、本稿の分析には多くの限界がある。第一に、各地域で行われている独自の賦課

金と独自の再エネ普及政策について分析していない。特に地域ごとのＲＰＳが設定されて

以降は、さらに地域ごとの政策の重要性が高まっていることが想定されるため、事例分析

を積み上げる必要がある。第二に、発電企業についての分析を行っていない。長期的な

ファイナンスについてはＦＩＴが保証するとして、短期的な資金調達のスキームについて

中国の土地財政が関係している可能性が高い。第三に、費用負担論に関する考察が不十分

である。国家権力が電力料金を統制することの経済政策上の意義について明らかにする必

要がある。以上は今後の課題としたい。 

（さとう かずあき 東京経済大学経済学部准教授） 

（ジョ イチエイ 専修大学経済学部教授） 

（よしひろ けんすけ 桃山学院大学経済学部教授） 
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過疎対策の成立とその継続（下） 
 

 

坂 本   誠 

 

 

 
 

第１章 問題の設定 

第２章 分析枠組み 

第３章 過疎対策の成立過程 

 1. 【分析１】過疎はどのように認識されたのか 

 2. 【分析２】議会政治（党派性）モデルによる説明 

 3. 【分析３】多元主義モデルによる説明        （以上前号） 

 4. 【分析４】官僚中心（エリート）モデルによる説明  （以下本号） 

 5. 各モデルによる説明の総合 

第４章 過疎対策の継続過程 

 1. 過疎対策成立後の展開：継続性の発揮と強化のプロセス 

 2. 過疎対策の継続可能性：インプリケーションとして 

 
 

 

4. 【分析４】官僚中心（エリート）モデルによる説明 

(１) 制度にもとづくアクター（省庁）相互の関係 

   本節では官僚中心（エリート）モデルに即して70年過疎法の成立過程を考察する。

中心的なアクターは省庁および省庁に属する官僚であり、政治家や地方自治体はその

客体として扱われる。省庁間のやりとりが分析の主軸となる。なお、省庁名は当時の

名称を用いる。 

   アクター相互の制度上の関係においてカギとなるのは、独立度の高い地方財政制度

の存在である。国から地方への財政移転には国庫補助金と地方交付税の２ルートがあ

り、前者（国庫補助金）は一般会計の枠組みの中で、大蔵省が強い支配力を持ちなが

ら、建設省や農林省など機能別省庁によるコントロールが行われているのに対し、後
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者（地方交付税）は、自治省と地方自治体による独立度の高い調整枠組みが構築され

ている。ただし、地方交付税の総額を確保して地方自治体の利益を擁護するために、

自治省は大蔵省と交渉する必要がある。 

   田辺国昭（1991：118）は、地方財政調整制度をめぐる大蔵省・自治省（1960年６

月以前は自治庁だが、以下「自治省」で統一）・地方自治体の３者の関係を図２のよ

うに示している。 

   自治省・大蔵省の選好および地方自治体に対する関係は、次のように整理できる。

まず、自治省・大蔵省ともに財政的な裁量権の拡大を選好するので、自治省は交付税

財源の確保を選好し、大蔵省は一般会計の拡大を選好する(47)。ただし重要なのは裁

量権の拡大であって、自らの所管する財源が逼迫してくると、費用を相手に押し付け

ることで余裕財源（裁量）を確保しようとする。また、自治省と地方自治体の関係に

ついては、自治省は地方自治体と組んで連合を形成し、大蔵省に対して地方財政調整

制度（交付税財源）の確保を主張する。一方で、自治省は財源配分等を通じて自治体

を統制しようとする。 

   独立度の高い地方財政制度の枠組みで、地方自治体を統制しつつ擁護する立場にあ

る自治省は、国庫補助金ルートを掌る建設省や農林省など事業官庁のテクノクラート

に対抗する関係にもある。この点について、ローズ（Rhodes1986）は領域管理省庁と

地方自治体からなるトポクラート連合（National Community）と機能別省庁によるテ

クノクラート連合（Policy Community）との対抗関係を指摘しており、伊藤大一

（1989：38）も自治省からの地方自治体への派遣人事に着目して、自治省からの派遣

者がトポクラートの代理を任じ、中央志向の強いテクノクラートに対抗して地域の 

 

図２ 自治省の組織環境 

 

出所：田辺（1991：118）を修正して引用 

 

 

(47) 村松（1981：262－263）は1976－77年に実施した官僚へのサーベイ調査にもとづいて、地方

自主財源の増額に対して冷淡ないし敵対的な大蔵省、好意的ないし擁護的な自治省、中間的な

立場にある公共事業官庁といった姿勢の違いを報告している。 
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  利益を擁護・増進してきたとする。実際に小林與三次や柴田護などの自治官僚自身

も、各省庁による中央集権的支配から地方自治体を保護することが、自治官僚（旧内

務官僚）の役割であると認識している（小林1965・柴田1975：25）。 

   ただし自治官僚は、中央に対して地方の利益を擁護するだけでなく、自治省の一員

として省の利益を増進する立場も保持している（秋月2006：42）。よって、自治省か

ら地方自治体への派遣者は、両者の立場で板挟みに遭うことがある。逆に、その行動

が地域の利益を擁護・増進するだけでなく、自治省の利益を損なわないか、擁護・増

進すると認識されている場合は、積極的に推進する動機をもつ。 

 

(２) アクター（省庁）間の対立と協調およびその影響 

   では、以上のようなアクター（省庁）間の関係が、各アクターの認識と行動にどの

ように作用し、過疎対策の成立過程に影響を及ぼしていったのか。自治省と他省庁と

の関係を軸に考察していく。 

 

  (ⅰ) 大蔵省－自治省 

     話は1950～60年代にかけての自治省と大蔵省の交付税率をめぐる対立に遡る。

地方配布税、地方財政平衡交付金を経て、地方交付税制度が導入されたのは1954

年だが、その頃の地方自治体はほぼおしなべて財政危機に直面していた。自治省

はこれを地方財源が財政需要に見合っていないからだとして、交付税率（1955

（昭和30）年度は22％）の引き上げを大蔵省に主張し続けた。 

     双方の交渉を通じて交付税率は徐々に引き上げられ、1966（昭和41）年度予算

における交渉で一気に2.5％引き上げて32％となったところでひとまずの決着が

図られた。1960年代後半は、1966年の交付税率の大幅引き上げと経済成長による

増収が相乗して、地方財源は順調に拡大していく時期にあった。 

     こうした地方財源をめぐる状況の変化に合わせて、地域間格差の是正をめぐる

自治省と大蔵省のスタンスも徐々に変化していく。 

     自治省による地方財政計画（各年）における中心課題は、1960（昭和35）年度

までは「地方財政の健全化」だったが、1961（昭和36）年度に「後進地域の開発

を促進」の文言が入る。ただしこの頃までは、自治省は後進地域への対応は国庫

補助金（一般会計）によって対応するよう一貫して主張しており（柴田1975：

227－228）、1961年には、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合
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の特例に関する法律（昭和36年法律第112号）が成立している。だが、1962（昭

和37）年度に入ると、地方財政計画の主要課題に「地域格差の是正」「財政力の

貧弱な市町村の財源充実」が掲げられるようになる。同年には、基準財政需要額

の算定における事業費補正ならびに辺地法が設けられた。辺地法は、後の過疎対

策と同様に、ハード整備に対して交付税制度を介した財政措置を行うことにより

格差是正を図ろうとする制度である。その後、1964年には省内に官房企画室を設

置（自治省1971：27）、地域開発に関する行政連絡調整を所掌させた。前述のよ

うに1966年に交付税率が大幅に引き上げられ、経済成長による増収もあいまって

地方財政は拡大の一途にあったが、特に1968年に入ると、折からの好景気によっ

て地方財政は大幅な自然増収を生じた。当時の事務次官はこの頃の認識を、「長

い間、義務的経費の支払いに汲々としてきた地方財政にとっては、漸く本来の姿

をとりもどすときが来た」（柴田1975：417）と振り返っている。そして翌1969

年には、辺地債の元利償還費の算入率が57％から80％に引き上げられた。このよ

うに、地方財源の余裕が増していくにつれて、自治省は地方財政の役割強化を志

向し、地方財源に地域間格差を積極的に是正する役割を持たせようとしていった。

自治省の文書に「地域づくり」という用語が登場したのもこの時期だった。自治

官僚は、地方交付税削減論を封じるために、「街づくり」や「地域づくり」の支

援に交付税の新たな役割を見出そうとしていたのである(48)。 

     この頃、大蔵省も地域間格差は交付税財源によって行うべきであるとの主張を

示していた。この時期の大蔵省は、歳入の伸び悩みと義務的経費の膨張に伴う予

算編成における裁量の余地の減少に危機感を抱き、自らの権威の基盤であるマク

ロの予算編成における自律性を保持するために、ミクロの予算編成から撤退しよ

 

(48) まず、「昭和43年度地方行財政重点施策」（無署名1967：６）に「特性に応じた地域づくり

の推進」の項目が登場。「人口急減地域及び辺地等については、地域の実情に即した産業の振

興、集落の再編成等長期的視野に立った振興等の検討を行うとともに、辺地債の増額、地方交

付税の傾斜配分等の財源措置を強化する」としている。その翌年には、当時財政局長を務めて

いた細郷道一（1968）が、自治省の広報誌に「地方交付税削減に反対する」と題して「都市と

農村とのひずみを是正し、立ち遅れている公共施設や生活環境施設の急速なる整備を図ること

が、当面地方財政の果すべき課題である。それは都市では『街づくり』を、地方では『地域づ

くり』を計画的に実施することである。（中略）とても地方交付税の削減論などにはつきあっ

てはいられない」と記している。このように、自治省における「地域づくり」は、地方交付税

に新たな役割を持たせることにより地方交付税削減論に対抗しようとする目的から導入された

ものであり、農政サイドの「むらづくり」（守友1988：127－128）とは起源を異にしている。 
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うとしていた（Campbell1977 真渕監訳2014：275－277）。その具体的行動とし

て1967年秋からは財政硬直化打開運動を展開し、地方交付税制度も財政硬直化の

一因として一時槍玉に上がったが（石原2000：130，135）、自治省はメディアを

味方につけて交付税への波及を阻止した（真淵1986：31－35）。これに対して大

蔵省は、翌年（1968年）の自治・大蔵両省の折衝において、後進地域における国

庫補助金の補助率嵩上げの廃止を要求する（柴田1975：419）。すなわち、大蔵

省もまた、地方財源の側に地域間格差を積極的に是正する役割を求めようとして

いたのである。 

 

  (ⅱ) 事業官庁－自治省 

     事業官庁と自治省との関係については、この時期の事業官庁（テクノクラート

主体）による「機能別集権化」の動きと、それに対抗するための自治省（総務省）

の機関哲学としての「総合性」（市川2011）の市町村への適用志向が指摘される。 

     1960年代に入って顕在化した「国の諸官庁による出先機関と特殊法人の濫設、

機関委任事務の増大、補助金行政の膨脹の三点をその特質」とした「新中央集権」

（西尾1983：103－104・鳴海1982：125－148）の動きは、自治省に強い危機感を

与えた。当時の自治官僚は、「かねてから地方自治に不信を抱き、何とかして自

らの権限を地域行政に及ぼしたいと考えていた各省は、（中略）新中央集権主義

という美名にかくれて、その権限欲をあらわにしてまいりました」（久世1966：

118）と危機感を募らせている。第９次地方制度調査会の答申（『行政事務再配

分に関する答申』1963年12月27日）は、こうした「新中央集権」の動きにかつて

の官選知事による市町村支配の構図を看取し、基礎的地方公共団体としての市町

村の役割を重視するよう主張した。1969年の地方自治法改正による市町村に対す

る基本構想の策定の義務づけは、こうした問題意識のあらわれと言える(49)。さら

に、当時、自治官僚による研究会は、土地利用計画の実施主体として市町村を重

視する見解をとりまとめようとしていた（宮沢1968）。自治省のこの方針は都道

 

(49) 建設省や農林省がそれぞれ土地利用計画に関わる法律（後の都市計画法改正・農業振興地域

の整備に関する法律）の制定をめざして作業を続けるなかで、自治省行政局長（当時）の長野

士郎は、それら諸計画を包括する上位計画を市町村自らが策定することが必要であると考えた

（松本2011：202－205）。その後、『市町村計画策定方法研究報告』（1966年）などの検討を

経て、1969年の地方自治法改正により、市町村に基本構想（総合計画）の策定が義務づけられ

ることとなった。 
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府県を都市計画の主体に据えようとする建設省の方針とは真っ向から対立し（政

策研究大学院大学2004：141－145）、衝突することとなった（柴田1975：414）。

この出来事は、自治官僚に市町村を充実強化する必要を痛感させた（柴田1975：

417）。 

     このように、事業官庁との関係において、地方財源によって地域間格差を積極

的に是正しようとすることは、自治官僚にとって２つの意味をもっていた。第１

に、市町村の基礎的地方公共団体としての役割を主張するためには、一部の市町

村があまりに弱体化することは避けなければならなかった(50)。第２に、市町村

財政における地方財源の重要性が高まることは、テクノクラートへの対抗のため

のトポクラート連合の強化に寄与すると期待された(51)。 

 

   以上のように、当時の自治省は、大蔵省および事業官庁との関係において地方財源

を通じて地域間格差を積極的に是正するインセンティブを有しており、その点で大蔵 

 

(50) こうした自治省の姿勢は、過疎問題に対する認識における事業官庁と自治省との相違を生ん

だ。1967年９月12日の第12次地方制度調査会において、委員側が「過密、過疎問題を扱う際、

自治省は過密過疎の状態をなくそうとし、建設、運輸両省などは過密過疎状態を仕方のないも

のとして、その状態の中での対策を考えている。政府部内で不統一があっては問題に対処でき

ない」と発言し、佐藤首相がその是正に努める旨回答する場面があったことが報道されている

（「過密対策を是正 首相答弁 政府内の不統一認む」『朝日新聞』1967年９月13日、東京朝

刊、２面）。市町村という組織（制度）にこだわらず、国土政策として、あるいは地域政策と

その社会開発の問題として過疎問題を捉える他省庁と異なり、市町村制度を所管し、市町村を

重視しようとする自治省にとっては、市町村の弱体化につながる人口減少そのものについても

問題視する必要があったのである。 

(51) 当然ながら、地方財源に地域間格差を積極的に是正する役割を持たせようとする自治省の姿

勢は、国庫補助金を掌握する事業官庁の利益と対立した。前述の辺地法の成立に際して、当時

財政局長の職にあり、自らを辺地法の発案者とする奥野誠亮（2002：136－137）は、自省庁の

権限や財源が奪われることを恐れる他の補助金省庁の抵抗があったことを証言している。 
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  省との間には利害の一致も確認されていた(52)。こうして過疎立法を推進するアク

ターとして急速に浮上しつつあった自治省内において、実際に過疎対策がどのように

立案され、決定されていったのか、以下、後づけていきたい。 

 

(３) 自治省におけるアイディアの形成 

   1966年初頭に1965年国勢調査の結果が明らかになり、さらに『経済審議会地域部会

中間報告』（1966年７月）が公表されると、激しい人口移動による影響を把握する必

要を痛感した自治省（成田1967）は、1966年12月、官房企画室を中心に人口急増・急

減地域を対象にした実態調査に着手した（内藤1968ａ：33)(53)。 

 

(52) 加えて、これまで離島振興法や山村振興法など地域振興立法を多く所管してきた国土官僚

（当時の経済企画庁）が、新たな過疎立法に関心を示していなかったことも指摘しておく必要

がある。全体のシステムから見て効率的な国土の部分となる「個」を作り上げようとする下向

体系の政策態度をもつ企画院系統の流れ（川上2008：10－15）を汲む国土官僚にとって、人口

流出は国土経営の効率化のためのプロセスであり、過疎対策として構想されたのは、その過渡

的な対応としての取り残された人々に対する生活問題に限定した対策だった（宮崎1969：78）。

しかも、その実施主体として想定されたのは、新全総に掲げられた広域生活圏であり（宮崎：

1968）、さらに生活基盤の整備は、ナショナル・ミニマムのような全国一律的な基準を定めて

国が主導して行うのではなく、広域生活圏ごとに地域の特性に応じて地域が自ら対応すること

が望ましいと考えられていた（下河辺1994：120－121）。こうした効率主義、下向体系の計画

思想をもつ国土官僚が、地域間格差を是正するための新たな過疎立法の必要性を認識すること

はなかった。 

   さらに、当時の国土官僚の問題関心は、新たな立法というよりもむしろ既存の地域開発立法

の整理再編にあった。地域開発関係立法の整理は、『地域経済問題調査会答申』（1963年）、

『臨時行政調査会答申』（1964年）、『経済審議会地域部会中間報告』（1966年）において再

三その必要性が指摘されており、それらを受けて（経済企画庁総合開発局1967：91－94）、

1967年８月に地域開発制度調査会議の開催が決定すると（『地域開発制度調査会議の開催につ

いて』1967年８月７日：事務次官等会議申合わせ）、経済企画庁がその事務局を務めることに

なった（「地域開発制度調査会議運営要領」1967年11月６日）。こうして経済企画庁が主軸と

なって既存の地域開発立法の整理に取り組んでいるところにあって、そもそも新たな過疎立法

を手がけるどころではなかったのである。 

(53) 1966年10月の段階で「自治省が過密・過疎の現象が市町村の行、財政にどのような影響を与

えているかに就いて総合調査することを決めた。同省はこの調査結果と、これらの地域への対

策を年内にまとめ、支障があれば現行の行、財政制度を改正して反映させる」と報道されてい

る（「自治省が影響を調査へ」『朝日新聞』1966年10月９日、東京朝刊、２面）。なお、自治

省の対応が他省庁に先んじていたわけではなく、『経済審議会地域部会中間報告』（1966年７

月）が公表されると、建設省は「農村開発課」を設置（９月初めに建設大臣が設置を指示）、

農林省も10月までに「過疎問題研究会（主宰・並木正吉）」「集落再編整備研究会（会長・渡

辺兵力）」の両研究会を立ち上げている（国立国会図書館調査立法考査局1974：３－４）。 
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   1967年６月時点の報告文書では、人口流出(54)や施設整備の遅れなどを指摘するに

とどまり、対策方法についての言及はない（成田1967）。だが、同年９月に発表した

『人口急増・急減地域の現状と対策の方向（中間報告）』（（自治省1967）に所収）

では、若年層の流出と老年層の滞留に伴う地域社会の運営への支障や、インフラ整備

の遅れ、地元市町村の財政力の弱さなどといった問題状況を整理するだけでなく、対

策の方向として、農林水産業の生産性向上や集落の再編成、小中学校の統廃合のほか

に、地方交付税の運用改善や辺地債の大幅拡充、総合的国庫補助金制度、県の垂直的

事務補完、周辺自治体による水平補完など行財政面の対策についても言及しており、

この３ヶ月間に省内でかなりの議論が行われたことが推察される。実際に、当時の報

道は、自治省内で過疎問題に関する討議が白熱している様子を伝えている（高田

1967）。 

   具体的にどのような議論が交わされたのかは不明だが、1967年９月発行の雑誌で、

自治官僚が島根県匹見町の取り組みを紹介している（緒方1967)(55)ことから、同町の

取り組みや町長による提言（前述）をはじめ(56)、各地の先発的な取り組みを学習し

ていたことは明らかである。また、荻田保が『地方財政』1967年７月号に寄稿し、過

疎地域の財源として辺地債と同様の制度を適用すべきであると明言しているのは興味

深い（荻田1967）。当時は退官し外郭団体のポスト（地方職員共済組合理事長）に

あったが、元地方自治庁次長の発言として一定の影響力があったことは想像に難くな

い。 

   一方で、『自治研究』1967年12月号には、当時経済企画庁に出向中の土田栄作が

「過疎の問題点と対策の検討」と題して、「抜本的な企業投資誘導策を導入し、公共

投資の重点的効率的配分を図らない限り過疎の進行阻止は困難であり、過疎という言

葉が後進地域の財源獲得の名目になるだけであろう」「『過疎』はいわば地方の『老

人病』であり、また『慢性病』でもあるため、『国からの財政援助強化』といういわ

 

(54) 人口流出については、「社会生活・生産活動への障害はそれほどないどころか、むしろ地域

住民も町村当局も過剰労働力がその分だけ流出するものと認識し、ひいては農業の経営規模の

拡大、合理化につながるものとして歓迎する向きが多い」とも報告している（成田1967）。 

(55) 文中では「Ａ村」として匿名表記されているが、人口や面積など紹介内容を見れば、匹見町

を指していることは明らかである。なお、著者は、当時官房企画室課長補佐。 

(56) 1967年12月発行の『地方財政』誌（当時は自治省財政局が編者）には、島根県匹見町の大谷

町長らを招いた座談会記事が掲載されている（大谷・岡村・三森・山口・細郷・立田・小川

1967）。 
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ば被生活保護的感覚では格差の縮小は困難」と過疎問題への財政出動に厳しい見方を

示している（土田1967）。土田は自治省内では主に財政畑を歩いており、以前から地

方財政関連の論稿を多数投稿している。他省庁に出向中とはいえ、土田の投稿が『自

治研究』誌に掲載されたということは、省内 ― 特に財政部局において、自治省が過

疎地域に対する財政措置を積極的に講じることに懸念する層があったことをうかがわ

せる。すなわち、この段階では自治省として過疎対策に積極的に乗り出すことについ

て、省内が一枚岩となるには至っていなかったことが推察される。1968年３月には、

当時の赤澤正道自治大臣が、島根県選出の社会党議員からの質問に対して、過疎対策

関連の法制化は考えていない旨を答弁している（第58回国会 衆議院予算委員会第三

分科会 第４号 1968年３月15日）。 

 

(４) 自治省における政策決定 

   では、自治省が過疎立法の方針を固めたのはどの時点か。 

   手がかりとなるのが、島根県企画部長の人事である。島根県企画部が1966年に設置

されて以降、部長には四柳修（1966～68年）・高品宏作（1968～70年)(57)が就いてい

る。２人はともに自治省からの出向官僚である。前節で、1968年２月の「①人口激減

地域振興法（仮称）要綱案」および同年11月の「②過疎地域振興法（仮称）要綱案」

は、島根県企画部が作成あるいは中心的に関わったと紹介したが、自治省からの出向

官僚が深く関与していたことがうかがえる。同様に、島根県を主軸とした過疎法の立

法運動もまた、実質的には自治省からの出向官僚が切り回していたと捉えることがで

きる。 

   ポイントは、四柳から高品への交代時期である。地元紙の報道(58)によれば、1968

年２月20日付で発令、同23日着任とある。前節で紹介したように、この直前の２月１

日に、島根県議会人口過疎地域対策特別委員会が、「人口激減地域振興法要綱案」を

提げて立法運動に乗り出すことを決定していた。この時、県庁内の調整にもう少し時

間を要すると割って入ったのが当時の企画部長である四柳であり、これに対して委員

から「執行部がモタモタしても我々はやる」と断固とした決意が示されたのは前述の

通りである。こうして県議会による県幹部（自治官僚）を押し切っての強い決意表明

 

(57) 『島根県職員録』にて確認。1971年時点では県庁プロパーが部長に就いている。 

(58) 「“急を要する過疎対策” 新企画部長が記者会見」『島根新聞』1968年２月24日、１面 
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の直後に、四柳から高品への交代が行われたということになる。 

   それまで財政畑が長かった四柳は、当時、過疎問題をはじめとした地域振興政策に

通じていたわけではなかった(59)。『地方財務』1967年７月号に島根県企画部長とし

て投稿した過疎問題に関するエッセイが掲載されているが（四柳1967）、人口減少に

伴う問題状況を報告しつつ、解決策が見つからないことを嘆く内容にとどまっていた。

一方、新しく企画部長に着任した高品は、出向前は官房企画室の課長補佐として人口

急増・急減地域を対象にした実態調査を担当するなど、前述した自治省内における過

疎対策に関するアイディア形成に関わった人物であった。その高品を、過疎立法運動

を推進しようとする県の担当役職に送り込んだということは、この時点で自治省が主

導して過疎立法を推進しようと決断したとまでは言い切れないが（前述のように、３

月15日時点で自治大臣が法制化の考えを否定する答弁をしている）、少なくとも、島

根県の動きを掌握して、過疎立法運動に対してより積極的に関与しようとする意思が

あったことは明らかだろう。 

   そして前節で確認したように、高品の着任以降、全国都道府県議会議長会や全国知

事会の内部に全国横断的な組織が結成され、立法運動が本格化していく。そのなかで

高品は、過疎地域対策促進協議会（島根県を中心とする20県が参加して1968年６月25

日設立）および過疎地域振興対策推進本部（前述）の事務局長として（内藤1991：40

－42）、立法運動を中心的に切り回していくことになる。自治官僚である高品が、た

とえ島根県をはじめ地方自治体の利益増進のためであったとしても、自治省の利益と

相対立する行動を積極的にとらないことは、前述のとおり推測される。よって、高品

が島根県企画部長に着任してまもない時期に、自治省主導による過疎法制定に踏み切

る政策決定が行われたと考えられる。 

   このように自治省の出向人事をとおして自治省が過疎立法の推進に踏み出した時期

を読み解くと、前節末で指摘した「①人口激減地域振興法（仮称）要綱案」と「②過

疎地域振興法（仮称）要綱案」の内容が大きく異なることの理由も、次のように説明

できる。まず、「①人口激減地域振興法（仮称）要綱案」作成当時は、自治省として

過疎立法の推進方針は固まっていなかった。しかも、当時の企画部長は自治省内の過

疎対策の立案過程に直接関与していなかった。これら２つの要因から、自治省内での

 

(59) その後、四柳は経済企画庁総合開発局に出向し（『職員録 昭和44年版』で確認）、後には

国土庁地方振興局長として80年過疎法の成立に関わることになる（「全国過疎地域対策促進連

盟理事会を開催」『過疎情報』99号（1980年４月20日発行））。 
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検討内容を要綱案に反映することはできなかった。一方、「②過疎地域振興法（仮称）

要綱案」は自治省として過疎立法の推進に踏み切った後であり、当時の企画部長は赴

任前に自治省内の過疎対策の立案過程に関与していたので、自治省内での検討内容を

反映することができたと考えられる。 

 

(５) 制度形態に係る特徴の説明 

   本節の官僚中心モデルに即して、過疎法および過疎対策の制度形態に係る特徴は以

下のように説明される。 

   議員立法の形式をとってはいるものの自治官僚が実質的な起草者であることは、起

草に関わった立田清士（近代日本史料研究会2007：113－115）・片山虎之助（政策研

究大学院大学2010：21）両名が自ら証言している。その理由について、両名とも「閣

法では各省庁の権限争いによりまとまらない」と口を揃えている(60)。 

   政策対象および実施主体として市町村を重視していることについては、市町村とい

う単位を重視し、市町村の総合性を強化しようとしていた当時の自治省の姿勢から説

明可能である。さらに言えば、自治官僚にとって過疎対策を含めて地域振興は「総合

的」に行うべきこと（今枝1965・成田1968：255）であり、地域振興に「総合性」を

持たせるためには市町村単位で行うことがもっとも有効な手段だと考えられていた

（久世1962・無署名1965）。過疎対策が「総合的」であるからには、問題をより具体

 

(60) 現在、省庁間の権限争いなどにより調整がつかない場合に議員立法形式が選択される場合が

あることは、官僚や国会議員、立法関係者（舛添2007：96・茅野2015：８・真渕2020：340－

341）において一般的な認識となっているが、1960年代にはすでに省庁間対立を回避するため

の手段として利用されていることが確認できる（林業経営研究会1965：135、柴田1975：341）。 

   議員立法のまとめ役として山中貞則に白羽の矢が立った背景には、立田（近代日本史料研究

会2007：115）・片山（政策研究大学院大学2010：27）両名の証言によれば、当時から各省庁

に睨みを利かせ、豪腕を振るえる実力者だったことがあった。元大蔵政務次官・税制調査会委

員として大蔵省とコネクションを持つ山中は、自治官僚にとってうってつけの人物だったと言

える。猪口孝（1983：179）は政治家の官僚に対する関係の変化（寄生から共生に変化）を指

摘するが、この点に関連して、山中のように省庁間交渉をとりもつ政治家の存在にも注意を払

う必要があるだろう。 

   なお、自治官僚の石原信雄は、石原が鹿児島県赴任時に親しくしたよしみで、1966年の交付

税引き上げ論の際に山中に協力を依頼に行ったというエピソードを紹介しており（柴田・山

本・横手・石原・花岡・土田・遠藤1984）、自治官僚と山中はもとより無縁ではなかったこと

がうかがえる。また、当時の自治官僚は、1970（昭和45）年度税制改正において、市町村への

税源配分を手厚くしようとする自治省側の提案に、「市町村を強くしなければダメだ」を持論

としていた山中がすぐに賛意を表してくれたとのエピソードを語っている（降矢1993：55）。 
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的に特定したうえで、特定した問題と地域指定基準を明確に結びつけることにこだわ

る必要はなく、むしろ、市町村を弱体化させる人口減少そのものを地域指定の基準と

することの方が、自治官僚にとって腑に落ちる判断であった。また、過疎代行制度は、

市町村の総合性を追求するなかで、市町村の補完策として必要になったと考えられる。 

   「総合性」というキーワードは、過疎対策に幅広い目的と事業内容を許容した。過

疎法の目的は「地域住民の生活環境におけるナショナル・ミニマムを維持しつつ、開

発可能性のある地域についてはそれに適した産業基盤を整備し、それによって過度の

人口減少を防止し、地域社会の基盤およびその担い手である市町村の行財政の崩壊を

防止するもの」（片山1970）と幅広く設定された。過疎対策のあり方をめぐっては、

第１節で整理したように、現状改変的であるべきか、現状維持的であるべきか、加え

て、生活対策であるべきか（宮崎1969：78）、産業政策であるべきか（坂本1969）、

など様々な議論が混在していたが、それら多様な議論を、過疎法はその「総合性」の

中に包摂することができた。そしてそれは、各アクターとの合意形成を容易にした。

過疎法の成立過程において、過疎法制定に対する反対論が顕在化することはなかった。 

   財政措置の手段として交付税制度を用いたことについては、まず、それが自治省の

とりうる事実上唯一の選択肢であったこと、および辺地対策という先例の存在が指摘

されよう(61)。そして交付税制度に新たな役割を与えて需要を発掘することは、地方

財源の確保をめぐる大蔵省との交渉を有利に進めるうえで、さらにテクノクラートと

の競争において、市町村財政における自治省の影響力を強化し、かつ市町村に対する

統制を強化してトポクラート連合をより強固にするうえでも有効な手段だった(62)。 

 

5. 各モデルによる説明の総合 

  本稿では、各アクターの「④社会経済環境の変化に対する認識」を考慮しながら、

「①議会政治」「②多元主義」「③官僚中心」の３つのモデルを適用し、70年過疎法の

成立過程を分析した。以下、それぞれのモデルから得られた知見とその過疎法の継続性

に関する含意を整理する。 

 

(61) 地方財政法以外の規定により自治体の建設公債が認められたのも、辺地法とそれに基づく辺

地債が初発（沼尾2019）である。 

(62) 過疎計画策定の要求についても、自治省の市町村に対する情報を通じた統制強化のために有

効な手段だったと評価できる。ローズ（Rhodes 1988：134－135）は、自治体に計画の策定を要

求することは、中央省庁に政策の優先順位を決定するための情報を提供するなど、中央省庁に

よる監視の強化に寄与するとしている。 
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  「④社会経済環境の変化に対する認識」について、まず、アクターの行動の条件付け

に影響していることが確認された。過疎問題が公文書だけでなくメディアをも通じて広

く社会に発信され、認知されたことは、そのアジェンダ化に貢献した。また、過疎問題

が多義的に認識されたことは、問題への関心を広げてそのアジェンダ化に寄与しただけ

でなく、局面に応じて問題認識とアイディアを使い分けることにより、円滑な合意形成

を可能にした。たとえば、地域格差に関わる問題として「過疎」が認識されたことは、

国政アクターにこの問題を国政上のアジェンダとして取り扱う必要性を認識させるとと

もに、党派を超えた合意を可能にした。 

  「①議会政治モデル」は、過疎法の政治的な継続性の解明に貢献した。与党が野党の

掲げる「平等主義イデオロギー」を受け入れることによって、与野党間で過疎対策が地

域間格差を是正するための政策であるとの理解が共有されたこと、70年過疎法成立過程

を通じて各党間の合意にもとづく委員長提出法案・全会一致可決の前例が作られたこと

は、過疎対策に反対する政治的勢力の出現を現在に至るまで抑制している。 

  「②多元主義モデル」は、過疎対策における政策起業家の存在を浮き彫りにするとと

もに、島根県が発起した立法運動が全国に波及して組織化された政治勢力となり、過疎

問題のアジェンダ設定に至る魅力的なストーリーを描き出した。 

  ただし「③官僚中心モデル」は、そうした魅力的なストーリーが、少なくとも島根県

が立法運動を発起して以降は、自治省からの出向官僚によって統制されていたことを明

らかにした。過疎立法における地方自治体の利益が自治省の認識する利益と対立しない

ことが明らかとなった時に、トポクラート連合が起動し、過疎法を成立させた。自治官

僚は、問題認識とアイディアのさまざまな組み合わせを「総合性」の中に包摂すること

によって各方面からの支持を調達し、反対意見を抑制し、過疎対策を一法律にまとめあ

げることに成功した。それは、「過密」が、土地利用、住宅、廃棄物、環境など個別の

問題ごとにアドホックに認識および対策されたこととは対照的だった(63)。 

  「③官僚中心モデル」を通じて得られた知見は、過疎法および過疎対策の制度的特性

およびそれに伴う継続性を説明する。地域指定要件や財源の確保方法を含めて強く制度

化されているのは、離島・山村あるいは半島振興法と異なり、官僚制の主導により、手 

 

(63) 筆者は、西尾（1979：233）が指摘するように「人口急増市町村対策が不完全な応急措置に

とどまったのに対し、過疎地域対策は応急措置を一歩こえて特別措置まで達した」理由の１つ

は、この点にあると考える。 
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 段も含めた具体的な政策立案が法案化と並行して進められたためであると考えられ

る(64)。過疎対策が、国政の利益政治やテクノクラートとの競争空間である一般会計か

ら切り離された独立的な地方財政制度に依拠していることは、過疎対策の制度構造的な

継続性を構成した。また、過疎法が、総合行政を担う基礎的地方公共団体としての市町

村の重視、およびこの時期に確立した交付税による地域間格差の積極的是正という自治

官僚の規範に即して成立したことにより、過疎対策は自治官僚にとっての中核的な政策

の１つとなった(65)。そして次章で詳述するように、過疎法成立の原動力となったトポ

クラート連合は過疎法の防衛体制（反政策終了連合）を構成し、過疎対策の「総合性」

は、問題状況や政策環境の変化に応じて政策目的や対象を修正しながら政策を継続して

いくこと（動的保守主義）を容易にした。 

  「①議会政治」「②多元主義」「③官僚中心」の３つのモデルによる説明は、政策過

程の段階ごとに時系列的に理解することも可能である。政策循環論にしたがえば、ア

ジェンダ設定過程は「②多元主義モデル」が支配的で、政策立案過程では「③官僚中心

モデル」が、政策決定過程では「①議会政治モデル」が支配的だったと理解することも

できるだろう。しかし、各々のモデルで説明できる内容には、時期的および段階的に重

なり合う部分もあり、単純に切り分けられるものではない。本稿で試みたように、３つ

のモデルを併用して政策過程を多角的に照射することは、政策過程の立体的な解像に貢

献できると考える。 

  

 

(64) ただし、政策決定過程における官僚制の優位は、議員提案による地域振興立法において一般

化されるものではなく、離島振興法や山村振興法の成立過程では多元主義（地方政治アクター

の優位・国政政治家は追随・官僚制は消極的（離島振興30年史編纂委員会1989・全国山村振興

連盟1977））、半島振興法においては議会政治モデル（発端こそ和歌山県議による提唱および

それを受け取った県知事（和歌山県議会事務局1982：51－52）にあったが、当時の国土庁長官

が主唱し、自らの名前でアイディアを発表して（稲村1984）強力な推進力を発揮し、 終的に

は国政レベルでの政治が決定的な役割を担った（栢森（1984）・「ご都合主義 本質論議より

メンツ」朝日新聞、朝刊、２面）の優位が確認される。 

(65) 地域づくりは、旧自治省（自治官僚）の主要な所管領域の１つを構成していった。1985年に

は自治省を主管とする財団法人（現在は一般財団法人）地域活性化センターが設立され、地域

づくりに関する情報提供及び調査・研究、研修・交流事業等を手がけている（上杉1986）。地

域づくりを自身の専門領域の１つとして、あるいはライフワークとして取り組む自治官僚も登

場している（椎川2011・井上2021）。 
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 第４章 過疎対策の継続過程 
 

1. 過疎対策成立後の展開：継続性の発揮と強化のプロセス 

  以上のように成立した過疎対策が、成立過程を通じて備わった制度的特性とそれに伴

う継続性を発揮しつつ、実施過程においてどのように継続性を強化していったのか。本

章では過疎法成立後の政策実施段階を概観していきたい。 

 

(１) トポクラート連合をベースとした政策共同体の成立 

   過疎法制定（1970年４月24日公布施行）から１カ月後の５月25日、全国過疎地域対

策促進連盟(66)（以下、「過疎連盟」もしくは「連盟」と記す）は設立総会を開催し

た。連盟の設立は、過疎法成立前の２月から準備が進められており、過疎法成立直前

（４月21日）には関係者間で合意事項となっていた。会員は関係都道府県および過疎

指定市町村とし、過疎法成立に関与した国会議員や、地方六団体の関係者を顧問や参

与とした（過疎地域問題調査会1981：63－69）。発足当初の事務方トップである事務

局長には自治官僚ＯＢが就任、その後現在に至るまで、事務方トップ（現在は専務理

事）には自治官僚ＯＢが座り続けている。 

   自治省には1971年４月１日付で過疎対策管理官室が設けられ（過疎地域問題調査会

1981：７）、島根県企画部長として過疎法の制定に関わった高品が室長として着任し

た（『昭和47年版 職員録』にて確認）。国土庁発足（1974年６月26日）後は同庁地

方振興局過疎対策室が過疎対策を所管するが、同室の人事は自治省からの出向者で固

められており、過疎対策は自治官僚が掌握し続けた(67)。 

   都道府県の過疎対策を担当する部局（企画部・総務部かそれに類する部局）の長に

 

(66) その後、過疎新法の制定ごとに法律名に合わせて改称しており、2022年10月現在の名称は

「（一般社団法人）全国過疎地域連盟」。 

(67) 2001年の省庁再編に伴って国土庁が廃止された際に、離島振興法・山村振興法・半島振興法

など国土庁が担当していた地域振興立法の所管をめぐって旧建設・旧農水・旧自治（および旧

国土）の各省庁が綱引きをしたが、結局、国土交通省（離島振興法・半島振興法など）、農林

水産省（山村振興法など）、および総務省の３省共管（実質的には分割）とすることで決着し、

過疎対策は総務省の所管となった。なお、このとき政府は、「地方分権推進の観点から地方自

治体の自主性をより発揮できるように必要な見直しを行うべきであり、今回の３省共管体制は

暫定的措置とする」としていた（「『地域振興』 国土交通、農水、総務３省共管に 省庁再

編後も既得権益そのまま」『読売新聞』1999年４月４日、東京朝刊、２面）。 
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自治省からの出向者が就くことも少なくなかった。1972年４月時点で関係44都道府県

（当時、神奈川・大阪には過疎市町村なし、沖縄は返還直前）のうち15道県において

自治省出身者の名前が確認される(68)。そして、これらの都道府県過疎対策担当部長

は、全員が自動的に過疎連盟の幹事会の構成員となり（過疎地域問題調査会1981：77

－79）、連盟の運営に関与していった。 

   こうして過疎法成立とほぼ同時に、表向きには過疎連盟を主軸にしながら、自治官

僚が統制する政策共同体が成立していた。過疎連盟は、毎年の定期総会での決議とそ

れをもっての要望活動、過疎法の期限切れ更新をめぐる運動など、過疎対策をめぐる

ロビー活動を展開していったが（過疎地域問題調査会1981：11－13・全国過疎地域活

性化連盟1992：54－62・過疎地域問題調査会2002：12－26）、その基礎には自治官僚

との協調連携があった。近年においても、2000年過疎法の期限切れを控えた過疎連盟

の総会にて、当時の総務省過疎対策室長が関係自治体に対して要望の取りまとめや立

法運動を促す発言が記録されている(69)。 

 

(２) 専門家の育成、ネットワーク化 

   他の地域振興立法では国土審議会の部会に専門家が集められたが、過疎法において

同様の審議会は設けられず、代わって過疎連盟に付随して設立されたのが、過疎地域

問題調査会である。過疎連盟設立時に、連盟及び政府の助成のもとに過疎地域問題に

ついて調査研究を行う組織として設立方針が固まっていたもので、過疎連盟からの寄

附金（連盟設立時に予算承認）を基本財産として、1970年８月27日に設立された。設

立発起人および設立後の役員には、過疎連盟の会長・副会長ならびに自治省官房長が

名を連ねている（過疎地域問題調査会1981：161－163）。設立直後の９月８日には、

過疎地域問題研究委員会の設置とその委員構成が決定。委員には、過疎問題や対策の

研究に関わってきた安達生恒・伊藤善市ら、農業経済・開発経済・建築・地域計画な

どの専門家が選任された（過疎地域問題調査会1981：164－165）。 

   調査研究費は連盟及び政府の助成により賄われたが、政府による助成は、1972（昭

 

(68) 過疎連盟発行の機関紙『過疎情報』15号に1972年４月20日時点の都道府県過疎対策担当部と

部長名の一覧が掲載されている。なお、2000年時点でも、47都道府県中12県で過疎対策担当部

局の長を自治省出向者が務めている（『過疎情報』343号（2000年７月10日発行）掲載の名簿

で確認）。 

(69) 「次期対策推進会議を開催：新たな過疎対策法の制定に関する決議を審議」『過疎情報』

423号（2008年11月25日発行） 
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和47）年度に大幅に増額された。同年度政府予算の編成に際して、自治省は、過疎地

域問題調査会を発展的に解消し、代わりに過疎地域に関する調査研究やコンサルティ

ング活動などを行う「過疎地域振興センター｣(70)を設置する構想を立てて予算要求し

たが（皆川1971）、認められなかった。だがその代替として、政府から過疎地域問題

調査会への調査委託費が大幅に増額（300万円→2,300万円）された(71)のである。こ

うして、政府からの委託費に加えて船舶振興会からの補助金、過疎連盟からの助成金

により、同調査会の年間予算規模は６千万円を超え（1972（昭和47）年度）、以降も

この規模が継続した。この潤沢な財源を用いて、同調査会は毎年大学教員や大学院生

らによる調査団を結成し、現地調査を中心とした大規模な調査研究を継続的に実施し

ていった(72)（過疎地域問題調査会1981：166－197）。 

   そして1982年には「政府直轄の過疎問題に関するフリートーキングの場」として国

土庁地方振興局に過疎問題懇談会が設置され(73)、後述のように、以降は同懇談会が

過疎対策の立案に一定の影響力を与えていく。なお、発足時の委員５名のうち、座長

の阿部統を含む２名が、過疎地域問題調査会研究委員を兼任していた。 

   この時期、後述の地域おこし・地域づくりの気運もあいまって、地域おこし・地域

づくりが研究者の専門領域として確立されていく。当該領域の専門家は、現場知を形

式知化し、さらにそれらを専門知としてまとめていく帰納的な方法論をとる傾向にあ

り、現場に寄り添って各地の取り組みを追認的に評価する専門家層を形成していっ

た(74)。こうして、過疎地域問題調査会による調査研究活動は、当該専門領域および

 

(70) 過疎法成立前から自治省は「過疎地域振興センター」の設置を重点施策として掲げており、

過疎地域問題調査会はその代替策として生まれたものだった（梅次盛雄「集落再編成の再検

討：第５回」『過疎情報』116号（1981年８月25日発行））。 

(71) 「昭和47年度主要過疎対策予算一覧表」『過疎情報』14号（1972年２月21日発行） 

(72) 2012年６月をもって独立した組織としては解散したが、調査研究事業は過疎連盟にて継承さ

れている（全国過疎地域連盟『令和３年度事業報告』にて確認）。調査研究会には、オブザー

バーとして総務省過疎対策室長も加わっている。 

   なお、同様に山村振興連盟も山村調査会を設立し、コンサルティング事業を主軸にして山村

問題の調査研究に当たってきたが（全国山村振興連盟1977：346－351）、1976年に突如として

解散。その後民間調査研究機関として再建された（「山村振興調査会 民間機関で再出発」

『朝日新聞』1977年６月20日朝刊、２面）。 

(73) 「過疎問題懇談会の開催について」『過疎情報』126号（1982年６月20日発行） 

(74) やがて専門家集団は全国各地に展開。2010年延長、2021年新法をめぐっては、多くの道府県

が有識者を集めた研究会を設置して提言や要望を取りまとめる動きが見られた（「ポスト過疎

法に向けての動き」『過疎情報』422号（2008年９月25日発行）など）。 
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専門家層の形成発展に貢献しただけでなく、過疎問題懇談会とともに専門家層とトポ

クラート連合との結節点としての役割を果たしていったと評価することができる。 

 

(３) アクターとしての市町村の台頭と地域おこしの気運の醸成 

   過疎対策が市町村をその実施主体として定めたことは、市町村の地域経営主体とし

ての自覚とその能力の向上を促進し、市町村主導の内発的な地域おこしの気運を高め

ることとなった。 

   それ以前は、補助金体制の下で中央官庁が地域開発において主導的役割を果たし、

地方行政は従属的・受動的な役割しか演じえないものとみなされていた（河中1967）。

特に市町村については企画能力・政策知識・計画技術の不足や欠如が問題視されてき

たが、1969年の基本構想の策定の義務付けと相前後して、市町村役場の企画部門が強

化され、その改善が進んだ（吉住1969・新川2003・坂本2020：127－128）。市町村は、

外部のコンサルタントなどの支援を受けながらも、自力で地域経営を担う意欲と能力

を持ち始めたのである。 

   そうした流れのなかで、過疎対策が主に市町村を実施主体として立案されたことは、

市町村の地域経営主体（地域経営を担う自律的な主体）としての自覚形成をより促進

することになった。加えて、過疎法が市町村の人口減少率をメルクマールとしたこと

は、市町村単位の人口動態を市町村の「経営指標」としてとらえる傾向を生んだ。さ

らに、1970年代後半から80年代にかけて人口減少が一段落したことは（国土庁地方振

興局過疎対策室1979：９－16）、適切な政策を講じることによって人口流出を阻止す

ることができるかもしれないとの認識を与えた（内貴1985：102－103）。こうして、

次第に「人口論的過疎」の解消による「過疎からの脱却」が選択可能な方針として重

視されるようになっていく。そして、人口減少に歯止めをかけるための手段として選

択されたのが産業振興による雇用の増大だった。1982年に当時の過疎対策を所管して

いた国土庁が過疎市町村の首長に対して実施した意識調査の結果は、当時の市町村の

強い産業振興指向を示している(75)。 

   このような認識に支えられて、大分県の一村一品運動をはじめとして、全国で地域

おこしの気運が高まっていった。地域おこしの専門家は、市町村による地域おこしの

 

(75) 「過疎地域市町村長の意識・意向調査の結果（国土庁）」『過疎情報』136号（1983年４月

20日発行） 
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取り組みを調査するだけでなく、その成果を積極的に発信した。マスメディアの報道

も手伝って、「頑張る市町村」を応援しようとする社会の気運も高まっていった。さ

らに、「過疎を逆手にとる会｣(76)による貢献なども加わって、「過疎」に対する社会

一般の認識そのものも、従来の生活や生産の限界地としてのイメージから変化し、地

域おこしの 前線（フロンティア）として捉え、応援しようとする積極的な見方が増

えていった。 

 

(４) 過疎対策の目的・内容の変化 

   こうした認識や実態の変化に伴い、過疎対策の目的も徐々に修正されていく。 

   過疎対策に着手した当初、自治官僚は過疎対策の目玉として集落再編を推進しよう

としていた。当時、自治省と過疎連盟が協力して編纂した過疎対策の手引き書（全国

過疎地域対策促進連盟・過疎地域問題調査会編1971）は、「過疎対策に関する若干の

提案」と題して、本編の１割以上の紙幅を割いて、集落再編成の意義や方法論を提示

している。自治省から過疎地域問題調査会への委託研究も、当初３年間は集落再編成

を研究課題としていた（過疎地域問題調査会1981：168－172）。自治省参事官（現在

の審議官クラス）が集落移転の説得に現地まで出かけたという証言もある（近代日本

史料研究会2007：116－117）。前述のように、過疎対策の成立過程において、政策担

当者や専門家の間では「地域論的過疎」が重視されたこと、特に自治省内の政策立案

過程において島根県匹見町の「へそ構想」が参照されたことからして、それは自然の

流れであったと言える。しかし、過疎対策に着手してみると、実際に集落再編成を手

がける市町村はごくわずかだった。過疎対策の当初10年間で、過疎債が集落再編事業

に充当された割合は1.0％に過ぎなかった（過疎地域問題調査会1981：257）。集落再

編のための補助事業の利用実績も減少し、1980年には新規事業がゼロとなった(77)。 

   代わって市町村が関心を強めてきた産業振興について、自治官僚は当初、産業振興

は市町村レベルで対応できるものではなく、根本的には国の開発行政の中で対応すべ

きものと考えていたが、徐々に市町村による産業振興を容認する方向に舵を切ってい

 

(76) 中国山地の過疎地域の若者を中心に、「過疎をなげくことをやめ、過疎といわれる地域にし

かない可能性をいかして、胸の張れるふるさとづくり」（設立時の申し合わせ事項より引用）

を目指して、1982年に設立された地域おこしグループ。その理念や行動は反響を呼び、グルー

プは北海道から鹿児島まで全国に派生していった（指田1984・過疎を逆手にとる会1990）。 

(77) 梅次盛雄「過疎地域集落整備事業について」『過疎情報』108号（1980年12月20日発行） 
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く(78)。80年過疎法およびその政令では、過疎債の充当対象に地場産業の振興(79)や商

店街振興のための施設整備が加えられた（前号表１参照）。1982年に発足した過疎問

題懇談会の 初の検討テーマは「地域産業おこしを通じた雇用の増大方策」であり(80)、

自治官僚は同懇談会監修による地域産業おこし事例集（国土庁地方振興局過疎対策室

1985）を作成して、各市町村への普及に努めた。 

   過疎法が1990年で期限切れを迎えるにあたって、山中貞則は「急激な過疎現象はす

でに終った（ママ）。このような状態で、過疎という名前の法律は残るはずがない」

と、氏の持論である過疎法早期打ち止め論を述べながらも、「市町村主体の地域活性

化を支援するための法律になるならば」との条件付きで過疎法更新を容認する(81)。

過疎問題懇談会も、「現時点においては、今までの過疎対策が主眼としていた『激し

い人口減少』に着目して対策を引き続き講じていくことはもはやできない」という認

識を示しながらも、「地域の活性化」を目的として過疎対策を継続し、さらに市町村

自らが事業に関わることができるよう第三セクターへの出資などにも対象を拡大する

など、対策の拡充を求める報告をまとめた（過疎問題懇談会『これからの過疎対策に

ついて』1989年５月）。 

   こうして制定された90年過疎法では、過疎対策事業として産業振興関係施設の整備

に重点が置かれ、過疎問題懇談会の提言に沿って第三セクターへの出資も充当対象と

なったほか、従来認められてこなかった収益事業のための施設への充当にも対応する

ようになった(82)（前号表１参照）。1980年代半ば以降、交付税に余剰があるとの批

判を封じるために地方単独事業の拡大が進められていくなかで（北山2002）、地域総

合整備事業債が自治体による地域振興のための財源として積極的に活用されるように

なっていったが、その過程で、1990（平成２）年度には過疎地域の活性化に資する戦

略的・重点的事業を支援するための特別枠が、1992（平成４）年度には、過疎債と地 

 

(78) 奥田義雄「 近における過疎対策の動向：53年度予算概算要求について（その一）」『過疎

情報』70号（1977年11月20日発行）、清野圭造「過疎対策の動向について：昭和56年度予算概

算要求を中心として」『過疎情報』108号（1980年12月20日発行） 

(79) ただし、山中貞則（1980：17－18）は、野党の要望により追加されたと証言している。 

(80) 「過疎問題懇談会の開催について」『過疎情報』126号（1982年６月20日発行）、「過疎問

題懇談会を開催（国土庁）」『過疎情報』140号（1983年８月20日発行） 

(81) 「過疎法の期限切迫で山中先生に要望（正副会長・監事）」『過疎情報』200号（1988年７

月10日発行）。前脚注(60)のように、山中は市町村の強化を持論としていた。 

(82) 吉山治「過疎対策事業質疑応答」『過疎情報』237号（1991年９月10日発行） 
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  域総合整備事業債とを組み合わせることができる若者定住促進緊急プロジェクトが設

けられるなど(83)、過疎市町村による地域おこしを支える財源が次々と拡充されて

いった。こうした財源の充実を受けて、過疎市町村も積極的に「過疎からの脱却」の

ための事業を展開し、その結果、図３に示したように、この時期、産業振興分野を中

心に過疎債の発行額が急増する。1994年５月に過疎問題懇談会がとりまとめた報告

『これからの過疎地域活性化施策のあり方』は、このような過疎市町村による地域の

活性化に向けた積極的な取り組みを前向きに評価し、その継続を求めている。 

   1990年代後半には、専門家アクターを中心に、過疎対策に新たな目的を付与しよう

とする動きが生まれた。1996年３月、過疎問題懇談会は『「これからの過疎地域活性 

 

図３ 過疎対策事業債の発行状況および事業分野別の充当状況の推移 

 
出所：『過疎白書（過疎対策の現況）』（各年）・過疎地域問題調査会（1981・2002）・全国過疎

地域活性化連盟（1992）より筆者作成 
 

 

(83) 図３において、1995（平成７）年度より「集落整備」が増加しているのは、定住促進のため

の団地整備によるもの。 
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  化施策のあり方」（筆者注：前述の報告書）への留意すべき事項の追加について』と題

した文書を発表し、過疎地域の「国土のフロンティアとしての積極的位置づけ」およ

び「公益的機能の確保」を図るよう主張した(84)。この考えは、2000年過疎法の立案

に際して作成された過疎問題懇談会の中間とりまとめ『これからの過疎対策について』

（1999年６月）にも継承され、その後成立した同過疎法では、過疎地域の役割として

「多様で美しく風格ある国づくりへの寄与」「国民が新しい生活様式を実現できる場

としての役割」「長寿高齢社会の先駆けとしての役割」の３点が示された（宮口

2020：17－18・第147回国会 衆議院 地方行政委員会 第７号 2000年３月14日）。そ

れまでの過疎対策を通じて生活・生産基盤の整備が進み、都市との格差が縮小されつ

つあったなか、こうした過疎地域の国土政策における積極的な位置づけは、過疎対策

にその継続のための新たな根拠を提供することとなった(85)。 

   加えてこの時期からの新たな動きとして小田切徳美(86)（2018：503－505）が指摘

するのは、地域政策における「ハードからソフトへ」の重心移動である。小田切は、

1990年代後半の各地における内発性、多様性・総合性、革新性を重視した地域づくり

活動の本格化が、ボトムアップ的に政策変化を促した結果であるとする。こうした変

化に伴って、2000年過疎法の制定に際して地方自治体からは過疎債のソフト事業への

適用を求める要望が集まり(87)、2000年過疎法では対応されなかったものの、その後、

過疎問題懇談会がこの要望をとりあげ(88)、2010年の期限切れを控えて公表した中間 

 

(84) 国土審議会計画部会「新しい全国総合開発計画の基本的考え方」（1995年12月）において、

「多自然居住地域」を「新たなライフスタイルの実現を可能とするフロンティア」として積極

的に位置づけるよう提言されたことを受けてとりまとめられたものである。なお、同部会には

過疎問題懇談会委員（後に座長）の宮口侗廸（早稲田大学教授）が加わっていた。宮口は早く

から、過疎対策のあり方として少数の人口にふさわしい新しい地域社会の形成を主唱しており

（宮口1993）、「多自然居住」はその主張を多分に反映したものだった（宮口1998）。宮口は

過疎問題懇談会においても、「過疎地域は困っているから助けるというだけの地域ではないは

ずだ。そこには美しい自然の中に人の営みがあり、都市にはない価値があるはずだ」との主張

を繰り返し述べたとする（宮口2020：17）。 

(85) 当時、農業・農村の多面的機能を積極的に評価し、農村を「課題地域」としてだけでなく

「価値地域」として捉えようとする動きがあり、2000年過疎法もこうした価値意識の変化に対

応したものと捉えることができる（小田切2021：12－13）。 

(86) 小田切は2000年代前半から過疎問題懇談会の委員を務めており、2021（令和３）年度からは

座長。 

(87) 「自由民主党過疎対策特別委員会への県・市町村の意見（主な事項）」『過疎情報』331号

（1999年７月10日発行） 

(88) 過疎問題懇談会『今後の過疎対策について：後期５カ年計画の推進に向けて』（2004年６月） 
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  報告『時代に対応した新たな過疎対策に向けて（これまでの議論の中間的整理）』

（2008年４月24日)(89)では、人材支援をはじめとしたソフト面の支援を新たな過疎対

策のあり方の１つとして示した。そして自民党政務調査会・過疎対策特別委員会が新

たな過疎法の方針としてとりまとめた政策文書『新過疎法（仮称）制定の基本的考え

方について』（2009年７月）には、「ソフト事業の実施のための新たな財政支援措置

（過疎債基金の活用等を含む）」が書き込まれた。 

 

(５) 国政アクターとの連携 

   過疎法は超党派による議員立法として成立し、この形式は 新の2021年過疎法に至

るまで継承されているが、過疎連盟の交渉先はもっぱら自民党および同党の過疎対策

特別委員会であったことが、同連盟の機関紙『過疎情報』に掲載された活動状況から

確認される。80年過疎法の制定にあたっては、70年過疎法と同様に、山中貞則が自民

党過疎対策特別委員会委員長として自治官僚とともに法案要綱をとりまとめた（山中

1980)(90)。90年過疎法の制定においては、山中の影響力は未だ強かった(91)ものの、自

民党税制調査会長として多忙を極めていたためにとりまとめ作業からは外れ、過疎対

策特別委員会（村岡兼造委員長）が全国６カ所で現地調査を行うなどして要綱をとり

まとめた。なお、現地調査には、自治官僚・過疎連盟役員が同行した(92)。2000年過

疎法の制定時に至ると山中の影響力は大きく低下し、以降は過疎対策特別委員会が自

治官僚・過疎連盟の協力のもと法案要綱を作成するという態勢がとられた。 

   70年過疎法の成立過程以来、過疎を格差問題と捉えてきた野党は、その解消は政府

の責任であるとして、一貫して過疎対策の継続を主張していった。むしろ野党は、80

年過疎法の成立過程において自民党案の対策をさらに拡充する独自法案を提出するな

 

(89) 同時に公表された『過疎地域等の集落対策についての提言』（2008年４月）では、集落点検

やそれにもとづく集落対策を住民とともに推進する「集落支援員」の設置とそのための国によ

る支援が提案され、同年８月１日付の総務省通知『過疎地域等における集落対策の推進につい

て』によって制度化された。 

(90) 延長ではなく新法制定による更新という形式がとられたのは、山中の考えによるものだった

（過疎地域問題調査会1981：12） 

(91) 過疎連盟は新法制定にあたってまず山中に要望を行っている。この時、山中の都合に合わせ

て、過疎連盟理事会の議事進行を一時中断して山中の事務所に出向くという対応までとってい

る（「過疎法の期限切迫で山中先生に要望（正副会長・監事）」『過疎情報』200号：前掲）。 

(92) 「自由民主党過疎対策特別委員会現地視察始まる」『過疎情報』202号（1988年９月10日発

行） 
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ど、政策の対象・規模をより拡大する方向で主張を展開した(93)。そして80年過疎法

以降は、与野党合意にもとづく委員長法案による過疎法更新が規範化されていく。

2000年過疎法が期限切れを迎える2010年は民主党政権で迎えることとなったが、議員

立法の継続を認めるべきか(94)、一括交付金に組み入れるべきか(95)、新法による更新

とすべきか(96)、延長で対応すべきか、さらにその延長の年数について議論はあった

ものの、鳩山首相や原口総務相は一貫して過疎対策継続の方針を持ち続けており(97)、

終的には現行法の改正による６年延長で決着した。その際、ソフト事業への過疎債

の適用など、自民党が政権交代前に示していた政策文書（前掲『新過疎法（仮称）制

定の基本的考え方について』）の内容が取り入れられた。 

   2000年代、地方財政の圧縮に伴って過疎債の発行額は減少傾向にあったが、2010年

改正・延長と相前後して増加に転じた。地方交付税総額が伸び悩み、辺地対策事業債

も横ばいの一方で、過疎債発行額は10年間で倍増の勢いで伸びている（図３）。特に、

2010年改正によって新たに認められたソフト事業への充当額が急増しており、財政力

の低い自治体においては毎年度の一般財源を確保する手段となっているとの指摘もあ

る（沼尾2019）。こうして過疎対策は過疎市町村の財政に「ロックイン」され、継続

性はいっそう強化されている。 

 

(６) 継続性強化のメカニズム 

   以上のように、過疎対策の実施過程において、反政策終了連合が自己強化型の

フィードバックを行いながら発展し、動的保守主義を発揮しながら政策の継続を図っ

ていくメカニズムが確認された。 

 

(93) 前脚注(79)のように、過疎債の地場産業の振興への充当を実現したのは、野党の功績とされ

る。 

(94) 民主党政権では、小沢一郎幹事長による政策決定における政府・与党の一元化を目指す考え

の下、議員立法について原則禁止の方針が打ち出されていた。だが、原口総務相が小沢幹事長

と交渉し、現行過疎法の延長法案を超党派の議員立法として来年の通常国会に提案することに

ついて了承をとりつけた（「『過疎法』の期限延長、議員立法で 民主も了承」『朝日新聞』

2009年11月19日朝刊、７面）。 

(95) 「過疎法、ソフト面へ拡大 暫定延長で自民と調整 総務省三役」『朝日新聞』2009年11月５

日朝刊、３面 

(96) 自民党は2009年12月に新たな法案として「過疎地域再生特別措置法案」をとりまとめ、概要

を発表していた（衆議院調査局総務調査室2009：７，49－56）。 

(97) 「ポスト過疎法に向けての動き」『過疎情報』430号（2009年12月25日発行） 
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   まず、トポクラート連合をベースとした政策共同体ならびに過疎対策を専門領域と

する専門家層が形成され、さらに両者の協調体制が確立された。つづいて、市町村の

過疎対策の主体としての自己認識および能力の向上、ならびに市町村の取り組みに対

する政策共同体および政策専門家による追認的評価と支援が講じられた。そして、政

策共同体と専門家層が協調連携して、内外の環境変化に対応して政策目的や手段を修

正しながら、過疎対策の継続とさらなる拡充を図ってきた(98)。過疎対策の「総合性」

は、そうした目的や手段の修正・拡大を容易にした。国政において過疎対策に反対す

る勢力は現れず、無風状態のなか、政策共同体は、与党政治家と政策知識や情報を共

有しながら、支持・協力を獲得し続けることに成功してきた(99)。 

 

2. 過疎対策の継続可能性：インプリケーションとして 

  こうして過疎対策は、国政の利益政治やテクノクラートとの競争から独立し、自治官

僚によって統制された政策空間において、トポクラート連合と専門家層との連携により、

継続されてきた。しかし、それは功罪の両面をもたらしたと考えられる。自治省による

市町村の充実強化という一貫した方針にもとづいて過疎対策が推進されたことは、市町

村の地域振興分野の政策能力を高め、各地の内発的な地域おこしの培養器となった。し

かし一方では、政策空間の閉鎖性および市町村ごとの断片的な政策実施が、国土政策と

の関係において、あるいは他省庁の関連政策との接続においてどのような影響をもたら

したのか検証の必要がある。また、過疎債は、ソフト事業への適用を通じて実質的に過

疎市町村に対する財源保障機能を担いつつあるが、地方財政制度全体の構成からしてそ

れが望ましい方向性かどうか、あるいは、過疎債の発行額が年々増加するなかで、その

妥当な規模についても、今後、議論が求められてくるだろう。 

  とはいえ、2021年過疎法が2030年度末までの時限立法として成立したばかりであり、

当面は過疎法の大幅な修正や存廃がアジェンダとして浮上する可能性は低いと考えられ

る。もし過疎法および過疎対策が存続の危機を迎えるとすれば、交付税制度や市町村制

度の運営を揺るがすような事態が発生したとき、たとえば地方財政制度や市町村制度に

関わる抜本的改革を求めたり、再分配による格差是正の縮小を主唱したりする国政アク

 

(98) 過疎債の適用事業の拡充経過については、表１（前号掲載）を参照されたい。 

(99) 加藤淳子（1997）は、官僚制が与党政治家と政策知識や情報を共有することによって与党政

治家による自発的な協力を獲得し、政策推進のための影響力を確保していくさまを描出してい

るが、過疎対策においても、官僚制と与党政治家との関係において同様の構図が確認される。 
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ター(100)が影響力を強めたときだろう。 

  あるいは今後、動的保守主義による対応範囲を超える政策環境の変化が生じる可能性

もある。たとえば、日本全体の人口が減少局面に突入するなかで、人口減少率の程度で

地域を限定して、通常の地方財政調整制度に加えてさらに特別な財源を配分することに

対する理解は得られ続けるのか。その根拠を対象地域の公益性に求めれば、なぜ人口減

少率を基準に政策対象を決定しているのか、との疑問が示されうるだろう(101)。 

  また、国家財政全般の事情が大きく変わり、一般会計を掌る財務官僚との交渉条件に

変化が生じ、交付税会計の縮小が不可避となったときには、自治官僚の認識する利益が

変化し、過疎対策に対する態度が変更されることもありうる。さらに、財政状況の変化

が交付税会計を拠り所とするトポクラート連合とテクノクラートとの関係に変容をもた

らし、他の地域振興立法との接続が強く問われる事態に至る可能性もある(102)が、この

場合には、トポクラート連合とテクノクラートとを橋渡しするアクター（政治家あるい

は専門家）の存在がその結果を左右するだろう。 

（さかもと まこと ＮＰＯ法人ローカル・グランドデザイン理事） 

  

 

(100) たとえば旧みんなの党や日本維新の会の議員は、過疎法の延長改正や新法制定による更新

時に、 終的には法案に賛成しながらも、安易な継続を批判する質問を行っている（例として、

「第180回国会 参議院 総務委員会 第14号 2012年６月19日」における寺田典城議員（みんな

の党・当時）質問、「第198回国会 参議院 総務委員会 第９号 2019年４月25日」「第204回国

会 参議院 総務委員会 第８号 2021年３月26日」における片山虎之助議員（日本維新の会）質

問）。 

(101) たとえば、2012年には、過疎法の適用外となっている概ね人口１万人未満かつ財政力指数

0.8未満の町村で呼びかけに応じた34町村が、全国組織「過疎法適用外小規模町村連絡会議」

を設立し、以来、同会議は、財政支援対象の拡大を求める要請活動を続けている（「過疎法の

適用外小規模町村への支援について “全国組織”を設立し要請活動を実施」北海道士幌町

『広報しほろ』2013年１月号）。 

(102) 実際に、2000年過疎法の制定に向けた自民党過疎対策特別委員会による現地調査（1998年

11月５日）の席上、谷洋一委員長が「党内に、国土の保全と格差を是正する議員連盟ができて、

250～260人加盟しているようである。そこでは、半島法、離島法、豪雪法、山振法、過疎法な

どの地域振興法を一括して一つにまとめてやろうという考えがある」と危機感を募らせる一幕

があった（「自由民主党過疎対特別委員会の現地調査等の動き」『過疎情報』326号（1999年

２月10日発行））。この発言は、「国土保全と地域間格差を考える議員懇談会」を指したもの

と考えられる（「農山村の活性化へ国会議員が懇談会 東京で設立総会」『朝日新聞』、1997

年12月12日朝刊・宮崎県版）。同懇談会の呼びかけ人で幹事長を務める上杉は、過疎法を含む

地域振興立法の一本化を盛り込んだ「農山村活性化推進施策大綱」を掲げてその推進に取り組

んでいた（上杉1994）。 
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2022年度普通交付税算定結果の検証 
 

 

飛 田 博 史 

 

 

 はじめに 

 

 2022年７月26日に「令和４年度普通交付税大綱」が閣議報告された。今年度は国の制度

改正にともなう算定の目立った見直しはなかったものの、昨年度から一転して、国税、地

方税の見通しが大幅に回復したことによる地方交付税算定への影響、あるいは国勢調査人

口（以下「国調人口」と呼ぶ）の確定値の測定単位への適用にともなう個別自治体への影

響などが注目点である。 

 本稿では2022年度の普通交付税（以下「交付税」と呼ぶ）の算定結果の概要と特徴につ

いて分析を交えて解説する。 

 

 

 1. 2022年度交付税算定の特徴 

 

(１) 交付税算定結果に関する視点 

   毎年度の交付税算定結果は、地方財政計画（以下「地財計画」と呼ぶ）の策定と交

付税算定の内容の２つの影響からみることができる。 

   地財計画は地方交付税法にもとづいて国が策定する地方全体の通常収支見込み（普

通会計ベース）で、給与関係経費、一般行政経費、投資的経費などの歳出見通しと地

方税、地方交付税、国庫支出金、地方債などの歳入見通しをそれぞれ積算したもので

ある。このうち地方交付税は国税５税（所得税、法人税、酒税、消費税、地方法人税）

の一定割合（法定率分）を計上するが、これらの積算の結果財源不足が生じる場合に、

総務省と財務省の折衝による財源対策、いわゆる「地方財政対策」（以下「地財対策」

と呼ぶ）を講じて収支を均衡させる。地財対策としては主に交付税の一般会計加算や

その代替財源である臨時財政対策債（以下「臨財債」と呼ぶ）の発行などがあり、こ
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れらの対策を通じて最終的に交付税や一般財源の総額が決定される。 

   この地財計画の収支から一般財源収支分を抽出したものが、マクロで見た交付税算

定に関連する部分であり、一般財源の保障は地方交付税総額の94％分の普通交付税、

６％分の特別交付税、直接算定しないが地財計画の一般財源総額の一部をなす留保財

源（主に標準税収入額の25％相当）などから構成される。こうした関係から地財計画

の収支内容は交付税算定における規模や内容の前提条件となっている。本稿で取り上

げるのはこのうち普通交付税部分であり、交付税算定の中核をなすものである。 

   第一の視点である地財計画の策定を通じた交付税算定への影響としては、交付税総

額、需要額の動向、地財計画の歳出の見直しと連動する既存歳出項目の動向、同歳出

における項目新設にともなう交付税算定への反映、地財対策にともなう臨財債の発行

状況、地方税等の見通しなどがあげられる。 

   一方、第二の視点である交付税算定方法自体の見直しによる影響とは、交付税の算

定式、すなわち各自治体の一般財源充当経費を算定する基準財政需要額（以下「需要

額」と呼ぶ）と標準的な税収見込みの75％相当を算定する基準財政収入額（以下「収

入額」と呼ぶ）に関するさまざまな見直しによるものであり、各自治体への配分決定

に関わるものである。たとえば需要額では算定基礎となる単位費用、測定単位、補正

係数のそれぞれの見直し、収入額では税収見通しの変動にともなう留保財源との相互

関係などがある。 

   本稿では以上のような視点を踏まえて、交付税算定結果をさまざまな角度から検証

していく。 

 

(２) 地財計画からみた今年度算定の特徴 

  ◆ 地財計画の規模 

    今年度の地財計画（通常収支分）の規模は90兆5,918億円（前年度比伸び率0.9％

以下カッコ内同じ）と２年ぶりに90兆円台となり、一般財源総額は過去最高水準の

63兆8,635億円（1.1％）となった。財源不足は２兆5,559億円（△74.7％ △はマ

イナス以下同じ）と交付税財源や地方税の増収見通しにより、1990年初頭以来の最

小額となった。この結果、地財対策において臨財債の新規発行が不要となったこと

からその発行額は１兆7,805億円にとどまった。これにより、各自治体の交付税算

定では需要額から控除される臨財債発行可能額が大幅に縮小したため、多くの自治

体で交付額ベースの交付税が増加した。 



 

－ 60 － 

●
－自治総研通巻532号 2023年２月号－● 

 

    主な地財計画の歳出項目をみると、給与関係経費が19兆9,644億円（△0.9％）と

昨年12月の期末勤勉手当減額の翌年度調整を反映させたことにより前年度を下回っ

たが、計画人員については保健所や児童福祉司等を含めて増員となっており、単位

費用と基礎となる標準団体の人員にも反映されている。 

    一般行政経費は41兆4,433億円（1.4％）と社会保障関係費の補助・単独事業の増

加や森林環境譲与税の増額にともなう森林整備関係費の拡充などで引き続き前年度

を上回った。 

    昨年度は臨時的経費として新たに地域デジタル社会推進費が計上されたが、今年

度はこうした新規項目による交付税算定の増額要因はない。 

    以下、地財計画の歳出の見直しに関連する交付税算定の特徴についてみていこう。 

  ◆ 2021年度の期末勤勉手当の減額調整分の反映 

    地財計画の給与関係経費は毎年度の人事院勧告や自治体の人事委員会勧告の内容

を踏まえて計上されている。昨年の人事院勧告では期末勤勉手当の減額が勧告され

たが、国家公務員の給与改定等の法案審議が12月の同手当の調整に間に合わず、

2022年の６月で調整することとなったため、地財計画でも2021年度の調整分を2022

年度に反映させることになった。交付税算定では需要額の給与費算定の基礎となる

給与統一単価の期末勤勉手当を4.3月（前年度4.44月）と設定しており、単位費用

のマイナス要因となっている。 

    ただし、これは減額調整の期間ずれによるもので、2022年度の人件費にかかる財

源保障を縮減したわけではない。 

  ◆ 保健師、児童福祉司等の増員 

    給与関係経費の基礎数値となる計画人員では、2021年度から２年間にわたる新型

コロナウイルス感染症対応の保健師の増員、2019年度から４年間にわたる児童福祉

司や児童心理司等の拡充策の追加増員(１)などが反映されている。 

    2022年度算定では、道府県分の「衛生費」の標準団体で感染症対応業務に従事す

る保健師６名を増員（30名→36名）した。また、同じく道府県分の「社会福祉費」

の標準団体で児童福祉司８名（70名→78名）、児童心理司３名（29名→32名）を増

 

(１) 2019年度に策定された「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」では４年間で児童福祉司を

3,240人から2,020人程度増員、児童心理司を1,360人から790人程度増員するなどの目標が設定

されたが、2021年度の地財計画で繰り上げて計上したことから、2022年度はさらに増員するこ

ととなった 
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員した。いずれも単位費用の引き上げ要素となっている。 

  ◆ 保育士、介護職、看護職等の処遇改善 

    人への投資を掲げる岸田内閣は、2021年度の「コロナ克服・新時代開拓のための

経済対策」の一環として保育士等・幼稚園教諭、介護・障がい者福祉職員、看護職

員の処遇改善（収入の１～３％)(２)を図ることとなり、2022年２月から９月までの

分を国費で全額負担するものとして補正予算で2,600億円を盛り込んだ。10月以降

は上記の職員等について施設運営費、診療報酬、介護報酬等による引き上げに移行

しており、地方負担分については交付税算定に反映された。交付税制度の仕組みと

しては相当額が確実に反映されていると推定されるが、関連資料(３)では具体的な

加算額は明らかにされていない。 

    主な職種の処遇改善は以下の項目の単位費用に加算されている。 

 

・看護職員：道府県分「衛生費」、市町村分「保健衛生費」 

・介護職員：道府県分・市町村分「高齢者保健福祉費」（65歳以上人口） 

・障がい者福祉職員等：道府県分・市町村分「社会福祉費」 

・保育士：道府県分・市町村分「社会福祉費」 

・幼稚園教諭：道府県分「その他の教育費」（人口）、市町村分「その他の教育

費」（人口および幼稚園等の就学前子どもの数） 

＊（ ）内は測定単位 

 

    なお、介護・看護職員についてはいずれも介護・医療保険制度にもとづく報酬に

反映されるため、交付税算定では主に都道府県または市町村の一般会計から各保険

事業会計への繰出金に加算されたものと推定される。 

  ◆ 森林環境譲与税増額にともなう対応経費の算定 

    市町村による私有林人工林の管理等の財源として、2024年度より国税森林環境税

の創設が予定されており総額は600億円にのぼる。これに先行して2019年度より森

林環境譲与税の交付が段階的に進められており、その配分基準は私有林人工林面積

 

(２) 看護職員については９月までは１％の引き上げ、10月以降は他の職員同様３％に引き上げら

れている 

(３) たとえば地方財務協会の月刊誌「地方財政」、地方財務協会『令和４年度地方交付税制度解

説（単位費用編）』など 



 

－ 62 － 

●
－自治総研通巻532号 2023年２月号－● 

 

５割、林業就業者数２割、人口３割で、課税が開始される2024年度の段階で総額の

９割が市町村へ配分される。 

    交付税算定では譲与税相当額を道府県分の「林野行政費」と市町村の「林野水産

行政費」に算入しており、2022年度は前年度から100億円引き上げられ総額500億円

となることから、市町村分にその相当額が経費として算入される。 

    市町村の算定式では密度補正Ⅲにおいて私有林人工林面積、林業就業者数、人口

のそれぞれに譲与税の単価を乗じて譲与税交付相当額を計算して係数化している。

なお、ここで用いられる人口は2022年度国調人口であるが、その確定値への更新の

影響を踏まえ、今年度に限り、譲与税の交付見込み額について総務大臣が定める額

を用いている。 

    なお、政府・与党が2024年度を目途に配分基準を見直し、森林の多い自治体への

増額を図る検討に着手したとの報道（2022年11月７日 東京新聞朝刊）があり、再

来年度以降の交付税算定でも町村などの需要額の増加要因となることが予想される。 

 

(３) 交付税算定における改定 

  ◆ 地方創生関連経費(４)の成果指標へのシフト（３年目） 

    2015年度から地財計画で「まち・ひと・しごと創生事業費」として１兆円が計上

され、交付税では「地域の元気創造事業費」（3,900億円 100億円は特別交付税）

と「人口減少等特別対策事業費」（6,000億円）として算定されている。 

    需要額の算定式ではいずれも人口を測定単位として、段階補正および経常態容補

正Ⅰ・Ⅱが適用される。地域の元気創造事業費では同態容補正Ⅰで歳出削減の成果

を反映する「行革努力分」、Ⅱで地域経済活性化の成果を反映する「地域経済活性

化分」を複数の指標により係数化している。一方、人口減少等特別対策事業費では

同態容補正Ⅰで人口対策などの取組の必要度、Ⅱで人口対策の取組の成果をそれぞ

れ係数化している。 

    このうち「人口減少等特別対策事業費」については、「経済財政運営と改革の基

本方針2019」（いわゆる「骨太方針」）において、取組の必要度から取組の成果へ

と需要額1,000億円分をシフトさせる方針が打ち出され、2020年度以降５年間で段

 

(４) 本稿では地方創生関連の交付税算定の項目である「地域の元気創造事業費」と「人口減少等

特別対策事業費」を合わせて「地方創生関連経費」と呼び、同経費と「地域社会再生事業費」

と「地域デジタル社会推進費」の４項目の総称を「地方創生等臨時的経費」と呼ぶことにする 
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階的にシフトさせている。2022年度はその３年目となり、道府県分、市町村分でそ

れぞれ70億円ずつ移行させている。 

    なお、成果指標へのシフトにともなう条件不利地域への算定上の配慮として、引

き続き財政力指数と過疎法や離島振興法などの特別措置法の適用状況によって、最

大で1.2の係数が追加されている。また、各成果指標の係数化に際しては政令市・

中核市・施行時特例市、都市、町村別に成果を比較することで規模別の差を調整し

ている。 

    図表１は2020年度以降のシフトの状況である。2020～2022年度の３年間で道府県

分が210億円、市町村分が390億円、合計で600億円と毎年度200億円のペースでシフ

トしている。なお、今年度の成果指標の改定はない。 

 

図表１ 人口減少等特別対策事業費の算定のシフトの状況 

     （億円） 

  2019年度算定 2020年度算定 2021年度算定 2022年度算定 2020～2022年度増減 

  
取組の
必要度

取組の
成 果

取組の 
必要度 

取組の
成 果

取組の
必要度

取組の
成 果

取組の
必要度

取組の 
成 果 

取組の 
必要度 

取組の 
成 果 

人
口
減
少

等
特
別
対

策
事
業
費

道府県分 1,330 670 1,260 740 1,190 810 1,120 880 -210 210 

市町村分 2,670 1,330 2,540 1,460 2,410 1,590 2,280 1,720 -390 390 

合  計 4,000 2,000 3,800 2,200 3,600 2,400 3,400 2,600 -600 600 

(資料) 総務省「普通交付税の算定方法の改正について」各年度より作成 

 

  ◆ 寒冷補正（積雪度）の級地見直し 

    寒冷や積雪度の地域差による行政経費の差を補正する寒冷補正には、給与差、寒

冷度、積雪度の３つの補正があり、道府県分では８項目、市町村分では13項目でい

ずれかの補正が適用されている。このうち積雪度は道路・建物等の除排雪経費や管

理費などを考慮したものであり、気象庁の過去の観測積雪データ等による級地区分

（無級地含め５段階）に応じた補正係数が設定されている。 

    今年度は従来の1989年から2008年までの平均値から2000年から2019年までの平均

値へと置き換えられたため、級地区分が変動する。ただし、級地が下がる市町村に

ついては激変緩和措置が講じられる。 

    なお、寒冷補正（積雪度）が適用されたのは566団体、このうち級地が上がった

のは77団体、下がったのは21団体であった。 

  ◆ 測定単位の改定 

    今年度は2020年度国調人口の確定値への置き換えがなされた。国の公表データで
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確定値と速報値の人口総数を比較してみると確定値ではさらに８万469人減少して

おり、市町村数でみると約９割弱が速報値を下回る結果となっている。団体当たり

の単純平均でマイナス53人程度であるが、交付税依存度が高い町村などではわずか

な人口減少でも影響は看過できない。 

    また、「65歳以上人口」「75歳以上人口」「世帯数」「林野及び水産業の従事者

数」についても2020年度国調の数値に置き換えられており、需要額の変動要因と

なっている。なお、「林野及び水産業の従事者数」を用いる市町村分の林野水産行

政費については、数値急減補正により、従業者数の減少数を緩和する算定が適用さ

れる。 

    このほか、毎年度改定されるものとしては、教育費関連では学校基本調査の数値、

土木関連では道路橋りょう等の台帳の数値があげられる。 

 

 

 2. 2022年度の普通交付税算定結果の概況 

 

 2022年度の普通交付税算定結果の概況についてみていこう。なお、本稿末尾の普通交付

税大綱に関する資料もあわせて参照されたい。 

 

(１) 交付税総額 

   普通交付税総額は当初算定ベースで16兆9,705億円（3.5％）と、昨年度の伸び率

（5.1％）は下回るものの４年連続で前年度を上回っている。このうち道府県分は９

兆1,042億円（2.0％）、市町村分は７兆8,662億円（5.4％）で市町村分の伸び率は前

年度（5.2％）を上回っている。また、臨財債の発行可能額は１兆7,805億円（△

67.5％）、このうち道府県分は9,543億円（△70.6％）、市町村分は8,261億円（△

62.9％）と地財計画上の財源不足の縮小により大幅に減少した。 

   普通交付税と臨財債を合わせた実質額でみると、総額は18兆7,510億円（△14.3％）、

道府県分は10兆586億円（△17.3％）、市町村分は８兆6,924億円（△10.4％）と大幅

に減少している。臨財債は発行可能額を需要額から控除することで、相当額の交付税

が臨財債に振り替えられる仕組みとなっており、今回の算定結果は財源不足が縮小し

たことで臨財債による交付税への振替額が減少し、交付税の実質額では減少、交付額

では増加という結果となった。 
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   交付税の臨財債への振替率を実質的な交付税（普通交付税＋臨財債）に占める臨財

債の割合で試算すると道府県分、市町村分とも約9.5％となり、道府県分が市町村分

を上回った昨年度とは異なっている。 

 

(２) 基準財政需要額（財源不足団体分）の状況 

   次に需要額の状況をみると、道府県分が21兆1,405億円（10.2％）、市町村分が23

兆5,465億円（5.1％）と道府県分の伸び率が大きく上回っているが、臨財債控除前の

需要額でみると道府県分が22兆949億円（△1.4％）、市町村分が24兆6,229億円（△

1.0％）と道府県分の減少率が0.4ポイント上回っている。これは先ほど述べたように

昨年度の控除率が市町村に比べて大きかったことが、今年度の伸び率を高くした要因

の一つと推察される。 

   図表２で需要額の主な内訳をみると、道府県分、市町村分ともに地域の元気創造事

業費を除く地方創生等臨時的経費が前年度を上回っており、公債費等については道府

県分が減（△1.7％）、市町村分が増（0.6％）である。個別算定経費（地方創生等臨

時的経費除く）や包括算定経費は、2021年度の算定結果とは対照的にいずれもマイナ

スとなっている。個別算定経費の減少は、2021年度期末手当の減額調整の影響、事業

費補正による公債費算定の減少などいくつかの要因がある。また、包括算定経費につ

いても総務費に含まれる期末手当の減額調整が要因の一つとみられるが、それだけで

なく収入額の増加と包括算定経費の単位費用の減少が相関する傾向にも関係している

可能性がある。 
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図表２ 2022年度普通交付税算定結果総括表（財源不足団体） 

(資料) 地方財務協会『地方財政』2022年９月号196ページより抜粋 

 

(３) 基準財政収入額（財源不足団体分）の状況 

   収入額については、道府県分が12兆188億円（17.4％）、市町村分が15兆6,608億円

（5.0％）といずれも前年度の減収見通しの反動で大幅な増加見通しとなっている。 
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   今年度は地財計画の税収見通しにもとづき、道府県分では道府県民税所得割および

法人税割、法人事業税、地方消費税、特別法人事業譲与税。市町村分では市町村民税

所得割および法人税割、固定資産税、法人事業税交付金、地方消費税交付金が増加し

ている。 

 

(４) 不交付団体の状況 

   昨年度の54団体から73団体（都道府県は東京都）に増加したが、2020年度以前の70

団体後半の水準には届いていない。この要因の一つは臨財債の発行可能額の縮小にと

もない、臨財債控除後の需要額が収入額を上回って伸びた結果によると推察される。 

   なお、東京都の交付税算定は東京都と特別区の算定を合算するいわゆる都区合算方

式をとっており、昨年度は東京都だけでみると需要額が収入額を上回る状況にあった

が、今年度は東京都、特別区ともに財源超過となった。また、昨年度は調整率(５)を

かけた結果、２団体が不交付団体となったが、今年度はこうした団体はなかった。 

 

 

 3. 項目別の需要額の状況 

 

(１) 概 況 

   次に需要額の増減要因について項目ごとにみていこう。 

   図表３－１・２は道府県分（東京都除く）と市町村分（交付、不交付団体計）の項

目別需要額の結果を前年度と比較したものである。道府県分、市町村分とも前年度に

比べて減少項目が多く、個別算定経費（公債費除く）の合計では、道府県分が1,786

億円の減、市町村分が1,483億円の減となった。 

   減少項目のうち需要額の減少幅が大きいのは、道府県分では警察費、道路橋りょう

費（道路の延長）、中学校費、高等学校費（教職員数）、特別支援学校費（教職員

数）、衛生費、地域振興費。市町村分では消防費、道路橋りょう費（道路の延長）、

高等学校費（教職員数）、その他の教育費（人口）、高齢者保健福祉費（65歳以上人

 

(５) 事前に地財計画で決定された交付税総額に対し、交付税算定結果による事後的な総額を突合

させるため、各自治体の需要額に乗じる一定の割落し率。小数点下数桁以下（2022年度は

0.000827104）であるため、各自治体の交付税配分にはほとんど影響がないが、需要額と収入

額が拮抗する自治体では不交付団体となる場合がある 
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口）、清掃費、農業行政費、地域振興費（人口）があげられる。 

   そのいずれも単位費用の減少によるもので、項目によって単位費用に含まれる給与

費の減少や前年度からの事業の縮小、過去の起債による元利償還費の算入減などが影

響している。なかでも給与費については先ほど述べた前年度期末手当の減額調整が共

通した要因となっており、その他の給与改定や職員の若返りによる減少も影響してい

る。また、教育費関連では毎年度の学校基本調査にもとづく児童数や学生数等の測定

単位の影響もあるとみられる。 

   一方、増加項目のうち需要額の増加幅が大きいのは、道府県分では社会福祉費、高

齢者保健福祉費（65歳以上人口）。市町村分では小学校費（学校数）、社会福祉費、

保健衛生費があげられる。 

   このうち社会福祉費（道府県分・市町村分）や小学校費、保健衛生費は単位費用が

増加している。高齢者保健福祉費については単位費用が減少(６)しているものの、測

定単位である65歳以上人口の増加や経費の増加により需要額全体では前年度を上回っ

た。ただし、第５章でみるように、自治体ごとの算定結果では高齢者人口の伸びが鈍

化した町村などでは同項目が前年度を下回る傾向がみられる。 

   包括算定経費（人口および面積）は道府県分、市町村分とも大幅に減少しており、

給与費や起債の元利償還費の減少、留保財源の増加にともなう需要額への影響などが

要因である。詳細については後述する。 

  

 

(６) 2020年国調人口の置き換えにともない、単位費用の算定の基礎となる標準団体の高齢者数が

増加したことにより、分母と分子の関係で単位費用が減少した。したがって、標準団体ベース

の事業規模は前年度を上回っている 
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図表３－１ 項目別基準財政需要額（道府県分・東京都除く） 

(億円） 
 項  目 測定単位 2021 2022 増減 伸び率 

個

 

別

 

算

 

定

 

経

 

費

 

警察費 警察職員数 17,764 17,569 -196 -1.1％ 

土

 

木

 

費

 

道路橋りょう費 

道路の面積 2,576 2,587 11 0.4％ 

道路の延長 4,842 4,725 -116 -2.4％ 

河川費 河川の延長 828 845 17 2.0％ 

港湾費（港湾） 

係留施設の延長 315 311 -4 -1.2％ 

外郭施設の延長 353 342 -11 -3.2％ 

港湾費（漁港） 

係留施設の延長 87 87 0 0.1％ 

外郭施設の延長 186 181 -5 -2.8％ 

その他の土木費 人口 1,008 1,026 18 1.8％ 

教

 

育

 

費

 

小学校費 教職員数 18,908 18,974 66 0.3％ 

中学校費 教職員数 10,908 10,658 -250 -2.3％ 

高等学校費 
教職員数 11,459 11,348 -111 -1.0％ 

生徒数 1,604 1,551 -54 -3.4％ 

特別支援学校費 
教職員数 5,110 4,939 -171 -3.3％ 

学級数 669 669 0 0.0％ 

その他の教育費 

人口 3,576 3,600 24 0.7％ 

公立大学等学生数 1,071 1,085 15 1.4％ 

私立大学等学生数 4,099 4,088 -12 -0.3％ 

厚
生
労
働
費

 

生活保護費 人口 943 910 -33 -3.5％ 

社会福祉費 人口 21,072 21,295 223 1.1％ 

衛生費 人口 16,279 15,926 -353 -2.2％ 

高齢者保健福祉費 
65歳以上人口 17,419 17,583 164 0.9％ 

75歳以上人口 15,342 15,336 -5 0.0％ 

労働費 人口 461 448 -13 -2.8％ 

産
業
経
済
費

農業行政費 農家数 2,841 2,770 -71 -2.5％ 

林野行政費 
公有以外の林野の面積 900 872 -29 -3.2％ 

公有林野の面積 254 254 0 0.0％ 

水産行政費 水産業者数 332 323 -9 -2.7％ 

商工行政費 人口 2,119 2,060 -60 -2.8％ 

総
務
費

 

徴税費 世帯数 2,715 2,699 -16 -0.6％ 

恩給費 恩給受給権者数 36 30 -7 -18.1％ 

地域振興費 人口 7,132 6,325 -806 -11.3％ 

地域の元気創造事業費 人口 907 904 -3 -0.3％ 

人口減少等特別対策事業費 人口 1,873 1,878 5 0.3％ 

地域社会再生事業費 人口 2,066 2,071 5 0.2％ 

地域デジタル社会推進費 人口 756 756 0 0.0％ 

個別算定経費等計（公債費除く）   178,811 177,025 -1,786 -1.0％ 

公債費   32,388 31,839 -549 -1.7％ 

包括算定経費 
人口 9,570 8,789 -781 -8.2％ 

面積 3,426 3,309 -118 -3.4％ 

包括算定経費計   12,996 12,098 -899 -6.9％ 

合計（臨財債控除前）   224,196 220,961 -3,234 -1.4％ 

 臨財債（控除）  32,420 9,543 -22,877 -70.6％ 

合計（控除後）     191,775 211,418 19,643 10.2％ 

(資料) 総務省「地方交付税算定計数資料」令和３年度、令和４年度版より作成 

(注) 網掛けは前年度を下回る数値（増減値がマイナスでも伸び率で見た結果が微少な場合0.0％

と表記している。以下他の表においても同じ）  
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図表３－２ 項目別基準財政需要額（市町村分・総額）一本算定 

(億円） 
 項  目 測定単位 2021 2022 増減 伸び率 

個

 

別

 

算

 

定

 

経

 

費

 

消防費 人口 17,162 16,892 -270 -1.6％ 

土

 

木

 

費

 

道路橋りょう費 

道路の面積 5,427 5,487 60 1.1％ 

道路の延長 4,131 3,896 -235 -5.7％ 

港湾費（港湾） 

係留施設の延長 149 148 -2 -1.2％ 

外郭施設の延長 205 197 -8 -3.8％ 

港湾費（漁港） 

係留施設の延長 85 84 -2 -1.8％ 

外郭施設の延長 100 95 -5 -4.7％ 

都市計画費 都市計画区域における人口 1,794 1,739 -55 -3.1％ 

公園費 
人口 837 811 -26 -3.1％ 

都市公園の面積 366 371 4 1.2％ 

下水道費 人口 6,577 6,627 50 0.8％ 

その他の土木費 人口 2,056 2,019 -37 -1.8％ 

教

 

育

 

費

 

小学校費 

児童数 3,084 3,098 14 0.5％ 

学級数 2,953 2,928 -26 -0.9％ 

学校数 2,127 2,247 120 5.6％ 

中学校費 

生徒数 1,395 1,382 -12 -0.9％ 

学級数 1,533 1,521 -11 -0.7％ 

学校数 916 949 33 3.6％ 

高等学校費 
教職員数 826 719 -107 -13.0％ 

生徒数 141 125 -16 -11.3％ 

その他の教育費 
人口 17,939 17,797 -142 -0.8％ 

幼稚園の幼児数 1,025 965 -60 -5.8％ 

厚
生
費

 

生活保護費 市部人口 11,025 11,027 2 0.0％ 

社会福祉費 人口 35,483 35,902 419 1.2％ 

保健衛生費 人口 17,659 17,764 106 0.6％ 

高齢者保健福祉費 
65歳以上人口 24,702 24,541 -161 -0.7％ 

75歳以上人口 14,823 14,779 -43 -0.3％ 

清掃費 人口 8,975 8,674 -301 -3.4％ 

産
 

業

 

経
済
費

 

農業行政費 農家数 2,381 2,200 -182 -7.6％ 

林野水産行政費 林業水産業の従業員数 1,242 1,304 62 5.0％ 

商工行政費 人口 2,139 2,069 -71 -3.3％ 

総
務
費

 

徴税費 世帯数 2,185 2,181 -4 -0.2％ 

戸籍住民基本台帳費 
戸籍数 610 589 -21 -3.5％ 

世帯数 1,169 1,112 -57 -4.9％ 

地域振興費 人口 15,527 15,022 -505 -3.3％ 

 面積 1,002 998 -4 -0.4％ 

地域の元気創造事業費 人口 2,920 2,924 4 0.1％ 

人口減少等特別対策事業費 人口 3,995 4,000 5 0.1％ 

地域社会再生事業費 人口 2,096 2,095 -1 0.0％ 

地域デジタル社会推進費 人口 1,200 1,200 1 0.0％ 

個別算定経費等計（公債費除く）  219,959 218,476 -1,483 -0.7％ 

公債費  33,243 33,121 -122 -0.4％ 

包括算定経費 
人口 22,111 20,610 -1,501 -6.8％ 

面積 3,017 2,924 -93 -3.1％ 

包括算定経費計  25,128 23,534 -1,594 -6.3％ 

合計（臨財債控除前）  278,329 275,131 -3,199 -1.1％ 

 臨財債（控除）  22,403 8,262 -14,141 -63.1％ 

合計（控除後）  255,927 266,869 10,942 4.3％ 

(資料) 同上 
(注) 網掛けは前年度を下回る数値（増減値がマイナスでも伸び率で見た結果が微少な場合0.0％

と表記している。以下他の表においても同じ）  



 

－ 71 － 

●
－自治総研通巻532号 2023年２月号－● 

 

(２) 公債費等の状況 

   地方債の元利償還費の交付税算入状況をみてみよう。なお、主な元利償還費の交付

税算入方法には、臨財債元利償還費のように個別項目として需要額に算入する「公債

費方式」、各項目の補正係数で算定する「事業費補正方式」、単位費用の一部として

算入する「標準事業費方式」があるが、本節では分析可能な前者２つの内訳をとりあ

げる。 

   図表４－１・２は2010年度以降の公債費の内訳と事業費補正の需要額加算分（以下

「公債費等」と呼ぶ）の推移を表したものである。 

   道府県分では2018年度、市町村分では2014年度をピークとして引き続き減少傾向に

あり、いずれも臨財債の償還費が増加するほかは一部を除きほぼ減少傾向にある。 

   道府県分では「その他」が増加しているが、主に災害復旧費の増加によるもので近

年多発する自然災害が背景にあるとみられる。 

   市町村では合併特例債償還費がピークを過ぎる一方、過疎対策事業債償還費は増加

傾向にある。毎年度の地方債の発行計画を見積もる地方債計画では、同地方債は年々

増加傾向にあり、ハード、ソフト分を含めて実際の発行額も伸びており、これが償還

費に反映されている。 
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図表４－１ 主な公債費項目の推移（道府県分・東京都除く） 

(資料) 同上 

 

図表４－２ 主な公債費項目の推移（市町村分・総額 ＊事業費補正含む） 

(資料) 同上 
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(３) 包括算定経費の状況 

   包括算定経費は道府県分、市町村分ともに人口と面積を測定単位として算定され、

前者は人口規模が小さい自治体の需要額を割り増す段階補正、後者は土地の利用形態

に応じて補正する種別補正のみ適用される。算定される経費の内容は企画費、総務費

などの経常経費と建設事業費が中心であり、面積を測定単位とするものは、ほぼ建設

事業費である。 

   単位費用の算定基礎となる標準団体における経費は、全額一般財源を充当するもの

として百万円単位で積算され（他の項目は千円単位）、この総額を標準団体の測定単

位（道府県分：人口170万人、面積6,500㎢、市町村分：人口10万人、面積210㎢）で

割ったものが単位費用となる。いずれも補正係数が一つであることから、その係数の

変化が各自治体の需要額に直接表れる(７)。 

   図表５－１・２は人口を測定単位とする項目の標準団体の経費総額を道府県分、市

町村分についてみたものである。いずれも2020年度以降２年連続で増加していたが、

今年度は道府県分が154億71百万円、市町村分が17億75百万円と前年度を下回った。 

   主要項目別に見ると道府県分、市町村分ともに総務費および建設事業費の減少幅が

大きく、総務費の内訳をみると「その他経費」の減少が著しく、道府県分は前年度の

11億13百万円から５億57百万円、市町村分は前年度の99百万円から37百万円となって

いる。総務費関連は前年度期末手当の減額調整分の削減が影響しているとみられるが、

それが「その他経費」なのかは不明である。 

   建設事業費についても「その他の建設事業費」の減少が大きく、道府県分は前年度

の53億61百万円から49億10百万円、市町村分は前年度の４億23百万円から３億97百万

円へと減少している。 

   こうした包括算定経費の変動は、昨年の拙稿（自治総研2021年12月号81～82ページ）

の分析結果で明らかなように、収入額（および留保財源）の増加と包括算定経費の動

向には負の相関関係がみられる。今年度は昨年度に比べて収入額が大幅な増加見通し

となっており、これを受けて包括算定経費の標準団体経費も「その他」関連を中心に 

  

 

(７) 以上、説明文のため拙稿「自治総研」2021年12月号を引用 
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図表５－１ 包括算定経費（道府県分・人口）の主な事業内訳の推移 

(資料) 同上 

 

図表５－２ 包括算定経費（市町村分・人口）の主な事業内訳の推移 

(資料) 同上 
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  減少したと推察される(８)。  

 

(８) （補足）基準財政収入額と留保財源の関係について 

   以下の図は交付税算定における留保財源と需要額の関係を表したものである。なお、説明を

簡略化するため特別交付税や財源超過額の仕組みは省略している。 

   地財計画で保障する一般財源充当経費は、交付税算定では主に需要額と留保財源対応分（図

中の一般財源充当経費160）に相当する。このうち需要額は項目ごとに厳密に計算して保障す

る部分、留保財源部分は財源保障の対象ではあるが具体的に算定しない経費部分である。さら

に需要額は土木費や教育費などの個別算定経費と包括算定経費に分かれ、包括算定経費は個別

算定経費ほど厳密に算定せずに総務費や建設事業費を概算で積算することから、財源保障の算

定密度からすると個別算定経費と留保財源対応分の中間に位置する。 

   たとえば一般財源充当経費160を一定とした上で、①のケースと②のケースを想定する。ま

ず①のケースは標準的な税収見込み（標準税収入額）が120である。収入額はその75％相当で

ある90となり、残り30が留保財源となる。これを一般財源充当経費からみると、160のうち留

保財源対応分の30を除く130を需要額で算定し、普通交付税は収入額90と需要額130の差額の40

となる。 

   次に②のケースは、標準的な税収見込みが140に増加した場合である。収入額はその75％で

ある105となり、残り35が留保財源となる。これを一般財源充当経費からみると160のうち留保

財源対応分の35を除く125を需要額で算定し、普通交付税は収入額105と需要額125の差額の20

となる。 

   ここで注意しなければならないのが、一般財源充当経費を所与とした場合、税収見込みが増

加すると留保財源対応分の増加に応じて需要額を削らなければならないということである。実

際に一般財源充当経費も変動する中で、留保財源の変動を需要額でどのように調整しているか

は明らかにされていないが、いずれにしても教育や社会保障関連のように需要額としてきめ細

かに保障すべき項目で調整することは財源保障上不適当である。したがって、考えられるのは

比較的算定密度が低い項目、例えば包括算定経費などが対象になると推察される。事実、本文

でも述べたように、昨年の拙稿で収入額と包括算定経費（人口）の相関を検証したところ、高

い負の相関性が証明され、今年度の状況もこの関係に合致している。 

   この推察を前提にすると、今年度は大幅な税収見込みの回復にともない留保財源が増加した

ため、これを調整するために包括算定経費が大幅に削減された可能性が高い。 
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(４) 地方創生等臨時的経費の状況（市町村分） 

   地方創生等臨時的経費（地域の元気創造事業費、人口減少等特別対策事業費、地域

社会再生事業費、地域デジタル社会推進費）の市町村団体別（特別区は都区合算の内

特別区分）の需要額の算定結果をみてみよう。 

   図表６は地方創生関連経費（地域の元気創造事業費、人口減少等特別対策事業費）、

地域社会再生事業費、地域デジタル社会推進費の算定結果を、団体別の構成比および

個別算定経費（公債費を除く）に占める割合でみたものである。 

  ◆ 団体別構成比 

    団体別の構成比の推移をみると、地方創生関連経費のうち地域の元気創造事業費

は特別区、政令市で割合が漸増しており、一般市では漸減している。中核市・施行

時特例市および町村については３カ年での一定の傾向はみられない。一方、人口減

少等特別対策事業費については、経常態容補正のうち地方創生の成果へのシフトが

都市部の算定に有利に働くところであるが、構成比では都市部が減少しており、一

般市や町村では漸増傾向がみられる。 

    ３年目を迎えた地域社会再生事業費は政令市、中核市・施行時特例市で漸増して

おり、一般市、町村では漸減している。 

    ２年目となる地域デジタル社会推進費は一般市で前年度を上回り、町村で下回っ

ているが、全般におおむね横ばいである。 

  ◆ 個別算定経費に占める割合 

    個別算定経費に占める各臨時的経費の割合をみると、一般市、町村における割合

は相対的に高く、図表右下の４項目合計でみると2022年度は特別区および政令市

1.5％、中核市・施行時特例市3.5％、一般市5.7％、町村11.1％となっている。町

村については人口減少等特別対策事業費が大きく寄与しており、2022年度は4.5％

を占めている。 

    先ほど見た団体別構成比では町村の割合が漸減する項目がみられるが、個別算定

経費に占める割合ではほぼ前年度並みとなっている。 

    各臨時的経費の単位費用はいずれも前年度と変わらないため、算定結果の変動は

各種補正係数（段階補正、経常態容補正Ⅰ・Ⅱ）の見直しや測定単位（人口）の速

報値から確定値への置き換えなどが影響しているものと推察される。たとえば、取

組の必要度から取組の成果へと算定の比重をシフトさせている人口減少等特別対策

事業費の補正係数についてみると以下のような見直しが講じられている。 
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   【段階補正】 

    標準団体（10万人）未満で段階補正による割増補正がかかるが、この補正率は前

年度を３年連続で上回っている。 

   【経常態容補正】 

    指標として用いる「人口増減率」「転入者人口比率」「転出者人口比率」「年少

者人口比率」「若年者就業率」「女性就業率」「出生率」の年度更新、一人当たり

の各産業の売上高を算出する際の国調人口の確定値への置き換えなどがある。いず

れも算定式の係数も見直されており、各種指標の変化をある程度緩和しているもの

と推察される。 

 

図表６ 地方創生等臨時的経費の団体別の状況 

                 （個別算定経費に占める各臨時的経費の割合） 

   地方創生関連経費 
地域社会再生事.業

費 

地域デジタル

社会推進費 

    

   地域の元気創造事業費 
人口減少等特別対策

事業費 
    

   2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2021 2022     

団
体
別
構
成
比

 

特別区 0.9％ 1.0％ 1.1％ 3.0％ 3.1％ 3.0％ 1.0％ 1.0％ 1.0％ 2.7％ 2.6％     

政令市 8.2％ 8.3％ 8.5％ 9.6％ 9.5％ 9.2％ 5.3％ 5.5％ 5.6％ 7.6％ 7.6％     

中核市・施

行時特例市 
17.4％ 17.6％ 17.5％ 14.2％ 13.8％ 13.4％ 11.7％ 12.0％ 12.1％ 12.2％ 12.2％     

一般市 51.4％ 51.3％ 51.2％ 45.0％ 45.0％ 45.2％ 49.4％ 49.2％ 49.1％ 41.8％ 42.0％     

町村 22.0％ 21.7％ 21.7％ 28.2％ 28.6％ 29.3％ 32.6％ 32.3％ 32.2％ 35.7％ 35.6％ 
2021年度

合計 

2022年度

合計 

個
別
算
定
経
費
に
占
め
る
割
合

特別区 0.2％ 0.2％ 0.2％ 0.9％ 0.9％ 0.9％ 0.2％ 0.2％ 0.1％ 0.2％ 0.2％ 1.5％ 1.5％ 

政令市 0.4％ 0.5％ 0.5％ 0.7％ 0.7％ 0.7％ 0.2％ 0.2％ 0.2％ 0.2％ 0.2％ 1.5％ 1.5％ 

中核市・施

行時特例市 
1.2％ 1.2％ 1.2％ 1.4％ 1.3％ 1.3％ 0.6％ 0.6％ 0.6％ 0.4％ 0.4％ 3.5％ 3.5％ 

一般市 1.7％ 1.8％ 1.8％ 2.2％ 2.1％ 2.1％ 1.3％ 1.2％ 1.2％ 0.6％ 0.6％ 5.7％ 5.7％ 

町村 2.4％ 2.4％ 2.4％ 4.5％ 4.3％ 4.5％ 2.7％ 2.6％ 2.6％ 1.6％ 1.6％ 10.9％ 11.1％ 

(資料) 総務省「基準財政需要額及び基準財政収入額の内訳」より作成 

    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouhu.html 
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 4. 需要額の算定基礎の分析 

 

 次に需要額の算定基礎となる単位費用、測定単位、補正係数の動向についてみていこう。 

 

(１) 単位費用 

  ◆ 概 況 

    図表７－１・２は公債費を除く項目別の単位費用と単位費用に含まれる給与費の

前年度比較である。 

    単位費用が前年度を下回った項目数は、道府県分では38項目中28項目（前年度８

項目）、市町村分では42項目中28項目（前年度６項目）と大幅に増えた。それぞれ

個別の要因はあるものの、図表の「給与費の伸び率」のマイナス値が示すように単

位費用に含まれる給与費の減少の影響が大きい。これは既述した前年度期末手当の

減額調整にともない、給与費の統一単価が引き下げられたことによるものである。 

    図表９は給与費以外の主な増減要因である。昨年度は会計年度任用職員制度の平

年度化による経費増が注目されたが、今年度は既述の通り、2021年経済対策にとも

なう保健師、介護士、保育士等の処遇改善の10月以降の交付税措置、国調人口の更

新にともなう変動や児童福祉司や保健師の増員などが主なものである。 

    次に単位費用の算定基礎の見直しについてみていこう。 
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図表７－１ 単位費用の状況（公債費除く・道府県分） 

 
（円) 

  単位費用   

費  目 測定単位 2021 2022 
単位費用

伸 び 率

給与費の 

伸 び 率 

単位費用に 

占める給与 

費 の 割 合 

警  察  費 警察職員数 8,534,000 8,440,000 -1.1％ -1.0％ 97.3％ 

土

 

木

 

費

 

道路橋りょう費 

道路の面積 136,000 135,000 -0.7％ -0.9％ 10.1％ 

道路の延長 1,958,000 1,950,000 -0.4％   

河川費 河川の延長 187,000 184,000 -1.6％ -0.9％ 26.8％ 

港湾費（港湾） 

係留施設の延長 29,000 28,900 -0.3％ -0.9％ 58.9％ 

外郭施設の延長 5,640 5,460 -3.2％   

港湾費（漁港） 

係留施設の延長 10,200 10,200 0.0％ -1.2％ 62.6％ 

外郭施設の延長 5,230 5,050 -3.4％   

その他の土木費 人口 1,250 1,240 -0.8％ -0.9％ 51.5％ 

教

 

育

 

費

 

小学校費 教職員数 6,040,000 6,041,000 0.0％ 0.1％ 98.4％ 

中学校費 教職員数 6,089,000 5,943,000 -2.4％ -2.4％ 98.3％ 

高等学校費 
教職員数 6,708,000 6,666,000 -0.6％ -0.6％ 98.7％ 

生徒数 59,500 59,300 -0.3％ 0.3％ 21.4％ 

特別支援学校費 
教職員数 5,830,000 5,597,000 -4.0％ -4.0％ 98.3％ 

学級数 2,207,000 2,198,000 -0.4％ -0.9％ 31.8％ 

その他の教育費 

人口 3,360 3,380 0.6％ -0.5％ 30.1％ 

公立大学等 

学生数＊１ 
212,000 211,000 -0.5％   

私立学校等 

生徒数＊２ 
301,140 305,540 1.5％   

厚
生
労
働
費

 

生活保護費 町村部人口 9,480 9,440 -0.4％ -0.8％ 15.4％ 

社会福祉費 人口 19,400 19,700 1.5％ 3.2％ 5.1％ 

衛生費 人口 15,300 14,900 -2.6％ -0.4％ 12.6％ 

高齢者保健福祉費 
65歳以上人口 58,300 55,700 -4.5％ -6.4％ 0.7％ 

75歳以上人口 100,000 91,800 -8.2％   

労働費 人口 440 427 -3.0％ -0.6％ 75.6％ 

産
業
経
済
費

 

農業行政費 農家数 116,000 115,000 -0.9％ -0.9％ 67.6％ 

林野行政費 

公有以外の 

林野の面積 
5,300 5,220 -1.5％ -0.2％ 43.3％ 

公有林野の面積 15,400 15,400 0.0％ -0.6％ 2.0％ 

水産行政費 水産業者数 360,000 358,000 -0.6％ -0.7％ 64.2％ 

商工行政費 人口 2,070 2,010 -2.9％ -0.8％ 24.1％ 

総
務
費

徴税費 世帯数 5,980 5,700 -4.7％ -6.2％ 30.2％ 

恩給費 恩給受給権者数 879,000 854,000 -2.8％   

地域振興費 人口 554 536 -3.2％ 0.0％ 10.4％ 

地域の元気創造事業費 人口 950 950 0.0％   

人口減少等特別対策事業費 人口 1,700 1,700 0.0％   

地域社会再生事業費 人口 1,950 1,950 0.0％   

地域デジタル社会推進費 人口 520 520 0.0％   

包括算定経費 
人口 9,770 9,100 -6.9％   

面積 1,132,000 1,093,000 -3.4％   

(資料) 地方財務協会「地方財政」2022年５月号より作成 

(注) 網掛けは前年度を下回る数値 

(＊１) 高等専門学校及び大学の学生数 

(＊２) 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数  
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図表７－２ 単位費用の状況（公債費除く・市町村分） 

 
（円) 

  単位費用   

費  目 測定単位 2021 2022 
単位費用

伸 び 率

給与費の 

伸 び 率 

単位費用に 

占める給与 

費 の 割 合 

消  防  費 人口 11,700 11,500 -1.7％ -1.8％ 79.3％ 

土

 

木

 

費

 

道路橋りょう費 

道路の面積 71,700 71,300 -0.6％ -2.2％ 20.0％ 

道路の延長 191,000 190,000 -0.5％   

港湾費（港湾） 

係留施設の延長 28,200 28,000 -0.7％ -2.2％ 56.4％ 

外郭施設の延長 5,640 5,460 -3.2％   

港湾費（漁港） 

係留施設の延長 10,200 10,000 -2.0％ -2.3％ 61.4％ 

外郭施設の延長 3,710 3,550 -4.3％   

都市計画費 計画区域人口 994 968 -2.6％ -2.2％ 73.1％ 

公園費 
人口 534 528 -1.1％ -2.2％ 49.4％ 

都市公園の面積 37,000 37,000 0.0％   

下水道費 人口 99 101 2.0％   

その他の土木費 人口 1,430 1,380 -3.5％ -2.1％ 66.1％ 

教

 

育

 

費

 

小学校費 

児童数 44,500 45,000 1.1％   

学級数 912,000 893,000 -2.1％ -2.1％ 31.7％ 

学校数 10,862,000 11,573,000 6.5％ 13.2％ 50.0％ 

中学校費 

生徒数 42,300 42,000 -0.7％   

学級数 1,129,000 1,113,000 -1.4％ -2.1％ 30.5％ 

学校数 9,752,000 10,148,000 4.1％ 9.7％ 44.0％ 

高等学校費 
教職員数 6,641,000 6,545,000 -1.4％ -1.5％ 98.8％ 

生徒数 76,300 75,700 -0.8％ -0.8％ 18.1％ 

その他の教育費 

人口 5,740 5,640 -1.7％ -2.3％ 52.6％ 

幼稚園等就学前 

子ども数＊1 
674,000 715,000 6.1％   

厚
生
費

 

生活保護費 市部人口 9,430 9,450 0.2％ 0.6％ 20.4％ 

社会福祉費 人口 27,600 27,700 0.4％ -2.1％ 5.2％ 

保健衛生費 人口 8,210 8,310 1.2％ -2.2％ 16.9％ 

高齢者保健福祉費 
65歳以上人口 73,400 69,800 -4.9％ -8.5％ 9.7％ 

75歳以上人口 87,400 80,500 -7.9％   

清掃費 人口 5,170 5,020 -2.9％ -2.4％ 20.8％ 
産
業
経
済
費

 

農業行政費 農家数 93,800 90,500 -3.5％ -2.8％ 55.3％ 

林野水産行政費 林水産業従業者 401,000 471,000 17.5％ 7.7％ 10.8％ 

商工行政費 人口 1,390 1,350 -2.9％ -2.2％ 49.0％ 

総
務
費

 

徴税費 世帯数 4,310 4,150 -3.7％ -7.5％ 64.8％ 

戸籍住民基本台帳費 
戸籍数 1,160 1,120 -3.4％ -3.4％ 86.4％ 

世帯数 2,190 2,010 -8.2％ -8.1％ 70.2％ 

地域振興費 
人口 1,770 1,740 -1.7％ -2.1％ 21.5％ 

面積 1,037,000 1,025,000 -1.2％ -2.3％ 22.2％ 

地域の元気創造事業費 人口 2,530 2,530 0.0％   

人口減少等特別対策事業費 人口 3,400 3,400 0.0％   

地域社会再生事業費 人口 1,950 1,950 0.0％   

地域デジタル社会推進費 人口 760 760 0.0％   

包括算定経費 
人口 19,000 17,700 -6.8％   

面積 2,279,000 2,210,000 -3.0％   

(資料) 同上 

(注) 網掛けは前年度を下回る数値 

(＊１) 幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数  
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  ◆ 給与費の統一単価（一般職員分） 

    需要額の単位費用では標準団体における職員数とその構成を項目ごとに設定し、

これに給与の統一単価を乗じて人件費を算定している。項目ごとの職員配置は部・

課長、職員Ａ（経験年数の長い給与費の高い職員）、職員Ｂ（経験年数の浅い給与

費の低い職員）の４つの区分からなり、それぞれの給与単価が設定される。 

    図表８は一般職員分の職員給与単価の状況である。 

    道府県分、市町村分を通じて前年度期末手当の減額調整の関係で期末勤勉手当が

大幅に減少しており、給与単価の一時的な減少要因となっている。そのほかでは市

町村分の本俸や退職手当、共済組合負担金などが前年度を下回っており、職員構成

の若返りの進展の影響が推察される。算定上は人件費分が大きく縮小したようにみ

えるが、実質的には大きな変動はなかった。 

 

図表８ 職員の給与費単価（一般職員分） 

（円） 

   本  俸 扶養手当

管理職手当

又は 

時間外手当

管理職特別

勤 務 手 当 

期末勤勉

手  当
退職手当 基金負担金

共済組合

負 担 金
通勤手当 住居手当 合  計 

給与単価 

（千円） 

2021 

道府県分 

部長職 5,091,600 111,340 1,250,400 15,000 2,772,840 683,800 10,280 1,971,900 138,320 47,470 12,092,950 12,090 

課長職 4,558,800 111,340 872,400 12,800 1,980,960 612,250 8,420 1,669,940 138,320 47,470 10,012,700 10,010 

職員Ａ 4,026,000 111,340 281,820  1,754,260 540,690 6,930 1,475,720 138,320 47,470 8,382,550 8,380 

職員Ｂ 2,612,400 111,340 182,870  1,007,780 350,850 4,470 932,770 138,320 47,470 5,388,270 5,390 

市町村分 

部長職 4,675,200 102,900 986,400 12,800 2,027,370 738,210 9,800 1,671,080 66,970 33,250 10,323,980 10,320 

課長職 4,268,400 102,900 747,600 10,500 1,775,310 673,980 8,690 1,511,960 66,970 33,250 9,199,560 9,200 

職員Ａ 3,930,000 102,900 275,100  1,710,290 620,550 7,590 1,407,680 66,970 33,250 8,154,330 8,150 

職員Ｂ 2,548,800 102,900 178,420  981,130 402,460 4,850 892,020 66,970 33,250 5,210,800 5,210 

2022 

道府県分 

部長職 5,092,800 111,340 1,250,400 15,000 2,608,220 700,260 10,100 1,979,290 138,130 48,220 11,953,760 11,950 

課長職 4,558,800 111,340 872,400 12,800 1,862,910 626,840 8,290 1,679,690 138,130 48,220 9,919,420 9,920 

職員Ａ 4,026,000 111,340 281,820  1,635,290 553,580 6,800 1,481,480 138,130 48,220 8,282,660 8,280 

職員Ｂ 2,613,600 111,340 182,950  948,160 359,370 4,410 939,690 138,130 48,220 5,345,870 5,350 

市町村分 

部長職 4,647,600 102,900 986,400 12,800 1,895,180 704,580 9,530 1,650,640 66,880 33,780 10,110,290 10,110 

課長職 4,242,000 102,900 747,600 10,500 1,659,110 643,090 8,440 1,493,480 66,880 33,780 9,007,780 9,010 

職員Ａ 3,907,200 102,900 273,500  1,584,960 592,330 7,340 1,387,810 66,880 33,780 7,956,700 7,960 

職員Ｂ 2,532,000 102,900 177,240  916,640 383,850 4,710 881,280 66,880 33,780 5,099,280 5,100 

増減 

道府県分 

部長職 1,200 0 0 0 -164,620 16,460 -180 7,390 -190 750 -139,190 -140 

課長職 0 0 0 0 -118,050 14,590 -130 9,750 -190 750 -93,280 -90 

職員Ａ 0 0 0 0 -118,970 12,890 -130 5,760 -190 750 -99,890 -100 

職員Ｂ 1,200 0 80 0 -59,620 8,520 -60 6,920 -190 750 -42,400 -40 

市町村分 

部長職 -27,600 0 0 0 -132,190 -33,630 -270 -20,440 -90 530 -213,690 -210 

課長職 -26,400 0 0 0 -116,200 -30,890 -250 -18,480 -90 530 -191,780 -190 

職員Ａ -22,800 0 -1,600 0 -125,330 -28,220 -250 -19,870 -90 530 -197,630 -190 

職員Ｂ -16,800 0 -1,180 0 -64,490 -18,610 -140 -10,740 -90 530 -111,520 -110 

(資料) 同上 

 

    図表９は単位費用の主な見直し要因である。なお、処遇改善関連の項目は表中の

下線部分に該当する。下記ではその他の内容について解説する。 

  ◆ 単位費用の主な見直し ― 道府県分 

    道府県分では教育費や厚生労働費関連の標準団体における人員の増減が中心であ

る。 
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    小学校費については35人学級への段階的移行にともなう教職員の増員、中学校は

標準団体の生徒数の減少にともなう減員となっている。また、特別支援学校費では

知的障がい者、肢体不自由者、病弱者に対する教育を行う学校の標準団体教職員

（区分Ⅲの義務制）を845人から855人に増員している。 

    社会福祉費、衛生費では標準団体における児童福祉司、児童心理司、感染症対応

業務に従事する保健師の増員などが反映されている。児童福祉司については標準団

体における児童福祉司の人数を70人から78人に増員しており、児童心理司は現業員

等という項目で145人から148人に増員している。衛生費では標準団体における保健

所の人員（職員Ｂ）を187人から193人に増員している。 

    高齢者保健福祉費については2020年国調人口への更新にともない、標準団体の65

歳以上人口が50万人から53万人、75歳以上人口が29万人から32万人に引き上げられ

た。単位費用の算定は標準団体における一般財源充当経費を積算し、これを当該項

目の測定単位で除して単位費用を決定するため、測定単位の引き上げは単位費用を

引き下げる要因となるが、他の条件を一定とすれば実質的な財源保障に影響はない(９)。 

    林野行政費では林業普及指導に関する職員（職員Ｂ）を28人から29人に増員して

いる。 

    徴税費では2020年国調人口への更新にともない、世帯数が71万から75万に引き上

げられた。このほか例年と同様であるが地方税共通納税システムの経費拡充がある。 

    地域振興費では特別交付税で算定されていた「地方創生の推進に要する経費」が

一部移行しており、同経費の内訳にある「地方創生のための取り組みに要する経費」

の増額がはかられている。地財計画では地方創生枠としてまち・ひと・しごと創生

事業費１兆円が計上され、そのうち100億円が特別交付税で算定されているが、そ

の一部が地域振興費へと移転することは、事実上臨時的経費から経常経費へ転化さ

れているとみなすことができ、拙著でしばしば指摘してきた臨時的項目の経常経費

化の実例として注目に値する。 

    単位費用としては前年度を下回っており、これは過去の公共事業の起債（地方総

 

(９) 例えば65歳以上人口の項目では2022年度の一般財源充当経費の総額は294億9,610万７千円で、

これを53万人で除すると55,700円となる。2021年度の総額は291億4,675万５千円と2022年度を

下回っているが、65歳以上人口は50万人であるため、単位費用にすると58,300円と上回る。各

自治体の需要額の基本は単位費用と測定単位の積であるため、高齢者人口の増加に応じて経費

は従来通り算定される 
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合整備事業債等）の元利償還費の減少によるものである。 

  ◆ 単位費用の主な見直し ― 市町村分 

    市町村分についても教育費、厚生費を中心とする経費の拡充が中心で、おおむね

道府県分と共通した見直しである。 

    そのほかでは、生活保護費については標準団体の現業員（ケースワーカー）の職

員Ｂを23人から24人に増員、林野水産行政費では森林環境譲与税の増額にともなう

経費が追加されている。 

    また、国調人口の更新にともなう単位費用の見直しは、高齢者保健福祉費、徴税

費、戸籍住民基本台帳費で行われている。 

    地域振興費ではコミュニティ関連の経費が充実したものの、その他の地域資源活

用事業費やひとづくり事業費などが削減されたため、単位費用ベースでは減少して

いる。 
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図表９ 単位費用の主な増減理由 

 
   主   な   内   容 

道

 
 
 

府

 
 
 

県

 
 
 

分

 

警察費（警察職員数） 手数料等の見直し 

小・中学校費（教職員数） 小学校費：標準団体職員数（教職員）の増員 中学校費：同減員 

特別支援学校費（教職員数） 標準団体職員数（教職員）の増員 

その他の教育費（人口） 幼稚園教諭処遇改善事業分 

生活保護費（町村部人口） 扶助単価等の改定 

社会福祉費（人口） 

「令和４年度における児童福祉司等の配置目標について」にもとづく

標準団体職員数（児童福祉司・児童心理司）の増員、障がい者福祉職

員等処遇改善事業分、保育士処遇改善事業分 

衛生費（人口） 

感染症対応業務に従事する保健師の増員、未就学児に係る国民健康保

険料等の被保険者均等割の減額措置に要する経費の措置、看護師等処

遇改善事業分 

高齢者保健福祉費（65歳以上人口） 
2020年国勢調査人口への更新にともなう標準団体規模の見直し、介護

士等処遇改善事業分 

高齢者保健福祉費（75歳以上人口） 2020年国勢調査人口への更新にともなう標準団体規模の見直し 

林野行政費（公有以外の林野の面積） 標準団体職員数の増員 

水産行政費（水産業者数） 海区漁業調整委員数の増員 

徴税費（世帯数） 

2020年国勢調査人口への更新にともなう標準団体規模の見直し、地方

税共通納税システムの対象税目拡大に関するシステム改修費等の経費

措置 

地域振興費（人口） 
特別交付税で算定されていた「地方創生の推進に要する経費」の一部

移行 

包括算定経費（人口） 事業者・住民の脱炭素化に関する活動促進の経費措置 

市

 
 
 

町

 
 
 

村

 
 
 

分

 

小学校費（児童数） 2021年関連法改正による学級当たりの児童数見直し 

小・中学校費（学校数） 特別支援教育支援員の経費拡充 

その他の教育費（人口） 幼稚園教諭処遇改善事業分 

その他の教育費（幼稚園等就学前子ども

数）＊１ 
幼稚園教諭処遇改善事業分、特別支援教育支援員の経費拡充 

生活保護費（市部人口） 扶助単価等の改定、標準団体職員数の増員（職員Ｂ） 

社会福祉費（人口） 障がい者福祉職員等処遇改善事業分、保育士処遇改善事業分 

保健衛生費（人口） 
ＨＰＶワクチンの対応経費、未就学児に係る国民健康保険料等の被保

険者均等割の減額措置に要する経費の措置、看護師等処遇改善事業分 

高齢者保健福祉費（65歳以上人口） 
2020年国勢調査人口への更新にともなう標準団体規模の見直し、介護

士等処遇改善事業分 

高齢者保健福祉費（75歳以上人口） 2020年国勢調査人口への更新にともなう標準団体規模の見直し 

農業行政費（農家数） 農地利用最適化推進委員数の減員 

林野水産行政費（林業及び水産業者の従

業者数） 

2020年国勢調査人口への更新にともなう標準団体規模の見直し、森林

環境譲与税の譲与額増額にともなう経費の増額 

徴税費（世帯数） 

2020年国勢調査人口への更新にともなう標準団体規模の見直し、地方

税共通納税システムの対象税目拡大に関するシステム改修費等の経費

措置 

戸籍住民基本台帳費（世帯数） 2020年国勢調査人口への更新にともなう標準団体規模の見直し 

地域振興費（人口） 
住民活動支援事業に要する経費の拡充、住民共助による見守り・交流

の場や居場所づくり等への支援経費の拡充 

包括算定経費（人口） 事業者・住民の脱炭素化に関する活動促進の経費措置 

(資料) 同上および前掲「制度解説（単位費用編）」より作成 

(＊１) 幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 
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(２) 測定単位の状況 

   今年度は2020年国調人口の速報値から確定値への置き換え（人口）、2015年国調か

ら2020年国調への更新（高齢者人口、林業水産業者数、世帯数）が重要な見直しであ

る。また、毎年度の学校基本調査にもとづく教育費関連の測定単位も少子化傾向のな

かで減少傾向が続いている。 

   図表10は道府県分、市町村分の測定単位の伸び率を試算したものである。 

   道府県分（東京都除く）では人口および高等学校教職員数などの教育費関連の一部

の減少が中心で、市町村分に比べて減少項目が少ない。 

   一方、市町村分についても人口および教育費関連の測定単位の減少が中心であり、

団体別にみても同じような減少傾向がみられ、大都市で計画区域人口や中学校生徒数

などで増加傾向があるものの、全般的には人口減少社会の様相を呈している。 

   国調人口の速報値から確定値への置き換えの変動幅は小さいので、需要額への影響

は全体としては限定的なものと推察されるが、市町村分では公債費を除く需要額のな

かで測定単位を人口とする割合は８割弱を占めていることから、自治体間で算定結果

への影響には差が生じる可能性もある。 
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図表10 測定単位の前年度比伸び率（道府県分・市町村分） 

道府県分（東京都除く） 市町村分       

  単位
前年度比

伸び率 
  単位 市町村 大都市

中核市・

施行時特

例市 

都市 町村 

人  口 人 -0.06％ 人口 人 -0.06％ -0.07％ -0.05％ -0.07％ -0.06％ 

警察職員数 人 0.04％ 65歳以上人口 人 5.57％ 4.77％ 6.09％ 5.96％ 4.81％ 

道路 
面積 ㎢ 0.33％ 75歳以上人口 人 13.13％ 15.56％ 16.48％ 11.98％ 5.42％ 

延長 km 0.15％ 市部人口 人 -0.06％ -0.07％ -0.05％ -0.07％ -0.05％ 

河川の延長 km 0.00％ 計画区域人口 人 -0.22％ 2.11％ -0.65％ -1.33％ -2.80％ 

港湾 
係留 ｍ -0.83％ 

道路 
面積 ㎢ 0.34％ 0.26％ 0.43％ 0.34％ 0.33％ 

外郭 ｍ 0.06％ 延長 km 0.12％ 0.18％ 0.18％ 0.10％ 0.11％ 

漁港 
係留 ｍ 0.05％ 

港湾 
係留 ｍ -0.45％ -0.05％ -0.27％ -0.40％ -2.86％ 

外郭 ｍ 0.30％ 外郭 ｍ 0.13％ 0.28％ 0.20％ 0.46％ -1.02％ 

小学校費 教職員数 人 0.37％ 
漁港 

係留 ｍ 0.20％ -0.31％ 0.56％ 0.12％ 0.28％ 

中学校費 教職員数 人 0.12％ 外郭 ｍ 0.19％ 0.19％ 1.54％ 0.08％ 0.02％ 

高等学校費 
教職員数 人 -0.36％ 

小学校費 

児童数 人 -1.03％ -0.19％ -1.18％ -1.38％ -1.80％ 

生徒数 人 -2.22％ 学級数 学級 1.22％ 2.05％ 1.41％ 0.97％ -0.05％ 

特別支援 

学校費 

教職員数 人 0.36％ 学校数 箇所 -0.82％ -0.35％ -0.56％ -0.86％ -1.64％ 

学級数 人 0.79％ 

中学校費 

生徒数 人 -0.74％ 0.16％ -0.82％ -1.11％ -1.35％ 

その他の 

教育費 

公立大学等

学生数 
人 1.84％ 学級数 学級 0.33％ 0.59％ 0.44％ 0.18％ 0.12％ 

私立学校等

生徒数 
人 -1.72％ 学校数 箇所 -0.51％ 0.06％ -0.17％ -0.67％ -1.15％ 

町村部人口 人 -0.06％ 

高等学校費 

教職員数 人 -11.02％ -17.16％ -0.63％ -1.34％ 0.01％ 

公有地以外の林野の 

面積 
ha 0.00％ 生徒数 人 -11.04％ -16.59％ -1.75％ -1.34％ -4.68％ 

公有林野の面積 ha 0.00％ 
幼稚園等の子ども数

（幼稚園児数） 
人 -12.40％ -11.90％ -11.78％ -13.01％ -11.80％ 

水産業者数 人 0.00％ 農家数 戸 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 

恩給受給権者数 人 -15.73％ 林業水産業従業者 人 -12.71％ -4.28％ -11.61％ -13.53％ -12.68％ 

   世帯数 世帯 4.44％ 6.73％ 4.05％ 3.37％ 1.21％ 

   戸籍数 戸籍 -0.25％ 0.10％ -0.03％ -0.42％ -0.90％ 

   面積（地域振興費） 

㎢

0.06％ 0.12％ 0.09％ 0.06％ 0.03％ 

   面積（包括算定経費) -0.05％ -0.01％ -0.10％ -0.07％ -0.03％ 

   都市公園面積 1.22％ 0.50％ 0.48％ 1.71％ 1.95％ 

(資料) 前掲「計数資料」より作成 

(注) 網掛けは前年度を下回る数値  
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(３) 補正係数の分析 

  ◆ 項目別の補正率の動向 

    地方交付税法では、需要額の項目ごとに適用すべき補正係数の種類を規定してお

り、複数の補正係数を連乗加算して最終補正係数を算出し、これを測定単位に乗じ

て、補正後の測定単位と単位費用を掛け合わせて需要額を算出している。したがっ

て、補正前と補正後の測定単位の比率は、項目ごとの割増しや割落し率を意味する。

本稿ではこれを補正率と呼ぶこととする。 

    図表11は2020年度から2022年度にかけての市町村分の項目別補正率の状況である。

３年間を比較するのは各年度の国調人口の変化にともなう補正係数との相関、およ

び包括算定経費に代表されるように、この間の留保財源の変動にともなう単位費用

の増減と補正係数との相関の可能性をみるためである。 

    まず、市の算定をみると国調人口の速報値に置き換えられた2021年度は、人口を

測定単位とする複数の項目で前年度を上回る補正率がみられ、臨時的項目について

も地域の元気創造事業費や地域社会再生事業費で伸びている。確定値に更新された

2022年度も前年度を上回る補正率となった項目が多く、人口や教育関連項目の測定

単位の減少による需要額への影響を補正係数によって減殺している可能性が考えら

れる。 

    一方、町村の算定をみると2021年度、2022年度とも市の算定以上に前年度を上回

る補正率の項目が多く、2021年度を下回る項目でも2020年度水準と比較すると大幅

に上回っているものが散見される。また、町村の特徴として包括算定経費（人口）

補正率も２年連続で上昇しており、とりわけ2022年度は単位費用の大幅な減少にと

もなう町村への影響を緩和する役割を果たしたとみることができる。 
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図表11 項目別の補正率（補正後測定単位／補正前測定単位）の状況 

 
 市 町村 

  測定単位 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

消防費 人口 1.103 1.101 1.095 1.696 1.839 1.933 

道路橋りょう費 
道路の面積 1.363 1.361 1.381 1.445 1.439 1.450 

道路の延長 2.456 2.383 2.252 1.242 1.207 1.156 

港湾費（港湾） 
係留施設の延長 1.034 1.033 1.033 1.008 1.008 1.008 

外郭施設の延長 1.736 1.727 1.713 1.147 1.137 1.123 

港湾費（漁港） 
係留施設の延長 1.005 1.005 1.005 1.001 1.001 1.001 

外郭施設の延長 1.226 1.219 1.212 1.180 1.175 1.169 

都市計画費 都市計画区域における人口 1.551 1.541 1.536 1.012 1.013 1.014 

公園費 
人口 1.282 1.259 1.235 1.069 1.045 1.025 

都市公園の面積 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

下水道費 人口 49.901 48.906 48.454 93.116 93.668 91.271 

その他の土木費 人口 1.063 1.088 1.109 1.478 1.704 1.714 

小学校費 

児童数 1.081 1.087 1.090 1.519 1.543 1.564 

学級数 1.251 1.225 1.226 1.376 1.335 1.334 

学校数 1.031 1.029 1.028 1.064 1.060 1.063 

中学校費 

生徒数 1.064 1.066 1.071 1.541 1.568 1.594 

学級数 1.276 1.243 1.249 1.484 1.436 1.427 

学校数 1.016 1.017 1.017 1.044 1.039 1.041 

高等学校費 
教職員数 1.068 1.066 1.060 1.014 1.120 1.014 

生徒数 1.096 1.085 1.089 1.358 1.326 1.369 

その他の教育費 
人口 2.528 2.518 2.548 1.956 2.000 1.978 

幼稚園の幼児数 1.039 1.034 1.048 1.040 1.018 1.027 

生活保護費 市部人口 1.018 1.006 1.005 0.769 0.778 0.766 

社会福祉費 人口 1.003 1.000 1.010 1.194 1.219 1.217 

保健衛生費 人口 1.657 1.637 1.628 2.389 2.441 2.430 

高齢者保健福祉費 
65歳以上人口 0.982 0.980 0.973 1.236 1.223 1.187 

75歳以上人口 1.026 1.054 1.005 1.017 1.029 1.011 

清掃費 人口 1.368 1.384 1.378 1.270 1.268 1.274 

農業行政費 農家数 1.106 1.313 1.254 1.608 1.824 1.758 

林野水産行政費 林業、水産業の従業者数 1.351 1.335 1.386 1.546 1.525 1.526 

商工行政費 人口 1.153 1.151 1.147 1.736 1.972 1.961 

徴税費 世帯数 0.853 0.836 0.827 2.179 2.296 2.351 

戸籍住民基本台帳費 
戸籍数 0.970 0.966 0.966 1.341 1.330 1.349 

世帯数 0.910 0.910 0.900 2.012 2.060 2.114 

地域振興費 
人口 6.516 6.720 6.612 8.208 9.461 9.383 

面積 1.976 1.953 1.967 1.016 1.016 1.023 

地域の元気創造事業費 人口 0.716 0.780 0.782 2.152 2.402 2.402 

人口減少等特別対策事業費 人口 0.727 0.724 0.719 3.032 3.223 3.300 

地域社会再生事業費 人口 0.623 0.628 0.629 3.212 3.324 3.318 

地域デジタル社会推進費 人口   0.876 0.879   5.403 5.382 

包括算定経費 
人口 0.847 0.838 0.838 1.764 1.854 1.862 

面積 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

(資料) 同上 

(注) 網掛けは補正率が前年度を上回る数値  
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  ◆ 補正係数の動向 

    各補正係数が補正率にどの程度の影響を与えているか、連乗加算される係数のう

ち加算分の割増効果についてみてみよう。関係資料では需要額全体のうち加算分の

補正係数ごとの加算額が記載されており、このデータの推移をみる。 

    図表12は、補正係数の需要額への加算額の状況を過去10年間にわたりみたもので

ある。主な傾向や特徴的な点は以下の通りである。 

   ・事業費補正  ：過去10年間では公債費の交付税措置の一つである事業費補正が

引き続き減少傾向となっており、土木費関連の各項目や地域振

興費等の補正率の低下の要因となっている。 

   ・態容補正（Ⅱ) ：都市化の程度や行政権能等の状況を反映する態容補正は、2017

年度に義務教育教職員の給与負担等の権限が道府県から政令市

に移譲され、小・中学校費で補正係数を加えたことから、急上

昇したが、その後は横ばいである。 

   ・密度補正   ：人口や行政サービス利用者等の密度の違いによる費用の多寡を

反映する密度補正は、6,000億円から8,000億円の間で推移して

いるが、2022年度は前年度を上回る水準となっている。要因の

特定はできないが、社会福祉費における幼児教育・保育の無償

化にともなう施設運営費の単価を引き上げたことなどが要因の

一つと推察される。 

   ・投資補正   ：社会資本インフラや公共施設の整備の必要性を補正する投資補

正は、2021年度から2022年度にかけてほぼ横ばいである。 

   ・数値急減補正 ：国調人口等の更新にともなう需要額の変動を緩和する数値急減

補正は、更新時期に高い係数をかけ、５年間で本来の算定水準

に収れんする。そのため、2016年度、2021年度に上昇し、その

後低下する傾向をたどる。 

   ・寒冷補正   ：寒冷や積雪の程度による行政経費の差を補正する寒冷補正は、

既述のように積雪度の級地の見直しが行われたことから、2022

年度は前年度を上回っている。 
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図表12 補正係数（加算項目）による需要加算額の推移 

 

(資料) 同上 

 

  ◆ 段階補正の上限値の動向 

    人口規模に応じた行政コストの多寡を補正する段階補正は、小規模自治体ほど割

高なコストになるため、割増補正がかかるようになっている。同補正は加算項目で

はないため、需要額の増額効果を直接みることはできないが、需要項目によってそ

の上限値が設定されており、これに注目することで各年度の割増効果を推測するこ

とができる。 

    図表13は段階補正が適用されている市町村分の項目の上限値について、過去10年

間の推移をみたものである。 

    2022年度は昨年度ほどではないものの、７項目で前年度の上限値を上回っており、

測定単位の改定に合わせて主要項目の割増率をさらに引き上げ、小都市以下の自治

体の需要額への影響を緩和したと推察される。また、留保財源に対応して単位費用

が抑制される傾向に対しても、上限値の引き上げが寄与している可能性も推察され

る。 

    過去10年でみると消防費、その他の土木費、商工行政費、徴税費、戸籍住民基本 
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図表13 段階補正の上限値の推移 

 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

消防費（人口） 2.065 2.105 2.100 2.095 2.110 2.120 2.120 2.105 2.115 2.735 2.890 

その他の土木費（人口） 1.650 1.630 1.845 1.925 1.935 1.880 1.940 2.005 2.045 2.990 3.015 

その他の教育費（人口） 2.160 2.150 2.250 2.210 2.205 2.190 2.210 2.205 2.130 2.145 2.110 

社会福祉費（人口） 1.565 1.540 1.540 1.350 1.330 1.325 1.325 1.420 1.395 1.395 1.405 

保健衛生費（人口） 3.115 2.990 2.960 2.865 2.875 2.860 2.895 2.880 2.900 2.960 3.035 

高齢者保健福祉費（65歳以上人口) 1.796 1.758 1.744 1.734 1.702 1.651 1.718 1.685 1.657 1.635 1.586 

農業行政費（農家数） 2.383 2.383 2.383 2.383 2.383 2.383 2.383 2.383 2.383 2.860 2.860 

商工行政費（人口） 2.427 2.420 2.645 2.660 2.740 2.830 2.715 2.710 2.705 3.565 3.535 

徴税費（人口） 3.180 3.280 3.500 3.540 3.600 3.670 3.660 3.750 3.810 4.380 4.625 

戸籍住民基本台帳費（戸籍数) 1.470 1.490 1.519 1.591 1.578 1.551 1.508 1.508 1.521 1.599 1.609 

戸籍住民基本台帳費（世帯数) 2.260 2.380 2.440 2.420 2.380 2.440 2.440 3.470 3.470 3.630 3.834 

地域の元気創造事業費（人口）     15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

人口減少等特別対策事業費（人口）     15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

地域社会再生事業費（人口）               10.000 10.000 10.000 

包括算定経費（人口） 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

(資料) 市町村の普通交付税算出資料より作成（かっこ内は測定単位） 

(注１) このほか生活保護費、地域振興費（人口）、地域デジタル社会推進費は上限なし 

(注２) 網掛けは前年度を上回る数値 

 

   台帳費などの上限値は大幅に上昇している。 

    段階補正は、かつて2002～2004年度にかけて、行政効率のよい上位３分の２の決

算をもとに約2,000億円程度が縮減されたが、その後、2010年度にはその３分の１

程度が復元された。近年の上限値の動向はさらに復元が図られたとみることもでき

るが、人口減少局面における財源保障の対応としては復元か否かにかかわらず、必

要な見直しといえるだろう。 

 

 

 5. 算定結果の分析 ― 都道府県・市町村団体別 

 

(１) 都道府県の需要額の状況 

   道府県分の需要額の算定結果を都道府県別にみてみよう。 

   図表14は臨財債控除前の需要総額の伸び率を主要経費項目別に表したものである。

図の見方はグラフ中の数値が需要総額の伸び率、棒グラフは需要総額の伸び率に対し

て各項目が何％ポイント（以下「％pt」と表記）寄与したかを表したもので、各項目

の合計が総額の伸び率となる。なお東京都の数値は都区合算のうち東京都分のみであ 
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図表14 都道府県別（道府県分）の需要額（臨財債控除前）の伸び率 

(資料) 前掲「基準財政需要額及び基準財政収入額の内訳」より作成 

 

  る。 

   総額の伸びは昨年度とは対照的に大阪府を除く都道府県で前年度比マイナスとなっ

ており、個別算定経費や包括算定経費を中心にほぼすべての経費項目で下回っている。

唯一大阪府の個別算定経費がプラスとなっているのは、高等学校費（教職員数）の増

加が寄与しており、2022年に大阪市立３高校を府立校に統合した影響とみられる。 

   総額の減少率が大きかった青森県、秋田県、新潟県、島根県、徳島県の個別算定経

費に注目すると、地域振興費の減少の影響が大きく、同項目で算定されている公共事

業債や単独事業債等の元利償還金の減少によるものとみられる。また、中学校費や高

等学校費などの教育費関連の減少幅も比較的大きく、単位費用の減少と相まって少子

化にともなう教職員数や生徒数等の測定単位の減少の影響とみられる。このほか青森

県を除いて高齢者保健福祉費（75歳以上人口）の減少も影響しており、75歳以上人口

の伸びが関東圏や関西圏などに比べて著しく低く、これに単位費用の減少が重なるこ

とで減少幅を大きくしたとみられる。全国的な測定単位の動向をみると高齢者人口の

増加が都市圏に移りつつあり、地方圏の高齢化進展がピークを超えつつある状況が算

定にも表れたと考えられる。 

   包括算定経費は単位費用の減少幅が大きかったことから需要額全体の減少に大きく
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影響しているが、人口を測定単位とする項目では段階補正が適用されることから、人

口の少ない地方圏では減少率が相対的に低くなっている。 

   一方、増加要因として地方創生等臨時的経費に注目すると、プラスに寄与したのが

約半数の24府県で、最も需要額を押し上げたのは山梨県の0.14％pt、次いで佐賀県の

0.11％pt、熊本県の0.10％ptなどの順となっている。ただし、４つの臨時項目とも前

年度と同額であることから、測定単位の変動や補正係数の見直しを通じて都道府県間

の配分が変化した結果とみられる。基本的に人口減少等特別対策事業費や地域社会再

生事業費などは条件不利地域を含む地方圏の算定に配慮されているものの、徳島県を

除く四国３県では４項目すべてで前年度を下回るなど、測定単位の減少幅や補正係数

の割増効果の差などの影響が考えられる。 

   このほか、公債費については、例年と同様に臨財債の償還費が増加傾向にある一方

で、財源対策債が引き続き主な減少要因となっており、全体としてマイナス基調と

なっている。地財対策における財源対策債の発行は抑制されており、今後も公債費は

減少傾向が続くと予想される。 

 

(２) 市町村の需要額の状況 

   次に市町村の状況を交付団体、不交付団体（特別区分は除く）をあわせて団体別に

みてみよう。 

  ◆ 需要額の総額（臨財債控除前） 

    図表15－１は需要額（臨財債控除前）の伸び率の分布状況である。図中の数字は

各伸び率に含まれる自治体数を表している。 

    前年度とは対照的に今年度はほぼ全面的な減少基調となっており、減少率はマイ

ナス１％から２％台を中心に、団体規模が小さくなるほど高い減少率の分布が増え

る傾向がみられる。前年度を上回ったのは中核市・施行時特例市から一般市にわ

たっては１割未満、町村では１割強にとどまり、伸び率もほぼ１％前後である。今

年度の場合、需要額全体が縮小しているため、全体が伸びることはなく市町村間で

需要額の割り当ての差が増減の結果に表れたとみることができる。 

    減少の主な共通要因は個別算定経費の消防費、厚生費の一部、総務費の地域振興

費。その他では公債費、包括算定経費（人口）などが中心で、単位費用の引き下げ

に加え、団体規模による測定単位の動向や自治体規模に応じた補正係数の影響が加

わったものとみられる。 
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図表15－１ 需要総額（市町村分・臨財債控除前）の伸び率の団体別分布 

 

(資料) 同上 

 

    前年度を上回る自治体も中核市・施行時特例市から町村にわたりみられ、町村で 

   は１割強を占めており、各項目で段階補正などの補正係数の割増効果が影響してい

ると考えられる。 

    以下では個別算定経費、地方創生等臨時的経費、公債費、包括算定経費の全体の

伸び率に対する寄与度（何％pt増減に影響したのか）を団体別にみていく。 

  ◆ 個別算定経費（地方創生等臨時交付金除く） 

    個別算定経費は需要額全体の７割を占めるため、需要額全体の主要な決定要因と

なっている。 

    図表15－２は団体別の寄与度の分布を表したものである。全体的にマイナス値の

分布が多く、需要額の減要因となっていることがわかる。 

    一般市や町村ではマイナス２％pt～０％pt未満の分布が約７割を占めており、図

表15－１の需要額全体でみた場合よりマイナスの寄与度の分布は小さい。つまり、

需要額全体の減少率は包括算定経費などの個別算定経費以外のマイナスの影響が重

なった結果であると推察される。 

    個別算定経費の内訳で主な減少要因をみると以下のような特徴がある。 

   ・消防費 政令市から中核市・施行時特例市にわたり、ほとんどの自治体で前年度

を下回っている。また一般市でも８割弱が同様の傾向にある。これに対
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し町村は16％程度にとどまっている。 

   ・その他の教育費（人口） 

        政令市では65％、中核市・施行時特例市から町村にわたっては８～９割

以上で前年度を下回っており、需要額の減少率への影響も一般市や町村

を中心に比較的大きい傾向がみられる。 

   ・清掃費 ほぼ、すべての団体で前年度を下回っているが、一般市や町村の減少率

への影響は小さい。 

   ・地域振興費（人口） 

        政令市から一般市で約９割以上、町村では８割が前年度を下回っている。

既述の通り公共事業債や単独事業債の減少にともなう単位費用の低下に

よるものである。 

   ・高齢者保健福祉費（65歳以上人口） 

        前年度を下回る割合は政令市から中核市・施行時特例市にわたっては２

～４割程度にとどまっているのに対し、一般市や町村では著しく高く、

一般市では75％、町村では90％であった。国調人口の高齢者人口の更新

にともなう高齢者人口の伸びと単位費用の減少の２つの影響の差による

ものと推察され、一般市や町村では高齢者人口の伸びが鈍化し、単位費

用の減少の影響がこれを上回ったためとみられる。 

   ・高齢者保健福祉費（75歳以上人口） 

        65歳以上人口と同様の理由によるものであるが、前年度を下回る割合は

一般市が52％にとどまるのに対し、町村では78％と多くの自治体におけ

る減少要因となっている。なお、政令市の多くは前年度を上回っており、

大都市圏の高齢者の増加傾向が算定に表れていると推察される。 

    以上の特徴をみると各団体共通の要因に加え、一般市や町村では高齢者人口の更

新の影響も算定結果に影響しているとみられる。 
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図表15－２ 需要総額の伸び率における個別算定経費の寄与度 

 

(資料) 同上 

 

  ◆ 地方創生等臨時的経費 

    図表15－３は地方創生等臨時的経費の需要額における寄与度の団体別分布を表し

たものである。 

    総額が一定のため需要額の団体別の割り当ての差とみることができるが、政令市

から中核市・施行時特例市にわたっては７割程度がマイナス値に分布しているのに

対し、一般市では約５割強、町村では６割強がプラス値の分布となっている。 

    ４項目別にみると前年度を下回った自治体数には以下のような特徴がみられた。 

   ・地域の元気創造事業費 

    政令市では25％にとどまったが、中核市・施行時特例市および町村では５割強、

一般市では６割強となった。 

   ・人口減少等特別対策事業費 

    政令市および中核市・施行時特例市の約９割に上るのに対し、一般市では４割弱、

町村では３割弱にとどまった。地方創生の取り組みの成果への算定シフトにあわ

せて、条件不利地域の割増係数をかけており、昨年度以上に都市圏と地方圏の配

分調整の効果が表れている。 

   ・地域社会再生事業費 

    人口減少社会を踏まえた需要額算定であるが、政令市や中核市・施行時特例市の 
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図表15－３ 需要総額の伸び率における地方創生等臨時的経費の寄与度 

 

(資料) 同上 

 

３割～４割にとどまったのに対し、一般市、町村では５割～６割と予想以上に多

くみられた。ただし減少率はコンマ以下で必ずしも大きな影響があるとはいえな

い。 

   ・地域デジタル社会推進費 

    地域社会再生事業費とほぼ同様の傾向である。 

    地方創生等臨時的経費の総額は昨年度と同額であるが、町村の算定結果は2021年

度と比べて大きく変化している。特に地域の元気創造事業費や人口減少等特別対策

事業費で前年度を下回ったのは前者が22％、後者が25％にとどまっており、これと

比べると今年度は町村でも前年度を下回った自治体数がかなり増加する結果となっ

た。 

    ただし、図表６でみたように地方創生等臨時的経費の個別算定経費に占める割合

は漸増しており、需要額全体が縮減するなかでは下支え効果として機能したことは

確認できる。 

  ◆ 公債費 

    公債費の動向は前年度とあまり変化はなく、共通して臨財債の償還費が増加傾向 

   にあるため、需要額に対してプラス値で寄与する自治体が多く、マイナス値となる
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のは１～３割の自治体にとどまる。減少要因としては合併特例債償還費がピークを

過ぎたことや減税補てん債、財源対策債などの減少があげられる。 

  ◆ 包括算定経費 

    図表15－４は包括算定経費の需要額における寄与度の団体別分布を表したもので

ある。 

    人口および面積を測定単位とする項目の単位費用がいずれも引き下げられたこと

から、すべての自治体で前年度を下回っている。団体別の分布状況では小規模団体

ほどマイナス値が高い分布の割合が高くなっているが、これは人口を測定単位とす

る項目の減少に加えて、面積を測定単位とする項目の減少率が高い自治体が多いこ

とが原因の一つとみられる。また、町村などでは国調人口の確定値への置き換えに

よる測定単位の減少が影響していることも考えられる。 

    いずれにしても需要額全体の減少基調において、包括算定経費のマイナスの影響

が小規模な自治体ほど大きく表れていることがわかる。 

 

図表15－４ 需要額の伸び率における包括算定経費の寄与度 

 

(資料) 同上 
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 結び ― 人口減少社会で問われる交付税算定 

 

 今年度は2020年国調の速報値から確定値への更新、2020年国調の高齢者人口や世帯数へ

の置き換えなど、昨年に引き続き測定単位の影響が注目される算定であった。なかでも高

齢者人口については都市圏で急増する一方で地方圏の伸びが鈍化しており、道府県分や市

町村分の需要額の伸び率に都市、地方の格差をもたらしている可能性が確認された。市町

村分では人口および高齢者人口を測定単位とする需要額の個別算定経費に占める割合は９

割弱に上っており、今後、人口関連の測定単位の減少が進むにつれて交付税配分が地方圏

から都市圏へとシフトする流れが強まる可能性が予想される。 

 こうした都市圏と地方圏の格差是正として、ここ数年にわたり地方創生関連経費（地域

の元気創造事業費、人口減少等特別対策事業費）が極めて高い段階補正を通じて、小規模

自治体の需要額を引き上げる役割を果たしてきた。事実、図表６でみたように町村の個別

算定経費に占める同経費の割合は合わせて約７％を占めており、交付税配分機能として無

視できない規模である。 

 しかし、これらはあくまで約１兆円の需要の割り当てを町村に手厚くするものであり、

人口を測定単位とすることから都市圏、地方圏を通じた人口減少社会の財政需要自体をと

らえることはできない。もちろん、人口関連の測定単位の多寡が財政需要と正の関係にあ

るのはいうまでもないが、近年の地方圏における公共交通の確保問題、森林等の環境保全、

空き家問題、過疎地域での給油や買い物難民の問題など、人口減少がもたらす自治体の政

策課題も増え始めている。交付税算定のあり方にも、こうした人口減少社会の需要を織り

込んだ要素が求められる。 

 その点では新規項目として2020年度に創設された「地域社会再生事業費」がこうした考

え方に近い算定項目といえる。この算定では人口の減少率などの人口構造の変化と非人口

集中地区人口などの人口の集積度に応じた補正係数を用いて、高齢者人口などを含む人口

減少状況をプラスの需要として算定している。ただし、その規模は4,200億円にとどまり、

測定単位も人口であることから需要額を下支えするには不十分である。また、同項目は地

方交付税法の附則を根拠とする臨時的（「当分の間」ではあるが）なものであり、標準的

行政としては不安定さもある。こうした項目を足がかりに人口関連以外の外形的な測定単

位にもとづく算定が必要なのではないだろうか。 

 最後に来年度の算定へ向けた見通しを述べておく。 
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 2022年12月２日に岸田政権の経済対策の裏付けとなる第２次補正予算が成立した。一般

会計予算規模は28.9兆円で、物価高騰対策、新型コロナウイルス対策、岸田政権のかかげ

る新しい資本主義などが盛り込まれている。このなかで交付税についても追加配分として

再算定が行われる。これは交付税の原資である国税５税の法定率分が、当初の見込みに対

し2021年度決算、2022年度決算見込みをあわせて1.9兆円上振れすることから、このうち

の約５千億円を「臨時経済対策費」として需要額の項目に新設し、追加交付するものであ

る。道府県分、市町村分とも単位費用は1,800円で測定単位は人口、段階補正が適用され

る見通しである。なお、再算定は昨年に引き続き２年連続となり、残余は2023年度の交付

税総額に加算される予定である。 

 岸田政権が進めるデジタル田園都市構想では、2022年６月に閣議決定された同基本方針

において「2023年度から、マイナンバーカードの普及状況等も踏まえつつ、マイナンバー

カードの交付率を普通交付税における地域のデジタル化に係る財政需要の算定に反映する

ことについて検討する」と明記され、2023年度の算定に反映する見通しである。算定項目

は2021年度から2022年度までとされていた「地域デジタル社会推進費」を存置する見通し

であり、具体的な算定方法は不明であるが、現行の経常態容補正に組み込まれる可能性が

高い。2022年11月現在のマイナンバーカードの人口に対する交付枚数率は全国平均で５割

強となっているが、市町村ごとにみると最大９割強、最少３割弱と大幅な格差がある。お

そらく普及率を単純に需要額の多寡に反映させることはないだろうが、スマートフォンに

よるカード機能のアプリケーション化が主流となるなかで、カード普及率を交付税算定に

組み込むこと自体、標準的行政として大いに疑問が残るところである。 

（とびた ひろし 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 

 

キーワード：保育士・看護職・介護職等処遇改善／地域社会再生事業費／ 

      地域デジタル社会推進費／留保財源／人口減少 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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中央の動き 
 
 

 

◎地域インフラを「群」として整備など提言 

―

 国交省 

 国交省の社会資本整備審議会技術部会は12月２日、

「総力戦で取り組むべき次世代の『地域インフラ群再

生戦略マネジメント』」を提言した。今後もインフラ

の老朽化が進む中、市町村では財政・人材面から維

持・管理が追いつかないため、既存の行政区域にとら

われず広域・複数・多分野の施設を「群」としてまと

めて捉え、①自治体は民間活力や新技術活用を念頭に

必要な組織体制を構築②メンテナンスの生産性向上に

資する新技術の活用と技術開発の促進③インフラメン

テナンス分野のデータ標準化などデジタル国土管理の

実現④国民が戦略マネジメント計画策定に参画など国

民参加・パートナーシップの展開 ― などを提言した。 

 一方、国交省は12月15日、流域治水施策集をまとめ

た。気候変動による水害被害の増大が危惧される中、

流域全体で水害を軽減させる「流域治水」への転換が

求められているため、実施主体別の施策の目的・役割

分担・支援制度をはじめ、推進のポイントなどを整理

した。同省は、流域治水協議会を通じて関係者の共有

を進めるとしている。 

◎自然災害対策情報にはハザードマップを 

―

 内閣府 

 内閣府は12月６日、防災に関する世論調査を発表し

た。自然災害への対処方法を家族等と話しあったこと

について61％が「ある」と回答。話しあう内容では

「避難場所・避難経路」81％、「食料・飲料水」65％、

「家族等の連絡手段」59％の順で多い。また、地震へ

の準備対策では「懐中電灯など」54％、「食料・飲料

水、日用品、医薬品など」41％が多く、風水害対策で

は「情報を意識的に収集」が77％で最も多かった。一

方、自然災害対策で充実してほしい情報では「ハザー

ドマップ」が52％で最も多く、次いで「避難場所・避

難経路」48％、「過去に自然災害が発生した場所を示

す地図」43％などが多かった。 

 一方、総務省消防庁は12月20日、消防団の調査結果

を発表した。2022年４月１日現在の消防団員数は78万

3,578人で前年より２万1,299人（2.6％）減少。入団者

３万3,445人を退団者５万4,744人が上回ったため。う

ち女性消防団員は２万7,603人で前年より286人（１％）

増えたが若年層（30代以下39％）は減少している。 

◎地方議員の請負規制緩和など改正自治法が成立 

 改正地方自治法が12月10日の参議院本会議で賛成多

数で可決・成立した。地方議員のなり手不足解消の一

環として請負規制の明確化・緩和、民間企業に「立候

補休暇」の取組要請などが柱。５与野党が共同提出し

た。具体的には、請負総額が政令で定める額を超えな

い者を議員個人による請負規制の対象から除外する。

政府は同額を年間300万円未満と想定している。また、

政府は事業主に対し、雇用者が立候補できるよう「立

候補休暇」を就業規則に定めるよう促すとした。春の

統一地方選挙までに施行する予定。 

 なお、全国都道府県議会議長会など議会３団体は11

月11日、「住民の付託にこたえ活力ある地方議会を目

指す全国大会」を開き、地方議会の位置付け・職務等

の地方自治法への明文化、議員の請負禁止の範囲明確

化・緩和などを求める大会決議を採択。また、全国町

村議会議長会は11月30日、「町村議員のなり手不足解

決に向けた意見」を発表した。前回の統一地方選挙で

無投票の町村議員が23％、８町村で定員割が生じたと

し、なり手不足解消の一環として兼業禁止規定につい

て個人請負も法人と同じ要件に緩和するよう求めた。 

◎農地法の国関与や権利取得規制など検討へ 

―

 農水省 

 農水省は12月12日、農地法制のあり方研究会の初会

合を開催した。世界の食料事情の不安定化や多様な主

体の農地利用など農地をめぐる情勢が大きく変化して

いるため、①農地確保の国の関与や食料安保の観点か

らのゾーニング②農地の権利取得規制や営農型太陽光

発電など農地の適正利用③担い手の６次産業化や川下

等との連携強化の支援策 ― などのあり方を検討する。

同省は、農地面積は433万㌶（2022年）でピーク時

（1961年）の約７割に減少する一方、法人経営が10年

前の2.5倍に増加。また、営農型太陽光発電の約２割

で営農に支障があるなどの課題を指摘した。 

 一方、政府は12月５日、農林水産物・食品の輸出拡

大実行戦略を改訂した。５兆円の目標達成に向け、

2023年度以降の実施施策に①都道府県・輸出支援プ

ラットフォーム連携フォーラムを設置し、都道府県の

海外プロモーションを推進②都道府県版農林水産物・

食品輸出プロジェクトの組織化で産地をサポート ― 

などを盛り込んだ。 

◎青少年のＩＣＴ活用で検討会発足 

―

 総務省 

 総務省は12月14日、青少年のＩＣＴ活用のためのリ

テラシー向上ワーキンググループ（ＷＧ）の初会合を

開催した。同省は11月４日に「ＩＣＴ活用のためのリ

テラシー向上に関する検討会」を発足させている。同

検討会は、ＩＣＴ活用が当然となる中、市民が自分た

ちの意志で自律的にデジタル社会と関わる「デジタ

ル・シティズンシップ」で求められるリテラシーとそ

の向上方策を検討するもので、検討課題に①デジタル
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社会で身につけるべきリテラシーのあり方②今後のデ

ジタル社会におけるリテラシー向上推進方策と実施状

況 ― などを挙げている。 

 ＷＧでは、このうち青少年のＩＣＴ活用に向けたリ

テラシー向上策と、併せて青少年を保護するための

フィルタリングサービス、ペアレンタルコントロール

による対応の推進方策など青少年のインターネット利

用環境整備のあり方を検討する。 

◎大学院の授業料後納付制度創設を提言 

―

 文科省 

 文科省の大学院段階の学生支援の新制度検討会は12

月15日、在学中は授業料を徴収せず卒業後に所得に応

じて納付する新たな「授業料の受益後納付」制度の創

設を求める報告書をまとめた。経済的理由から就学が

困難な学生や学び続ける社会人が大学院にチャレンジ

することを後押しするもので、対象は修士課程・専門

職大学院の授業料。本人の収入などに基づき入学前か

ら直後にかけて一定の事前審査を経て対象者を決定す

る。実施時期は2024年秋入学から開始するとした。 

 一方、総務省は12月９日、選挙管理委員会の主権者

教育の調査結果を発表した。2021年度に出前授業を実

施した選挙管理委員会は592。都道府県・政令市はほ

とんどで実施、市・特別区は40％程度、町村は10％程

度と低い。このほか、他部署と連携した主権者教育と

して、税務署と「税と選挙を絡めた講座」、議会事務

局と「自治制度・選挙制度」、環境担当課と「温暖化

対策」をテーマにした出前授業も実施されている。 

◎新児童虐待防止プランで児童福祉司など増員 

―

 政府 

 政府の児童虐待防止対策関係府省庁連絡会議は12月15

日、新たな児童虐待防止対策総合強化プランを決めた。

対象期間は2023～26年度で、24年度までに児童福祉司を

1,060人増員し6,850人に、26年度までに児童心理司を

950人増員し3,300人とする目標を掲げた。このほか、①

一次保護開始時の司法審査が25年度までに導入される

ことを踏まえ弁護士配置など児童相談所の司法対応体

制を強化②一次保護時の判断に資するＡＩの活用など

児童福祉司の負担を軽減③創設される「こども家庭セ

ンター」の全国展開を図る ― などを盛り込んだ。 

 また、厚労省は12月７日、「保育所等における虐待

等に関する対応について」を各都道府県等に通知した。

「初めは虐待でなく少し気になりつつも見過ごされる

不適切な事案も、繰り返されるうちに問題が深刻化す

る」とし、改めて「セルフチェックリスト」による点

検を要請。事案が発生した場合の対応では、「隠さな

い」「嘘をつかない」の周知徹底を求めた。 

◎地方議会の位置付け明確化など答申 

―

 第33次地制調 

 第33次地方制度調査会は12月21日、総会を開き「多

様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向

けた対応方策に関する答申」を決めた。答申は、近年

の議員のなり手不足の背景に議員の性別や年齢構成で

多様性を欠いていることを挙げ、その対応策として①

多様な人材の参画を前提とした議会運営②議会の位置

付け等の明確化③立候補環境の整備④議会のデジタル

化 ― を提言した。具体的には、勤労者の議会参画の

ため夜間・休日開催、会議規則に育児・介護の取扱明

確化、ＳＮＳ・タブレット端末等による情報公開の充

実、住民と政策等を考える政策サポーター・議会モニ

ターの設置などを求めた。併せて、小規模市町村議員

の報酬のあり方の見直しも提言。また、議会の設置根

拠規定（地方自治法）に「議事機関として住民が選挙

した議員をもって組織される」「議員は住民の付託を

受け、その職務を行わなければならない」などの「規

定も考えられる」とした。さらに、各企業の自主的取

組として立候補に伴う「休暇制度」の創設や議員の副

業・兼業を可能とする検討も提言。本会議へのオンラ

イン出席の検討、議会への請願提出・議会から国会へ

の意見書提出のオンライン化も可能とすべきだとした。 

 総会では、議会３団体から「議会の位置付け明文化

など自治法改正案の次期通常国会への提出を強く期待

する」（柴田正敏全国都道府県議会議長会長）など評

価する意見が相次いだほか、「公務員の立候補の際の

辞職規定がなくなれば立候補は増える」（平井伸治全

国知事会長）、「災害時に議会の合意形成はむずかし

い。オンラインは有効なツールだ」（立谷秀清全国市

長会長）などの意見がでた。また、「議会の位置付け

明確化など道徳的規範を自治法に書き込むのはいかが

か」（馬場伸幸衆院議員）、「地方議会の政策立案の

サポート体制も必要だ」（あかま一郎衆院議員）など

の意見もでた。 

◎2027年度に東京圏・地方の転出入均衡へ 

―

 政府 

 政府は12月23日、2023年度を初年度とする新たなデ

ジタル田園都市国家構想総合戦略（2023～2027年度）

を閣議決定した。テレワークや地方移住への関心の高

まりなど社会情勢の変化を踏まえ「今こそデジタルの

力を活用し地方創生を加速化・深化」するとし、東京

圏への過度な一極集中是正や多極化を図り、地方の社

会課題を成長の原動力として成長につなげるとした。 

 その具体目標では、地方への移住・定住促進による

地方と東京圏との「転入・転出均衡」を2027年度とし

たほか、サテライトオフィス設置自治体を1,200団体

（27年度）、こども家庭センター設置は全市町村、新

たなモビリティサービスの取組自治体を700団体（25

年度）などとした。また、スマートシティの選定数を

100地域（25年度）、「デジ活」中山間地域の登録数

を150地域（27年度）、脱炭素先行地域の選定を100か

所（25年度）としたほか、デジタル実装の基盤条件整

備のため光ファイバーの世帯カバー率を99.9％（27年

度）、５Ｇの人口カバー率を97％（25年度）、デジタ

ル推進委員は５万人（27年度）などを掲げた。 

（井田 正夫・月刊『自治総研』編集委員・委嘱研究

員、元自治日報編集長） 
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今月のマガジン・ラック 
 

 
 

各地の地方自治研究所・センター等の発行誌の主な内容を、当研究所

の責任で紹介します。前月末までに到着したものを対象とします。 

 
 

 

北海道自治研究 第647号 2022年12月      公益社団法人 北海道地方自治研究所 

鋭角鈍角 「二つの幸運」と「二つの不幸」 

北海道大学名誉教授／当研究所顧問 神 原   勝 

女性の政治参加の現状と課題 ― 研究会調査結果から 

北海道大学公共政策大学院教授 山 崎 幹 根 

北海道大学大学院法学研究科准教授 馬 場 香 織 

ダイバーシティ研究会 女性の政治参加に関する議員アンケート調査結果 

所内研究会 北海道財政を取り巻く中央集権的仕組み  元北海道職員 阪   正 寛 

探訪 北の風景 105 毛綱毅曠氏の代表的な建築物・市立博物館 釧路市 

元札幌国際大学教授 萩 本 和 之 

散射韻 道知事選の意味 

米国中間選挙現地リポート         北海学園大学法学部教授 山 本 健太郎 

チャレンジ！ 議会改革 ７ 『多様性のある議会の実現へ』 

登別市議会議長 辻   弘 之 

北海道の動き＜2022・10・１～31＞ 

 ───────────────────────────── 

とちぎ地方自治と住民 第597号 2022年12月  

一般社団法人 栃木県地方自治研究センター 

巻頭言 年の瀬に思う 

自治研センター理事（栃木県平和運動センター議長） 早 川 一 夫 

故米田軍平弁護士（当センター前理事長）を偲ぶ 

自治研センター理事長（弁護士） 太田 うるおう 
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徹頭徹尾反権力を貫かれた米田軍平先生 金子安男さん（自治労栃木県本部元執行委員長）

に聞く                                 編集部 

子どもの権利から考える校則の在り方 子ども達・教員の働き方への影響 

弁護士 嶋 﨑   量 

被差別部落の歴史のとらえなおし 

部落解放同盟栃木県連合会執行委員長 和 田 献 一 

総合福祉センター整備や学校規模適正化に取り組む  塩谷町議会議員 篠 原 みさお 

家庭教育支援条例の研究 行政はマイホームに口を出せるのか 

現代行政研究所代表（元・作新学院大学教授） 沼 田   良 

石﨑茂雄トリビュート連載：あなたは「ローキョー」を知っていますか？ 

 第33回 スタッフフォーラム         武庫川女子大学教授 本 田 一 成 

公立夜間中学について            元栃木市長（弁護士） 鈴 木 俊 美 

栃木県ホームページ拾い読み（2022年11月） 

 ─────────────────────────────  

自治権いばらき 第146号 2022年11月   公益社団法人 茨城県地方自治研究センター 

連載 どうなる食・農・地域 ～農政記者から見た現状と課題  

 第２回 農業白書を読み解く         農政ジャーナリスト 伊 本 克 宜 

連載 どうなる食・農・地域 ～農政記者から見た現状と課題  

 第３回 激変・食最前線           農政ジャーナリスト 伊 本 克 宜 

 ───────────────────────────── 

埼玉自治研 第60号 2022年11月     公益財団法人 埼玉県地方自治研究センター 

自治のかぜ 「ずっと住みたい 緑にあふれた キラキラ光る 元気なまち」を目指して 

伊奈町長 大 島   清 

特集 良い社会をつくる公共サービスを考える５・20埼玉集会 

衆議院議員 枝 野 幸 男 

寄稿 東日本大震災から11年… 

越谷市職ＯＢ・越谷あゆみの会事務局長 鈴 木   仁 

シリーズ 埼玉の歴史32 毛呂山町     毛呂山町歴史民俗資料館 平 良 宣 子 
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 ─────────────────────────────  

自治研かながわ月報 第199号 2022年12月 

公益社団法人 神奈川県地方自治研究センター 

巻頭言 「安全保障」は軍事増強ではなく「食とエネルギー」の自給政策 

半 澤 彰 浩（生活クラブ神奈川専務理事／ 

公益社団法人神奈川県地方自治研究センター理事） 

新しい地域社会構想の論点 市民自治体、社会的連帯経済・地域自治主義、地域分散・連

携型自治                  早稲田大学名誉教授 坪 郷   實 

「新しい資本主義（仮）」の地方財政 

公益財団法人地方自治総合研究所研究員 其 田 茂 樹 

自治体のミッションから考える自治体の未来像 「移動社会」化で試される自治・分権観 

公益財団法人地方自治総合研究所主任研究員 今 井   照 

 ─────────────────────────────  

信州自治研 第370号 2022年12月            長野県地方自治研究センター 

子ども・子育て支援新制度の現状と今後の課題 

新潟県立大学 人間生活学部子ども学科 小 池 由 佳 

今日の地方鉄道問題を考える ― 大糸線の存続問題を中心に ―  

長野県地方自治研究センター理事（会員） 長野大学環境ツーリズム学部教授 

古 平   浩 

筆のすさび○52  知恵と工夫と 売買の難しさ 空き家の時代 

元信濃毎日新聞記者 横 山   悟 

 ─────────────────────────────  

月刊「地方自治みえ」 第366号 2022年12月       三重県地方自治研究センター 

「新しい日常」における自治体の窓口サービスとは 

合同会社社会情報サービス研究所 代表社員／株式会社コミクリ総研 主幹研究員 

瀧 口 樹 良 

 ─────────────────────────────  

しまね自治研 2022年12月             自治労島根県本部地方自治研究会 

地域の担い手確保と育成～「特定地域づくり事業協同組合制度」の取組み～ 

 海士町の事例 

  1. （一社）海士町観光協会の「特定人材派遣業（マルチワーカー事業）」の取組み 
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  2. 第二期創生総合戦略「海士町エンジン全開計画」に基づく取組み 

  3. 「海士町複業協同組合」の取組み 

 安来市の事例 

  1. 「特定地域づくり事業協同組合制度」活用の背景・経過 

  2. 「安来市特定地域づくり事業協同組合」の取組み 

 須山 隆 県議会議員の活動事例 

  「音楽スキルを持つ若者の移住促進による担い手の確保・育成」 

   音楽に特化した「Biz.Coop.はまだ」の取組み 

 ─────────────────────────────  

自治研かごしま 第131号 2022年12月            鹿児島県地方自治研究所 

かざんばい 水道事業は民より官で！ 自治労鹿児島県本部 副委員長 下 村 英 明 

これからの農林業 

 ＪＡによる農産物直売事業の現状と方向性 ― 鹿児島県内の取組みの特徴と課題 ―  

前ＪＡ県経済連営業開発課・元南さつま市役所 永 田 洋一郎 

まちだより 出先機関勤務での印象的な思い出 

鹿児島県関係職員労働組合 宮 迫 信 彦 

論説 持続可能な介護保険制度への提言    元鹿児島国際大学教授 田 中 安 平 
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図 書 番 号 図   書   名 編 著 者 名 発 行 所 発 行 年 

    0 総記 

03 辞書、辞典、文献目録 

03-98-19 審議会総覧／令和４年版  行政管理研究
センター 

2022（令４）

     
03-180-43 全国市町村要覧／令和04年版 市町村要覧編集委

員会 
第 一 法 規 2022（令４）

07 白書 

07-19-17 ＳＤＧｓ自治体白書／2022／
真のＳＤＧｓに取り組む秘訣

中口毅博／小澤は
る奈／環境自治体
会議環境政策研究
所 

生 活 社 2022（令４）

    2 法律 

23 行政法 

23-224-12 行政判例百選／Ⅰ／第８版 斎藤誠／山本隆司 有 斐 閣 2022（令４）
     
23-224-13 行政判例百選／Ⅱ／第８版 斎藤誠／山本隆司 有 斐 閣 2022（令４）
     
23-628-47 行政法研究／第47号／2022・

11 
行政法研究会 信 山 社 2022（令４）

    3 行政 

32 行政組織 

32-5-48 行政機構図／令和４年度版 行政管理研究セン
ター 

行政管理研究
センター 

2022（令４）

    4 地方自治 

40 地方自治一般 

40-734 領域を超えない民主主義／地
方政治における競争と民意 

砂原庸介 東京大学出版
会 

2022（令４）

45 地域と自治体(２) 

45-40 福島原発事故被災者 苦難と
希望の人類学／分断と対立を
乗り越えるために 

辻内琢也／トム・
ギル 

明 石 書 店 2022（令４）
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